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平成２５年第２０回苓北町議会定例会会議録（第１日目） 

 

 平成２５年第２０回苓北町議会定例会は、平成２５年９月５日苓北町議会議場に招集

された。 

 

１．午前９時３０分開会 

 

２．応招議員は次の通りである。 

    １番  野田 謙二          ２番  浜口 雅英 

    ３番  山本 政人          ４番  大仁田藤男 

    ５番  田嶋 豊昭          ６番  野﨑 幸洋 

    ７番  錦戸 俊春          ８番  山下 時義 

    ９番  松野 重幸         １０番  錦戸 久幸 

   １１番  神﨑 公顕（副議長）    １２番  倉田  明（議長） 

 

３．不応招議員 なし 

 

４．出席議員は、応招議員と同じである。 

 

５．欠席議員は、不応招議員と同じである。 

 

６．議会書記 

  事 務 局 長  山 口 仁 人     主 幹  原 田 正 子 

 

７．地方自治法第１２１条の規定により議案説明に出席した者は、次のとおりである。 

町 長  田 嶋 章 二     副 町 長  松 野   茂 

  教 育 長  芦 塚 博 昭     総 務 課 長  田 嶋 健 一 

  税務住民課長  荒 木 広 之     企画政策課長  岡 田 晴 喜 

  教 育 課 長  山 崎 秀 典     土木管理課長  益 田 大 介 

  農林水産課長兼 
          吉 村 文 雄     商工観光課長  田 尻 幹 雄 
  農委事務局長  

  水道環境課長  大 田 勝 彦     福祉保健課長  田 尻 伸 治 

                      会計管理者兼       
  健康増進室長  山 﨑 敬 一                   福 田 忠 輝 
                      会 計 課 長        
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８．議事日程 

  日程第１ 会議録署名議員の指名 

  日程第２ 会期決定の件 

  日程第３ 諸般の報告 

  日程第４ 行政報告 

  日程第５ 一般質問 
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９．議事の顛末 

開会 午前９時３０分 

○議長（倉田 明君） おはようございます。 

只今の出席議員は１２名です。定足数に達しておりますので、只今から平成２５年第

２０回苓北町議会定例会を開会します。これから本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（倉田 明君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。本定例会の会議

録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、９番、松野重幸君、１０番、錦戸

久幸君を指名します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２ 会期決定の件 

○議長（倉田 明君） 日程第２、会期の決定の件を議題とします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、お手元に日程（案）を作成し配布しておりますと

おり、本日から９月１２日までの８日間にしたいと思いますが、これにご異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君）  異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日から９月１２日までの８日間に決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第３ 諸般の報告 

○議長（倉田 明君）  日程第３、諸般の報告を申し上げます。 

 ６月１６日、大阪市で開催された第２２回関西ふるさと苓北会総会に議会から、議長、

松野議員、大仁田議員、山下議員が出席しました。総会には、会員の皆様並びに招待者

の皆様、約１８０名が出席されておられました。出席者の皆様方に故郷の情報を発信す

ると共に、親睦を深めてまいりました。 

６月２０日、天草地区防犯協会定期評議会に出席いたしました。 

６月２８日、天草広域連合臨時議会が開催され出席しました。 

７月３１日、熊本市市町村自治会館で開催されました県町村議会議長会第２回理事会

に出席しました。 

８月５日、熊本市市町村自治会館で開催されました県町村議会議長会主催の正副議長

研修会に神﨑副議長が出席されました。山梨学院大学、江藤俊昭氏による講演がありま

した。 

次に、８月１９日、天草広域連合議会運営委員会に出席しました。 
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８月２６日、天草広域連合議会定例会に出席しました。平成２５年度天草広域連合一

般会計補正予算（第３号）等の議案が審議されました。 

８月２７日、熊本市グランメッセで開催されました県町村議会議長会主催の常任委員

長・議会運営委員長研修会に議長以下６名が出席しました。帝京大学教授、黒崎誠氏に

よる講演がありました。 

次に、８月２９日、上天草市で開催された天草地域国県道路整備促進期成会総会に、

議長と田嶋建設経済常任委員長が出席しました。 

また、同日、天草広域連合議会全員協議会が開催され出席しました。 

９月２日、熊本テルサで開催された平成２５年度熊本県地域福祉トップセミナーに出

席しました。厚生労働省老健局長、原勝則氏による「地域包括ケア構築に向けて市町村

に期待すること」という演題で講演がありました。 

なお、資料は議会事務局に保管してありますのでご覧ください。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第４ 行政報告 

○議長（倉田 明君）  日程第４、行政報告を行います。町長から行政報告の申し出が

あっております。町長。 

○町長（田嶋章二君）  行政報告を申し上げます。 

まず、８月２５日に唐津市の西の浜海水浴場で開催されました、第９回唐津ペーロ

ン・レガッタ大会に、苓北町から元袋チームが参加をいたしました。当日は、悪天候の

ため中止となりましたが、前日の歓迎会で姉妹都市唐津市の皆様方とより一層の交流を

深めて帰って来られたと報告を受けております。 

次に、９月１４日、１５日に天草市・上天草市・苓北町において、第６８回熊本県民

体育祭天草大会が開催されます。苓北町では、男子ソフトボール競技を農村運動広場、

苓北中グラウンド、苓洋高校グラウンドで、サッカー競技を坂瀬川グラウンド、九州電

力グラウンドで行います。 

苓北町は天草郡代表選手として陸上、水泳、男子ソフトボール、ソフトテニス、男女

バドミントン、男女バレーボール、ボーリング、男女ハンドボール、サッカー、男女ゲ

ートボール、男女グラウンドゴルフ、剣道の１２競技、１７種目に総勢１８４名の選手

が出場をいたします。 

次に、町民体育祭でございますが、９月２２日、８時３０分から、都呂々地区が都

呂々小中学校グラウンドで、９月２９日、８時３０分からは坂瀬川地区が坂瀬川中学校

グラウンドで、１０月６日は、２地区ございまして、富岡地区が富岡小学校グラウンド

で８時３０分から、志岐地区が農村運動広場で９時から開催されます。 



 

－7－

次に、１０月１０日から１４日まで苓北町５窯元、天草町３窯元が参加して、天草西

海岸陶芸まつり、秋の窯元めぐりとして開催されます。なお、開会式は１０月１０日、

１０時半から内田皿山製陶所で開催されます。 

次に、敬老会の日程でございます。１０月１６日水曜日、志岐地区が体育センターで、

富岡地区が富岡公民館で、１０月１７日木曜日は坂瀬川地区が坂瀬川公民館、都呂々地

区が都呂々公民館で、それぞれ午前１０時から開催されます。 

次に、第１９回吟詠「天草洋に泊す」全国大会についてのお知らせでございます。１

０月２７日、日曜日、午前９時から志岐集会所で開催いたします。本年は、約９０名の

方から参加申し込みがあっております。 

又、同日の午後２時からは、牛深漁港において熊本県では初めての「全国豊かな海づ

くり大会」が天皇皇后両陛下のご臨席のもと開催されます。稚魚の放流イベント、物産

販売等の催しが行われます。なお、天皇皇后両陛下におかれましては、水俣の会場にご

出席をなさいますので、そのご様子を牛深の会場でテレビに映して見ていただくという

ような計画でございます。 

次に、苓北町防災訓練についてのお知らせでございます。１１月１０日、日曜日、坂

瀬川海岸地先を震源とした震度５強の地震発生を想定した津波発生の情報伝達訓練並び

に避難訓練を実施します。又、坂瀬川小学校の建物火災を想定した消火活動、避難誘導、

人命救助等を通して、相互協力体制の確立と防災意識の高揚を図ることを目的といたし

ます。 

次に、１１月２４日、日曜日、東京都の霞ヶ関ビル、東海大学交友会館において関東

ふるさと苓北会が開催されます。 

それぞれの行事につきましては、議員皆様方には大変お忙しいとは存じ上げますが、

ご出席いただきますようによろしくお願い申し上げます。 

以上、行政の報告をいたさせていただきました。 

○議長（倉田 明君）  これで行政報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第５ 一般質問 

○議長（倉田 明君）  日程第５、一般質問を行います。通告１番、錦戸久幸君。 

○１０番（錦戸久幸君）   おはようございます。通告１番、１０番議員、錦戸久幸で

す。 

今回の一般質問通告締め切りは８月２９日の正午までで、その後に議案の配付があり

ました。したがいまして、議案を吟味する以前の質問事項、質問の要旨となりますが一

般質問を行います。 

今回の質問事項は、石炭灰行政の展望と課題についてお尋ねをいたします。石炭灰関
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連をこのタイトルで取り上げたのは、今回が３回目でございます。 

まず１回目は今年の３月議会で、町と進出企業の間で結ばれた事業進出協定書上、町

はＡＣⅡを長期継続的に活用することに努めるとなっているが、町の公共事業だけでは

無理がある。進出企業の安定操業の意味からも供給先の確保は喫緊の課題等々と問題提

起をいたしました。 

それに対して町長から答弁をいただいた後、更に今後への提言として申し上げました。

それは、町の公共事業量も限界がある中で、ＡＣⅡの供給先の確保は苓北町石炭灰行政

の大きな課題となっている。一方で、進出企業の安定操業を確保してやる必要がありま

す。 

そこで、安定的に供給できる用地の確保が欠かせません。幸いに、九州電力の灰捨て

場に広大な面積の広場が出来ました。ここで計画的にＡＣⅡを１段ずつ平積みに立体化

できるようにしたらどうかと。 

それともう１つ、先の東日本大震災で津波被害が大きかったことを考えますと、この

苓北発電所一帯は３面が天草灘に面しておりまして、一番に津波被害を受けることにな

るとも思われます。県下の大半の電力を賄うこの発電所を守るために、長大な堤防も必

要ではないか。これが実現すると安定したＡＣⅡの供給先が確保される。これらの実現

のため、町長には努力をしていただきたいというものでした。 

そこでお尋ねをいたします。町は昨年、九州電力の３万株を取得後、初めての株主総

会を迎えました。今年の株主総会に向けての町の方針は何だったのかをお尋ねをいたし

ます。 

２点目に、防災ゾーン造成工事を２工区に分けた身障者用二次避難所が上津深江地区

に造成中です。１工区は５,１３４万５,０００円、使用するＡＣⅡは７,０００ｔ、２

工区は１億１,１０９万円で使用するＡＣⅡは７万ｔとの説明がありました。当初の計

画で示された出来形で進行中と理解してよろしいか、お尋ねをいたします。 

３点目に、町は健常者用の仮設住宅用地確保のためと称して、武道館横の広い公園を

潰して二次避難所を造るとして、その関連費用をこの９月議会で補正予算を計上してい

るとのことですが、新たに造らなくても各地区にある広場や町の施設を活用することで

十分に間に合うのではないか、ということで質問通告を出しておりました。 

質問の冒頭にも申し上げましたように、一般質問通告締め切り後に配付された予算書

（案）によりますと、災害対策費として５,４３４万７,０００円で、その財源内訳は

国・県支出金５０万円、地方債の４,７９０万円を借り受けると共に、又、町の一般財

源から５９４万７,０００円を支出するとなっておりまして、その９９％が町の借入金

と町の持ち出しになっております。 

一方の支出を見てみますと、消耗品費に６３万６,０００円、測量設計委託料に１,３
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００万４,０００円、不動産鑑定委託料に３９万６,０００円、公有財産購入費に１,４

７７万９,０００円、備品購入費に５３万２,０００円、住宅移転補償費に２,５００万

円となっております。この件について今はこれ以上踏み込めませんが、他にこれに代わ

る町有地の代替地はないのかどうか、提案されたらしっかり議論をさせていただきたい

と思います。 

なお、造成を予定されているこの公園は、子ども連れの利用者から環境も良く安心し

て遊ばせられると大変好評でございます。ここを壊してまで避難所を造るという町執行

部の真意が今一、わかりません。どうして現在ある町施設や立地条件の良い所にある民

間所有地のお願いはできないのか、お尋ねをいたします。 

それに加えまして、平成２７年度からは町内３中学校統合が予定をされ、それに伴い

坂瀬川・都呂々中学校のグラウンドを含めた２つの中学校施設も空いてきます。日頃は

他の利用をしていても、いざというときには各種の災害対応にも十分生かしていけると

考えられます。 

なお、宅地販売をしている財ノ尾には２５区画のうち１１区画分、約３,１２５㎡、

金額で４,１７２万円分が遊んでおります。いざというときには、ここだけでも仮設住

宅を建てるとすれば７０区画分ぐらいは楽に確保できると考えられます。しかもここに

は既に、水道、下水道、電気まで揃っておりまして、仮設住宅用地としては最適地でご

ざいます。今すぐにでも活用計画に組み入れるべきだと思いますがいかがでしょうか。 

以上をお尋ねし、登壇を終わります。 

○議長（倉田 明君）  町長。 

○町長（田嶋章二君）  只今の錦戸久幸議員のご質問にお答えをいたします。 

まず、九州電力との株式取得についてのご質問でございました。これはもう当然、今、

九州電力は経営に非常に困難をしております。そういった状況の中で、我が町は電源立

地町として九州電力発電所の運営には大いに貢献をしている。特に九州電力の中でも、

皆さん方火力発電所が足を引っ張ると、全国の電力会社のことを新聞が曖昧な表現でや

っておられますが、火力発電所の中で石炭火力は大いに経営に貢献をしているというこ

とでございます。まさにこれがＣＯ２を他の電源からしますと、出すことは出しますが、

世界的にも優秀であるということで、この石炭火力に今、国もですね、方向を変えつつ

あると。年初めあたりですね、相当環境省とエネルギー庁との綱引きがあったことを報

道されましたが、環境省もある一定以上の基準の石炭火力であれば、今後は今まで凍結

していたのを認めていくと、新しく造るやつですね。そういう考え方で国も意見の統一

をなさったようでございます。 

そういうことで、九州電力が今後しっかりとした経営をしていっていただくためにも、

我々は九州電力との関係、運命共同体と位置付けをしておりますので、この会社の経営
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が間違いのないように、間違いがあったときにはその声を届けさせたいという意味で株

主総会で議案の提案権が取れる３万株を取得したところでございます。 

なお、九州電力の株主総会には、本年は６月２６日にございましたが、まずはどんな

様子であるかということを見てもらうために、副町長と企画政策課長を出席をしてもら

いました。特に今回は発言はいたしませんでした。その理由は、ご承知のとおり、国の

エネルギー基本計画が未だ定まっておりません。もう１年以上遅れております。そのエ

ネルギー計画がしっかり定まった中で九州電力がどういった経営方針を打ち出していか

れるのか、このことが始まらないことにはなかなか意見も出せないような状況でもござ

いましたので、今回は様子を見させていただいたということにとどまっているところで

ございます。 

次に、起債事業で行いました４月１８日の議決を経まして行っております防災ゾーン、

福祉ゾーンの経過でございます。８月３１日現在で、１工区の進捗率が３０％で計画に

対して１０％程度遅れております。２工区につきましては、進捗率が３８％とほぼ計画

通りに進んでおります。現在の工事工程は、１工区においては二次避難所への避難路の

整備及び擁壁の築造、２工区においては設計高さまでの擁壁の築造及び盛土の実施を行

っているところであります。 

現在までの状況では、１工区の遅れは避難路建設に当たり、掘削土の仮置きをできる

だけ現場内で調整したことと、８月下旬の降雨等の関係で若干敷地造成の遅れがあるよ

うでございます。今後、１工区、２工区調整をし、工事の完成に向け協議をし、工期ど

おりに完成を目指したいと考えているところでございます。 

次に、二次避難所の整備についてのご質問、ご指摘があったわけでござます。 

まず、現在大まかな避難者はいわゆる県が発表した被害を想定いたしまして、避難者

は１,３００人を想定しております。それに伴い、仮設住宅は約５００戸必要となりま

す。現有の２５ｍ以上の町有地は、坂瀬川グラウンド、旧木場小グラウンド、整備中の

防災ゾーンが有り、そこに３２５戸建築可能でございます。 

今回提案をしております二次避難所を整備いたしますと、合わせて４６０戸程度が可

能となるもようでございます。又、この二次避難所については、防災公園という位置付

けで今後整備を進めていきたいと考えているところでもございます。したがって、子ど

も公園が無くなるというようなご心配がありましたが、あの子ども公園もご承知のとお

り、相当老朽化も進んでいるところでもございますので、この防災公園の中に移設をし

て、更にグレードアップをした中で皆さんが使っていただけるように整備をしたいと考

えているところでございます。 

又、中学校跡地につきましては、海抜が坂瀬川中学校で５.１ｍ、都呂々中学校で３.

１ｍしかございませんので、これは満潮時にいたしますともっと厳しい状況になります。
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したがって、仮設住宅用地としては適しませんので、両校の跡地利用につきましては平

成２６年度を目途に跡地利用計画検討委員会でご協議いただく予定でございます。 

又、財ノ尾の住宅用地につきましては、現在販売に努力を重ねているところでござい

ます。そういった意味でもしそのときに空いておれば当然、空いた分はそういったご指

摘のような使い道ができるかと思いますが、今からこれをそのまま指定するというわけ

にはいきませんので、そのときの状況で空いておれば仮設住宅用地に使わせていただき

たいと考えているところでございます。 

したがいまして、九州電力の今の発電所用地内につきましては、国のエネルギー基本

計画がはっきりしないと次の計画がまだはっきり掴めていないと、もう１つは私ももっ

ともっとやっぱり地震・津波対策に備えをしていただきたいという思いはございます。

国のエネルギー基本計画が出た時点で九州電力の経営がどのような方向に進んでいくの

か、しっかり見定めながら今、ご指摘のあった件については嵩上げにしても強靱化にし

ても提案をしていきたいと考えているところでございます。 

以上、錦戸久幸議員のご質問に答えさせていただきました。 

○議長（倉田 明君）  錦戸久幸君。 

○１０番（錦戸久幸君）  まず１点目に、九州電力の株主総会の件ですけど、これは正

直言いまして、私も１年目からたかが３万株取得したからといって、特段発言をされる

ということも、又、それだけでは非常に力が弱いということも、それはもうわかってお

ります。私が言いたいのはですね、苓北町はこのように町が総力を挙げるような形で避

難場所を作製をする、造成をする、そして現在ある施設もいざというときには使用可能

と思われるようなこともありながら、そこら辺はそれぞれの使用目的に合わせてそのま

まとっといて、新たに避難場所を造るということの大きな疑問点。 

そしてそれと、九州電力のこの発電所というのは、町長がいつも言っておられるよう

に熊本県下の大半の電力量を賄っております。そういった重大な使命を持った社会的責

任のある九州電力が、津波が来たらまず第１番にあそこが襲われるだろうということは

誰が見てもわかると思うわけですよね。ですから、同じ苓北町の町内にありながら、苓

北町が災害に対する防備の構えと社会的責任も大きい九州電力の津波災害に対する心構

えっていいますか、その対応といいますか、これに余りにも大きなギャップがあるよう

に感じるわけですよ。ですから、そこら辺は用心することに越したことはありませんが、

そのことをこの点には主眼を置いてお尋ねもいたしました。 

それから２点目の防災ゾーンの件ですけども、これはいろいろ天候の加減もあります。

それで２工区は順調に進んでるけども、１工区分には若干の遅れがあるけども、これは

最終的には予定どおりに納められるであろうというようなことでお伺いをいたしました。 

それからこの３点目の件ですけども、苓北町は今年になってから全戸を対象に回覧板
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も回されました。それによりますと、南海トラフ関係の地震が発生をしたときには天草

は５弱から６弱の地震だと。それに伴う津波が天草市で約４ｍだというふうなことが全

戸回覧板で配布をされたと思います。それでこの回覧板で全戸に周知をしたこの津波の

被害の程度、このことからすると今の一次避難場所が１２ｍ、二次避難場所が２５ｍ、

この想定といいますかね、これはもう津波に対しては高ければ高いほどいいわけですけ

ども、そこまでして新たに造らなければならない理由というか、そういうものが先程も

言いましたが今一しっくりときません。これが例えば土地が開けた市町村でもう高いと

ころがないというんだったら、これはもう絶対に造ってもらわなければなりませんが、

今見てみますと各地にもいろいろ町長もご存じのように、もう１２ｍ以上、２５ｍ以上

の所でもかなりの場所が二次避難所にしても適当なところが私はあるんじゃなかろうか

と思うわけですよ。ですからそのことを今一度やっぱりお尋ねをしておかなければ今後

の苓北町の防災施設の取り組みについても、やはりもう少し明確にしてもらわないと、

何か私たちも防災のことを言われたら水戸黄門の印籠じゃありませんけども、それに自

動的に賛成をしなければならないというふうな気分にもなりますのでね、今一度又、お

尋ねしていきたいと思います。 

○議長（倉田 明君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 確かに一時避難場所としては至る所にございます。ところが、

その後にですね、仮設住宅を建てるとなるとそれは何戸かずつぐらいは建てられるかも

しれません、いろいろ見つければ。しかし、ある程度町がここに建てたいといったとき

に、すぐ建てられるかどうかわからない土地もかなりあるわけでございまして、そうい

った意味である程度必要最低限の第二次ですね、今度は、一次は一時的に助かるか、そ

の高台に行く避難路も今、大体整備をしております。その後に、それではもし家が破壊

されたときに何箇月あるいは何年か、帰るところがないとなった場合にやはりしっかり

した仮設住宅を建てる準備もしておかなければならないと、そういう思いの中で先程申

し上げました約５００戸必要な状況でございます。町の意志だけでさっと建てられるの

が只今造っているところも合わせて３２５戸程度、今度のコミセンの周辺の町有地を造

成をした状況で合わせますと４６０戸というようなことになりますので、まだまだ５０

０戸必要でございます。それはどっかに５、６件とか、いろんなこともあるかと思いま

すし、今後の精査の中で仮設住宅やはり十分余裕を持ちながら考えていきたいと思って

おります。 

今のところ、やはりしっかりした高台を造ると、出来得ればその上にですね、学校の

グラウンドっていうのが収まったら子どもたちが使える。農地っていうのは治まったら

農産物の生産ができる、そういうことを取っておきたいとそういう思いもございますの

でこういう計画を今、立てつつあるわけでございます。 
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○議長（倉田 明君）  錦戸久幸君。 

○１０番（錦戸久幸君）  町長が町民のためを思ってそういった、いざというとき迅速

な対応がとれるようにというふうなことでのことは私もよくわかります。しかし、それ

はわかりますけども、じゃあ何でそこまでしなければならないのか。 

私も繰り返しになるかもしれませんが、平成２７年度には坂瀬川中学校と都呂々中学

校が町内の３中学校の統合によって学校施設が余裕が出てきます。 

それがね、１つは仮設用住宅に当てるとすれば、何も利用できないわけじゃないんで

すよ。他のに利用していても、もしそういった災害が起きれば優先的に仮設住宅の住居

としてあの校舎は活用できるんですよ。考えてみたらわかるでしょ。水道も来てる、電

気も来てる、今は太陽光パネルも取り付けてあるでしょ。下水道も来とっとですよ、ね

え。調理室もあります、トイレもあります。ですからね、この２つの中学校を万が一の

時に活用するような計画に、この施設を組み入れないっていうことは私は非常時を考え

たときに「何で町はそんなことすっとかな」って。これは町長だけじゃなくて、副町長

以下、今の苓北町の役場の中からそういった声が町長に具申するという人はいなかった

んですかね。私はそのことも思うとですよ。 

仮にね、津波が来るでしょ、津波が来る。今４ｍと想定してありますけども、仮に５

ｍの津波が来たとします。今町長が言われましたよね、坂中のグラウンドは５ｍだと。

そうしますと、津波が仮に５ｍの高さまで来たらその津波の波は何日も何日もそこにと

どまるわけじゃないんですよ、今の苓北町の地形の状況からいきますと。津波が来れば

確かに５ｍの波が来れば、５ｍ分は埋まるでしょう、沈むでしょう。しかし、時間が経

てば津波が治まれば半日もしないうちに水は海の方に引いてしまうと思うとですよね。

そうすれば、特に坂瀬川中学校の場合はグラウンドはピチャピチャピチャピチャして潮

水に浸かるかもしれません。しかし、校舎は１階も２階も残るわけですよ。潮が引いた

らその１階も２階も町民が、本当に困っとる人が即半日後位にはそこに入られるわけで

すよ。体育館だってそうでしょ。体育館もそうですよ、グラウンドから高いんですから。 

そうしますとね、この学校施設だけじゃなくて、今公園を予定してありますそこの武

道館にもあの高台ですから、いっぱい一時的な避難場所というのができるわけですよ。

ですから私は、今あそこで公園を潰してまでもこの避難施設を造りたいというその町長

の心情はわかりますけども、やはりそこにいくまでにはもっとやっぱり十分検討をして

取り組むべきじゃないかなと思います。 

○議長（倉田 明君）  町長。  

○町長（田嶋章二君） 確かに潮の引いた後はこれから統合されます坂瀬川中学校、都

呂々中学校跡にも仮設住宅並みの物は造れると思います。ただ、今おっしゃってるのは

全部それに吸収できるようなことですが、今説明いたしましたように、今度の避難所を
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造ってもあと１００戸たらず足らないんですよ。それと併せて長期化したらあの仮設住

宅、一応独立をしておりますが、東日本の物を見ても、長期化した場合にそれでもやは

り個人のプライバシーが保たれないというような意見も相当大きな声で聞こえてくるわ

けですね。そういった場合に、一次避難場所としてはもうこれは当然使えると思います

し、二次避難場所も相当改造すればですね、学校跡地もですね、当然使えると思います。

ただ、やはりそれだけでは数が足りないということでございますので、今回の予定もい

たしたところでございます。 

○議長（倉田 明君）  錦戸久幸君。 

○１０番（錦戸久幸君）  今、聞いておりますと、東日本大震災とかああいった大きな

災害のところの避難場所を想定されて、広いところで極端に言えばみんながごっちゃま

ぐれになって、そうして避難をするというふうなことに聞こえましたけども、私は苓北

町の場合はですね、あんなに多い話にしないでもみんな大部屋でしなくても、例えばで

すよ、学校の教室の１つ１つを見てみてわかるでしょ。あれを仮に仮間仕切りで１つの

教室を区切ってしたら、そこそこのプライバシーが保てますよ、それは。ですから体育

館やったってそうです。そしてあんなにね、１カ所、２カ所じゃなかっですから避難所

は。ですから１カ所に集中して避難した人を集めなければならない状況には苓北町はな

らないと思うとですよ。ですからそういったことも今言いましたように、空校舎もやっ

ぱり適当な区切りをもって、仕切をして、そして当分の間の仮設住宅代わりには十分な

るというふうなことも計画に入れてもらって、そしてそういったことも数に数えて、そ

して最終的に幾ら足りないんだというふうなことでないとね、ちょっと説得力が今一響

きにくいなと思うとですよ。 

○議長（倉田 明君）  町長。  

○町長（田嶋章二君） 相当精査もしております。先程も私も申し上げましたようにで

すね、あの学校は当然使えると思いますが、相当改造が必要です。改造すれば思ったほ

どたくさんは入らない。そしてこれも長期化しますと、間仕切りだけではとても皆さん

方の生活に耐えられない。やはりもし家が倒壊したってなればですね、半年や１年で復

旧はできないと思ってるんですよ。ですからやっぱりそのためにも、いざというときの

ために今回は計画をいたしたところでございます。よろしくご理解のほどお願い申し上

げます。 

○議長（倉田 明君）  錦戸久幸君。 

○１０番（錦戸久幸君）  何回も言いますけども、町長が非常に災害が起きたときには、

町民の不便を少しでも解消してやるんだというふうな親心的な気持ちは私も十分わかり

ます。わかりますがですね、１つには冒頭にも申し上げましたようにですね、やっぱり

ああいった苓北町の大型事業をするということになれば、多かれ少なかれＡＣⅡも使わ
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れていくというふうなことが今までのパターンであったと思います。勿論ですね、いい

面もいっぱいありますよ。 

そこで私はこの質問のタイトルを苓北町の石炭灰行政の展望と課題ということで掲げ

させていただきました。それはこの展望というのはですね、町長がいつも言っておられ

るように、何か事業をするときに山を削って、山の土を持ってきてしたりすることが、

あるいは又、海の中から砂を上げてするということも自然破壊につながるんだというふ

うなことをよく言われます。私も同感でございます。 

そして、仮に山の土を削ってきたにしてもそれを埋めて使うことによって地盤が安定

をしない。要するに沈下をしやすい、そしてもし地震とかが発生をしたら流動化をして

地盤が不安定になる、というふうなことでこのＡＣⅡについては非常にこの特性からし

ていい面がいっぱいあります。私もそれは認めます。それを捉えて、将来的にもこうし

たことは残されるべきだというふうなことで石炭灰の展望という部類でしております。 

その反面、石炭灰行政の課題ということでこれも又、取り上げなければなりません。

やはりこの石炭灰の利点ばかりじゃなくて、この課題もこの事業に取り組んでからもう

１０年なりますんでね、いろんな形で改善をしなければならない、やっぱりそういった

面も見えてきてるわけですから。ですからそういった面でね、確かに仮設住宅用地を造

ることはいいことですけども、そのことに推されてこの石炭灰を毎年使っていかなけれ

ばならないような事業が作られていくんじゃなかろうかなと１つの危惧があるわけです

よ。それは何でかと言いますと、やはり安定的にＡＣⅡの供給先が今のところないから、

やはり町の施策として進出企業を誘致してきたんだから、やっぱり町も公共事業につい

てある程度は使っていかなければならない、これは私もよく理解をしております。しか

しその中で、そのことが前面に出過ぎる嫌いがありはしないか、ということも私たち議

員は常に見ながらいかなければならないんじゃないかと思うわけですよ。 

まさか今度の事業でそういったことが念頭にあるとは私も思いたくはありませんが、

そういったことも１つの危惧として思いますのでね、見える面がありますのでそのこと

を私は今後も苓北町の石炭灰の展望と課題という意味でね、私たちも考えていかなけれ

ばならないんではないかと思います。 

あと続けますと、この事業に取り組んでから１０年になりますけども、取り掛かると

き確かに含有成分の安全性、これはもうクリアをされております。クリアをされており

ますが、１０年も経過をしましたのでなお、安全を確認するためにここら辺で１０年経

過後のやっぱり安全調査ですね、そこら辺も必要になってくると思います。もう調査を

されてはおると思いますけども、やはりこのことは又、広く町民の方にもわかるような

形で方法を持っていただければと思います。 

それともう１つの安全性、もう１つの安全性といいますのは強度的な安全性。確かに
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あそこに実証工事もして１０ｍも積み上げてあります。それで安全性は確認されたとい

うことになっておりますけども、その後いろんな形状の、違う形での使用もかなりあり

ます。ですからそういったことも、構造上の安全も確かめていく必要がありはせんかな

と思います。前にも何回か構造強度の件についてお尋ねをしましたが、答弁はその都度、

熊本県の厳しい環境基準を拠り所としているというふうな答弁がございます。私はこの

環境基準というのは、例えば空気中に含まれる成分とか、ＡＣⅡそのものに含まれる成

分とか、そういったふうな審査をされる環境基準ではないかなと思うわけですよね。で

すから強度面のやっぱりそういったあれは必要ないのかなというふうなことも常日頃思

いますのでね、いい機会ですのでそういったことも含めてお知らせをいただければあり

がたいなと思います。 

○議長（倉田 明君）  町長。 

○町長（田嶋章二君） ＡＣⅡにつきましては、当初は非常にやっぱり心配をなさる面

もございました。これはちょうど九州電力の発電所を造るときもそうでありました。そ

れほどまで大きな心配ではありませんでしたが、やはり石炭灰を原料にするということ

でいろんなご意見も頂いたところでございます。しかし、我が町は企業誘致をいたしま

して、協定も結びました。しかし、このＡＣⅡが非常に素晴らしく実力を発揮する場面、

これがある場合には積極的に使ってまいります。その必要がないときにはわざわざ使う

必要はないと、そういう思いの中で今後も使うべきところは使い、使う必要のないとこ

ろは使わないということでございます。 

ちなみに、今度の避難所の場合のことをご心配のようでございますが、今の防災ゾー

ンにつきましては、全く何にもないところから積み上げますのでかなりアッシュクリー

トを使うことになりました。今回は、地山がかなり広いスペースでございますので、今

使っている何十分の１かの量で済みそうでございます。 

あとは詳細設計をさせていただいた中で出てくると思いますが、要するに必要なとこ

ろで一番アッシュクリートの特性を生かせるところには使っていくと、使う必要のない

ところには使わないと。ある程度必要なところにはある程度使わせていただくという形

でございますから、何が何でもアッシュクリートっていうことではございませんので、

その点は是非、ご理解をしていただき、議案も出ますので詳細に聞いていただければ今

度の避難所のことは大体おわかりになられると思っているところでございます。 

そういうことでございますので、又、環境基準は当然厳しい熊本県の基準をクリアを

しておりますし、要するにこれの受ける力ですね、これも私は専門家じゃないですけど

専門的に何ニュートンとかあります。その打設とかその自慢の強さについても結果も出

ておりますので、その点はですね、益々これは強靱なアッシュクリートの地面に、盛土

になると思っているところでございます。 
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以上でございます。 

○議長（倉田 明君）  錦戸久幸君。 

○１０番（錦戸久幸君）  今、町長から強度の面についてもご答弁がありました。私が

思うのはですよ、そういった強度面のことを尋ねればこれまで決まったように町長の答

弁が、「強度面は大丈夫ですか、何が根拠ですか」と尋ねられれば「厳しいと言われる

県の環境基準が拠り所です」というふうなことを答弁してあります。ですからね、その

ことだけではちょっと説明が弱いので、やはり強度面のことはもう少し、今は求めませ

んが、今後のためにやはりそこら辺もやっぱり又、議会にも示していただければなと思

います。 

それからＡＣⅡについては、必要がないところには使わないんだと、必要と思われる

ところに使っていくんだというふうなことでございました。私もそれを信じたい。信じ

ていきたい。これからも信じていきたい。ただ、これまでの経緯を見てみますとですよ、

これは平成１６年の９月の議会でのやりとりですけども、ちょっと読み上げてみますと

ね、「加工石炭灰を大量に使用した実験場は高地に位置するイゲ林や坂瀬川水道等の水

源上流部に位置する採石場跡地でなく、九電の灰捨場の中で十分時間をかけてすべきと

考える。そして安全が確認されたら必要な公共工事には活用する、そうすることで町民

にも安心感を与えることができる。イゲ林の例からいくと、億単位とも思われる実証実

験の町費負担については理解しにくい。製造者の責任で安全を確認すべきと考える」と

いう議会側からのお尋ねに対して、町長は「イゲ林から鶴地区内の採石場跡地への変更

は６月の議会が終わった後で検討を始めた。安全と思うが鶴地区の人々は不安に思って

おられるのは事実です。より安全を確認するためにも採石場跡地で実証工事を行い、追

跡調査をしていきたいと考えています。実証実験上は九州電力の灰捨場でという提言で

すが、今、鶴地区に計画をしていますのでご理解をいただきながら進めていきたいと思

います。財政上、将来に向けて大変厳しい状況の中、年間３,０００万円から４,０００

万円も支出するのは確かに大変なことではありますが、地方自治体の責任を持った形で

何らかの負担をしていかないと企業進出もままならないと思う」とこういった議会側と

の町長答弁のやり取りもありますんでね、私も今、町長が言われたようなことで必要な

公共事業にＡＣⅡは使っていいんだというようなことで思っておりますし、今後ともそ

ういったことで特にこの点については配慮していただいて、慎重に取り組んでいただき

たいなと思います。 

終わります。 

○議長（倉田 明君）  これで錦戸久幸君の一般質問を終わります。 

 通告２番、野﨑幸洋君。 

○６番（野﨑幸洋君）  ６番議員、野﨑です。通告しておりました坂瀬川地区総合グラ
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ウンドの周辺整備についてお尋ねをいたします。 

平成２４年１１月１２日より坂瀬川地区総合グラウンドは、町内外問わず、より多く

の皆さんに利用していただくためグラウンド一面を天然芝生化し、これまで町内の各グ

ランドゴルフ大会や県内外からも参加されるサッカー大会が開かれるなど、利用の頻度

が多くなってきました。 

先程も行政報告がありましたが、今年の９月１４、１５日の両日行われる県民体育祭

天草大会では、九州電力グラウンドと坂瀬川地区総合グラウンドがサッカーの競技会場

となっており、県内２０チームが参加し２日間で両会場合わせて準決勝、決勝までの１

９試合が行われることになっております。県内トップクラスの技術と白熱した試合を観

戦できること、又、今回選手・役員はもとより応援など多くの方々にこの苓北町を訪れ

ていただくことをとても楽しみにしております。 

そして又、この自然豊かで素晴らしい苓北町を町外の人に知っていただく絶好の機会

であり、経済の面でも商業や観光など町の活性化につながるものと大いに期待されると

ころであります。 

しかし、ここで１つ問題なのが駐車場の件です。昨年、このグラウンドの芝生化、造

成工事の際、駐車場もこれまでの３６台から更に３７台分を増やし、合計７３台は駐車

できるようになりましたが、これまで開催された大会が大きくなればなるほど現在の駐

車場では収容台数が足りず、坂瀬川中央線などへ路上駐車される車が多く見受けられる

ようになりました。 

先月の８月１８日の日曜日にも、小学生の第１７回苓北カップサッカー大会が開催さ

れており、１７チーム、約２５０名が参加され大変賑わった大会ではありましたが、残

念ながら駐車場が足りずこのときも路上に駐車される方が多く見受けられました。その

ため近隣の住民からは通行に支障を来していたとの苦情も聞いております。 

この坂瀬川地区総合グラウンドが天然芝生化されたことにより、今後更に町内外への

利用促進を図っていかれるのであれば、もっと駐車場を増やし受け入れる体制も整えな

ければならないと考えます。 

そこでまず１点目にお伺いをいたしますが、現在グラウンド周辺に駐車場を増やすた

めの整備計画は考えておられないのか、お尋ねをいたします。 

２点目に、以前このグラウンドの観覧席の上の部分には眺めも良く、またとても涼し

い憩いの場所と呼べるような東屋と木陰がありました。試合の応援に来られた方や選手

の休憩場としても大変重宝されていました。しかし、現在はこのグラウンドにはほとん

ど日陰がありません。サッカーの試合などには各チームでテントを用意し、暑さ対策を

されているようですが、グランドゴルフで利用される高齢者の中には日陰が少ないため

にトイレの建物の狭い影に寄り添うように休んでいるとの話を聞いております。特に今
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年の夏はご存じのように連日猛暑日が続き、同じ天草であります牛深では３９℃を超す

日が数日ありました。又、全国での熱中症の救急搬送も今年は大変多かったと聞きます。

これからも地球温暖化の影響により益々暑い夏になっていくことが予想されます。勿論、

熱中症にならないためには自己の体調管理がとても大事なことではありますが、町とし

て今後、例えば観覧席の最上段のところに植樹をするとか、グラウンドの両サイドに片

屋根でテントを設置するなど、熱中症対策のための整備を考えておられないのかお尋ね

をいたします。 

３点目に、現在グラウンド内の一部に冬芝の試植が行われております。以前、このグ

ラウンドを天然芝生化への計画説明があった際、冬芝を植えると毎年種をまかなければ

ならず、維持管理に年間２００万円から２５０万円掛かるため冬芝は植える予定はない

との説明だったと記憶しております。しかし、現在試験的に植えてあるということは今

後冬芝に植え替える予定があるということなのでしょうか、お尋ねをいたします。 

４点目に、グラウンド造成工事をする際、サッカーコートが一面芝生になるようソフ

トボール用のバックネット位置が変更され、ソフトボールのコートの向きが少し北側に

変えてありますが、ナイター照明の向きは以前のままになっております。今のままでは

外野のセンターやライトの守備位置には照明の明るさが足りないため、ナイターでの試

合は難しいのではないかと思われます。今後ナイター照明の向きを変更する予定はある

のかお伺いいたします。 

最後の５番目の質問ですが、坂瀬川地区総合グラウンドは運動などの目的だけでなく、

津波発生時の一次避難所としても整備をされ、東側のグラウンド下には災害時の備蓄倉

庫が昨年の１０月１２日に約１,３００万円をかけ完成しております。完成してからあ

と１カ月ほどで１年になりますが、現在までに食糧、水、毛布などいざという時のため

に必要な非常用物資は何１つ整備されておりません。せっかくどこよりも早く一次避難

所と備蓄倉庫を造っても、肝心な非常用物資が配備されてなければ何も機能しないと思

います。約１年も前に出来た備蓄倉庫なのに、なぜここまで配備が遅れているのか、又

いつ頃揃うのか、どのような物資を何人分配備される予定なのか、以上５点についてお

伺いいたします。 

○議長（倉田 明君）  町長。 

○町長（田嶋章二君）  只今の野﨑議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

坂瀬川地区グラウンドの周辺整備について等々でございました。これはまだ整備途上

でございますので、今おっしゃったことが全て私たちの整備途上の中でのご指摘だと、

非常に申し訳なく思っている部分もあります。そういう面でですね、今、整備の計画も

立てておりますので、逐一答弁をさせていただきます。 

駐車場の新たな整備についてでございます。まず、駐車場の整備についてでございま
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すが、平成２３年度に施工したグラウンドの拡張工事及び天然芝化工事を施工するに際

し、駐車場につきましても観覧席上の土地の造成工事の中で、従来ありました坂瀬川グ

ラウンドの駐車場３６区画の上部に新たに３７区画の駐車場を整備いたしました。現在

は７３区画の駐車場を確保しているところでございます。当面は、この駐車場とグラウ

ンド東側の備蓄倉庫側の駐車スペース、約１５台分を利用いただくと共に、不足するこ

とが予想される大会等の場合におきましては、バス等の大型の駐車場につきましては近

くの小路漁港の用地を活用したり、又、商工会の駐車場や隣接する造成地を一時的にお

借りする等の対応をしていきたいと考えております。 

なお、議員がご指摘されました路上駐車が見受けられた先の大会におきましては、主

催の関係者に問い合わせましたところ、１７チーム参加の大会を坂瀬川グラウンドのみ

で実施したとのことでございましたので、駐車場の確保も見越した中で会場の分散をす

る必要があったと考えております。 

今後の駐車場整備につきましては、更に大きな大会の開催や合宿等の誘致など、当グ

ラウンドの利用見通しを想定しながら頻繁に不足する事態が見込まれる場合におきまし

ては、新たな駐車場の確保について検討してまいりたいと考えているところでございま

す。 

又、熱中症等が起こりやすい状況であるということでございます。日陰対策につきま

しては、本年度予算の中でグラウンド拡張前に植えられておりました記念樹等の移設、

植栽を計画しております。関係者との植栽場所の打ち合わせ、業者の選定も終わってお

りまして、秋口の植栽が時期的に良いということでございますので、現在準備をしてい

るところでございます。 

又、別途本年度予算におきまして、観覧席上の公園を含めた周辺整備等の概略設計を

計画しておりますので、その中でも日陰対策を含めて検討していくことにしております。 

次に、冬芝を植える予定であるのかどうかということです。まずは、この天然芝グラ

ウンドを造るときに、冬芝を植えるのに２００数十万円掛かると、そんなに掛かるのな

ら他の整備費も合わせると大変だなという計算がありましたので、そんな大金は使えな

いよというようなことでこれを一時躊躇しておりましたが、今現在、５０万円ぐらいで

できるということで、これは冬の青い芝、これがやはり又、サッカーをおやりになる方

達の魅力でございます。それと又併せまして夏芝を保護する力があるようでございます。

そういった観点から冬芝を今後ともですね、植えまして、夏・冬年中、１年を通しまし

てサッカー愛好家あるいはグランドゴルフを体験したい方々に使っていただきたいとい

うことで、計画をしているところでございます。 

次に、ソフトボールのグラウンド位置を変えました。今、形状的には外野はしっかり

した芝生、そして内野もすばらしいダイヤモンドになりましたので期待をしております
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が、全くご指摘のとおりで今、ナイターの明かりがですね、よく届きにくい状況でござ

います。ソフトボールコートのライト側とセンター側の一部につきましては、部分的に

投光器等の増設や角度調整が必要な箇所がございます。先程も申しましたが、本年度予

算において観覧席上の公園を含めた周辺整備等の概略設計を計画しておりますので、こ

の中で照明柱の増設や移設等を行うとした場合も含めた改修事業費等についても積算を

行い、今後の改善計画の検討資料にする予定にしているところでございます。 

又、このナイターを増設したり角度を変えたりする場合は、地域の方々に影響がある

かどうか、このことも地域の方々のご意見もお伺いしたいと思っているところでござい

ます。 

又、備蓄倉庫への備蓄については今、ご指摘のとおりでございまして、要するに建物

は出来ましたけどまだ中身が入っておりません。この理由としましては、平成２５年１

月に募集がございました過疎集落等自立再生緊急対策事業で整備すべく応募してまいり

ましたが、熊本県に１０億円の配分がありまして、残念ながらその中に入っておりませ

んでした。不採択になりました。今後は他の避難所も含めまして、１２月補正予算をお

願いして順次整備をしたいと考えております。 

なお、これ１２月、もしその前に議会でもありました場合にはその時にでもできるよ

うに準備をしていきたいと思っております。特に坂瀬川地区のその備蓄対象者は約２８

０人を想定しておりまして、水、簡易トイレ、防寒シート、ミルク、おむつ等を備蓄す

る予定でございます。 

以上、野﨑議員のご質問に答えさせていただきました。 

○議長（倉田 明君）  野﨑君。 

○６番（野﨑幸洋君）  まず駐車場の件ですけども、今の答弁を聞いておりますと今後

の大会等の様子を見て整備を進めていくかっていうのを検討していくっていうふうなお

答えだったと思いますけども、先程も言いましたように、今後ですね、どんどん利用促

進をしていかれるのであれば、これは大会の様子を見るんじゃなくてやっぱり早急な整

備は当然必要じゃないかと思うんですけども。 

それと又、先程小路漁港とか商工会等の駐車場というのを一時的に使っていくってい

うことですけども、やっぱり遠ければ遠いほど人間の心理っていうのはそこに停めたく

なくて、なるべく近場でよっぽど注意がなければそういった今も見られますように路上

駐車等が増えていくものと思いますので、これはもう早急に対処していただきたいと思

います。 

それと先程近くにある法人の方の土地ですけども、そういったところもお借りしての

対応をするっていうことですけども、これやっぱり他所様の土地ですので当てにするこ

とはなるべく避けてやっぱり町は町の、単独の駐車場っていうのを早急に対応をお願い



 

－22－

したいと思います。 

次に、植樹とか要するに熱中症対策の件ですけども、これは今ご答弁の中では秋に植

栽されて公園化を予定しているということですので、これもなるべく早く対処をお願い

したいと思います。これは法人にその土地を販売されるときに各区長さん方とも視察に

同行したわけですけども、その時に区長さん方の中には「ここはとにかく眺めもいいし、

近くの住民の方の憩いの場でもあるからとにかく販売しないで取っておいてくれ」って

いう要望も大変上がりましたけども、どうしてもそこまで含んだところでの販売ってい

うことになってるということで説明がありましたので、渋々っていいますか地域住民の

方はそれを承諾されたわけですけども、そういったことでいつ公園化されるのかってい

うのはやっぱり心待ちにされてる部分が大変あると思いますので、これも早急な対応を

お願いしたいと思います。 

それと、冬芝の件ですけども、先程年間維持費に今までは２００万円から２５０万円、

これは大変な費用ですけども掛かるということで、植えないとの今までのご返事だった

んですけども、今度は５０万円程度でできるっていうことですけども、５０万円って一

口に言っても年間５０万円、毎年掛かっていくわけですけども、今までなぜ２００万円

から２５０万円掛かる予定の試算だったのが５０万円でできるようになるのでしょうか。

この点を１つ再度お尋ねしたいと思います。 

○議長（倉田 明君）  町長。 

○町長（田嶋章二君）  まずは私の方から答えさせていただきます。今の段階でやはり

基盤整備よりもソフトの問題が大事じゃないかなと思っております。大型バスは普段使

わないわけですから試合中には、今、携帯電話もございますし、あるいは誰かが乗せて

行って運転手さんを連れて行ってもらうと、そういう場合に本当に数分で行ける場所が

近くにあるということでそれを活用していただきたい。あと路上に停められるっていう

のを全部中の駐車場が満杯だったかどうかは私は確認しておりませんが、そこのところ

はそれぞれの方々の気持ちの問題も啓蒙していかなければならない問題もあるかと思い

ます。それでももうしょっちゅう、しょっちゅう足りないということであれば、近くに

良さそうな所があるなっていうこともあるようでございますので、この件についてはも

う少し時間の推移を見ながら検討をしてまいりたいと考えているところでございます。 

特に公園整備っていいますか、一番上は確かにおっしゃったように地域の方々が記念

樹、いわゆる同窓会での記念樹等々、本当に復活をさせてほしいと、それが又条件でも

ありましたので、これはしっかりと関係者の方々にご相談をして復元をし、その中で公

園化も図っていきたいと考えているところでございます。 

冬芝の件につきましては、私もどういった関係で２０５、６０万円が５０万円になっ

たのかよくわかりませんので、教育課長わかってたら教えてください。 
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○議長（倉田 明君）  教育課長。 

○教育課長（山崎秀典君）  只今の冬芝の件ですが、当初ご説明いたしました２００万

円程度ということでお答えしたときには、日本サッカー協会の方にお尋ねをしまして、

その当時１㎡当たり種代が２００円程度かかるということでございまして、約１万㎡ご

ざいますので２００万円程度掛かるということでご説明をしておりました。昨年ですね、

冬芝の生育状況を確認するために、試験的に先程おっしゃいましたように一部植えてお

りました。その時の苗につきましてはですね、ペレニアルライグラスということで、芝

の種類にもいろいろございますけども、これを植え付けまして順調に生育をしたという

ようなことでございまして、先程町長も申し上げましたように、冬場における夏芝の育

成保護のための保護砂の代用としても効果があるということを業者の方からお聞きをい

たしましたので、本年度についても現在の維持管理の予算の範囲内でですね、競技コー

ト内に試験的に種まきを行いたいということでございまして、その単価をですね、示し

ますと４９万９,８００円ということで５０万円程度で種代が済むというようなことで

お聞きしたところでございます。 

○議長（倉田 明君）  野﨑君。 

○６番（野﨑幸洋君）  夏芝を保護するためにも冬芝はいいんだということでお答えい

ただきましたけども、芝生化されて夏芝植えてあるわけですけども、まだ１年程度で夏

芝を保護するとか、まだ数年経った中で夏芝がやっぱり傷むから冬芝を植えたほうがい

いんだっていうのがあれば、当然試験的に植えて、計算上５０万円程度で植えられるっ

ていう話があるっていうのはわかるんですけども、まだ１年程度でこの判断されるのは

ちょっと早いんじゃないかっていう気もしますし、又、種代だけで５０万円なわけです

けども、これに年間維持管理っていう方面での経費が掛かるわけですけども、それ合計

しますと、じゃあ年間今この冬芝植えたとしてどれくらい今後掛かっていく予定なんで

しょうか。 

○議長（倉田 明君）  教育課長。 

○教育課長（山崎秀典君）  夏芝の育成保護ということでお伝えしましたけども、夏芝

につきましては使用頻度がですね、多くなれば多くなるほど傷みが激しくなります。そ

ういったことでできるだけ使用する期間が長くなるようにするためには、冬場において

も夏芝の育成の保護をする必要が一番いいのではないかということで考えているところ

でございます。そういった中で冬芝を試験的に行ってはどうかということで計画をした

ところでございます。 

なお、種代の他にですね、やはり肥料代、薬品代等掛かりますけども、その点につき

ましても現在、指定管理者の方に委託をしております金額内、坂瀬川グラウンドの維持

管理分の予算内で適応できるということで計画をしたところでございます。 
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○議長（倉田 明君）  野﨑君。 

○６番（野﨑幸洋君）  指定管理者の方にお願いしている金額は、もう当然コミセング

ラウンドとか体育館とか全て含んだ中での計算でしょうから、この部分だけの金額をお

聞きするのはなかなか難しい部分があっての今、金額明言されなかったのかなと思うん

ですけれども、そういう意味での種代だけの話なんでしょうか。 

○議長（倉田 明君）  教育課長。 

○教育課長（山崎秀典君）  済みません、説明不足ですけども、指定管理委託料の中に

ですね、坂瀬川グラウンドの維持管理分につきましては２６８万２,０００円を計上し

ております。その予算の範囲内で先程言いました冬芝の種まき、それからその後の維持

管理も可能であるということでございます。 

○議長（倉田 明君）  野﨑君。 

○６番（野﨑幸洋君）  ということは、約年間に今後は３２０万円程度の年間維持費が

かかっていくっていうことで理解してよろしいでしょうか。 

○議長（倉田 明君）  教育課長。 

○教育課長（山崎秀典君）  ２６８万２,０００円の中で維持ができるということでご

ざいます。 

○議長（倉田 明君）  野﨑君。 

○６番（野﨑幸洋君）  今、言ったように種代は別。維持費と別ですか。 

○議長（倉田 明君）  教育課長。 

○教育課長（山崎秀典君）  種代も含めたところで２６８万２,０００円の予算内でで

きるということでございます。 

○議長（倉田 明君）  野﨑君。 

○６番（野﨑幸洋君）  含むということは、今の指定管理代は２１０万円程度で請け負

われてるわけですかね。 

○議長（倉田 明君）  教育課長。 

○教育課長（山崎秀典君）  現在、坂瀬川グラウンド維持管理分については２６８万２,

０００円でございます。同じ金額です。先程言いましたように冬芝をまきますと育成保

護のための保護砂の代用になるということで、その分保護砂等が減ってまいりますので、

その予算の範囲内で収まるということでございます。 

○議長（倉田 明君）  野﨑君。 

○６番（野﨑幸洋君）  ということは、冬芝を植えても、今の指定管理料の金額は変わ

らないっていうことですか。 

○議長（倉田 明君）  教育課長。 

○教育課長（山崎秀典君）  はい、そういうことでございます。 
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○議長（倉田 明君）  野﨑君。 

○６番（野﨑幸洋君）  それじゃあ指定管理料が変わらないっていうことであれば、今

後の夏芝の保護をするっていう意味でも効果があるわけでしょうから、その部分は理解

するとして、当然町側も今後は坂瀬川グラウンドをどんどん推進していかれるわけです

ので、その部分を利用されるっていうことで理解したいと思います。 

次に、ナイター照明の件も今後計画に、秋の先ほどの植栽の件と一緒に合わせた中で

整備を計画していくっていうことでご答弁いただきましたので、これも対応をよろしく

お願いしたいと思います。 

次、備蓄倉庫の件ですけども、これは緊急対策の中の国からの補助金が対象外ってい

いますか、当たらなかったということで現在はその資金がないために配備されてないっ

ていうご答弁でしたけども、現在、二次避難所等の計画もされていますし、上津深江で

のあれもされているわけですけども、そういった予算が先にそっちに回されるんであれ

ば出来たところのやっぱり当然これは非常用の物資っていうのは、これは避難所と対に

なった中でのお考えでないと、避難所は出来たけども非常用の物資は何もないってなれ

ば、さっきも言いましたけども機能がされていかないと思いますので、その辺を先に入

れるっていうお考えはなかったのかどうか、再度お伺いいたします。 

○議長（倉田 明君）  総務課長。 

○総務課長（田嶋健一君）  備蓄関係、志岐、富岡整備をしておりますけども、そこの

場所を含めてですね、今回のご指摘いただきました坂瀬川グラウンド横の備蓄倉庫も含

めてですね、早急にその分は、完成の方が平成２４年度になっておりましたので、さっ

き町長が答弁しましたように早急にしたいっていうことで、過疎地域の集落再生の方に

応募をしとったんですけど、単独費がいらないように補助でしたいということでしてま

したけど、それがだめだったということで今回当初予算に盛り込めなかった分を１２月

補正の方でお願いして、志岐、富岡そして坂瀬川の分を備蓄の方を揃えたいというふう

に考えております。 

○議長（倉田 明君）  野﨑君。 

○６番（野﨑幸洋君）  １２月補正っていうことですけども、再度別の補助金等の申請

をされてっていうことでしょ。単独での町の例えば予算の中でそれを今度１２月の補正

に組んでいかれるということでしょうか。 

○議長（倉田 明君）  総務課長。 

○総務課長（田嶋健一君）  防災関係でですね、いろいろ補助関係もあっとですけど、

備蓄の用品関係はなかなか難しいっていうことで、ちょうどさっき言いましたように、

補助絡みの自立再生っていうものがあったもんですから、そっちに応募しとったんです

けど、それを待ちますとなかなか整備できないってことで、１２月の分につきましては
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単独の対応っていうことで考えております。 

○議長（倉田 明君）  野﨑君。 

○６番（野﨑幸洋君）  単独の対応をされるっていうことですね。そしたらこれはもう

明神山、紺屋町、富岡地区も既に避難所が完成しとるわけですけども、坂瀬川含めた４

地区全てにこの非常用物資を配備される予定でしょうか。 

○議長（倉田 明君）  総務課長。 

○総務課長（田嶋健一君）  今言われた所に大体、水とか食糧がですね、５年持つとか

っていうふうな話を聞いておりますので、一遍に揃えるんじゃなくてサイクル的に５年

ごとに入れ替わっていくようにですね、１年分っていいますか、５分の１程度ずつをず

っと配備していきまして５年間で全部の分を整備をする。そして次６年目には１年目の

分が新しいやつに、持ちませんので消費期限が切れますので５年サイクルでずっと順次

入れ替えていくような方式で整備をしていきたいというふうに思っております。 

○議長（倉田 明君）  野﨑君。 

○６番（野﨑幸洋君）  １年分を、今言ったように４地区分全てを１年分配備されるっ

ていうことですか、そのサイクルっていうのは。 

○議長（倉田 明君）  総務課長。 

○総務課長（田嶋健一君）  大体５年ぐらい持ちますので、要る分を５分の１ずつって

ことですかね。５年持ちますのでそれを一遍に揃えるんじゃなくて、順番にずっと５分

の１ずつ揃えていって、５年後に全部をそろえる。６年目には１年目の分が賞味期限切

れますのでそれを入れ替えていくっていうふうな形で整備をしていきたいというふうに

思ってます。 

○議長（倉田 明君）  野﨑議員は今度坂瀬川だけじゃなくて、１２月補正で明神山と

か紺屋町もされるんですか、富岡もってそういうことでしょ。 

○６番（野﨑幸洋君）  そういうことです。 

○議長（倉田 明君）  総務課長。 

○総務課長（田嶋健一君）  それは今、言いましたように今整備しているところの避難

地の分も含めてっていう考えでおります。 

○議長（倉田 明君）  野﨑君。 

○６番（野﨑幸洋君）  それじゃあ１２月には揃うっていうことで、これは今先程も言

いましたように、避難所と１対での考えのもとでやっぱり非常用物資は揃えられるべき

だと思いますので、１２月ということですけども早急な対応をお願いして私の一般質問

を終わります。 

○議長（倉田 明君）  これで野﨑幸洋君の一般質問を終わります。 

 ここでしばらく休憩をいたします。１１時１５分までお願いいたします。 
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－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時０３分 

再開 午前１１時１５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（倉田 明君）  それでは、休憩前に引き続き本会議を開きます。 

 通告３番、浜口雅英君。 

○２番（浜口雅英君）  通告３番、２番議員、浜口雅英です。質問の相手は町長です。 

 質問事項１、協働によるまちづくり。（１）クリーン作戦のあり方。協働によるまち

づくりに対しましては、町民、行政、企業、団体などが協働して豊かなまちづくりを進

めていかなければならない。単独でのまちづくり、厳しい財政状況の中でその必要性が

高まっているとし、町民参加のクリーン作戦を挙げられ、その他に各種団体による清掃

活動・環境美化活動などが町の考え方として示されました。協働によるまちづくりは、

環境美化にとどまらず、少子高齢化社会への対応など福祉、教育、産業振興なども視野

に入れるべきと考えますが、今回はクリーン作戦に限って町の考え方を尋ねます。 

クリーン作戦は、町道のごみ拾い、あるいは除草が主な作業になっている状況と思い

ます。ところで、町民の年齢構成は平成２５年７月３１日現在の住民登録によれば、総

人口７,９８０人に対して６５歳以上の町民は２,７３７人で高齢化率は３４.３％に達

しております。 

ちなみに、国勢調査による町政年報では、１８年前の平成７年が総人口９,６１３人

に対し、６５歳以上の人口は２,３８７人で高齢化率２４.８％。１３年前の平成１２年

では、９,４３６人に対して６５歳以上の高齢者は２,７１７人で２８.８％です。単純

に比較しても６５歳以上の高齢者は平成７年に比べ、人口で１,６３３人減少していま

すが、高齢者の数は３５０人増えています。平成１２年比では、人口で１,４５６人減

少し、高齢者の数は２０人増えている。このことがまさに高齢化率３４.３％の実態と

いえるでしょう。加えて、特に山間部ではこの間の過疎化現象も著しい状況が見られま

す。 

このような中で、年を取られて作業が困難になられたにもかかわらず、その作業内容

と作業範囲は全く変わっていないのではないですか。 

本来、道路、河川等はそれぞれの管理者が善良な維持管理に努めるべきであります。

これを協働によるまちづくりとして町民挙げて美しい安らぎのあるまちづくりのために

ボランティアに取り組んでいる状況です。 

私はこのボランティア活動を通したまちづくりを否定するものではありません。しか

し、先程述べましたように町民の高齢化が進んでいることを直視すべきです。このよう

な高齢化、過疎化社会に移行しているにも係わらず、クリーン作戦の作業形態はこの十
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数年間全く変わっていないのではないですか、お尋ねをします。 

クリーン作戦で道路等の除草、草刈り作業に取り組んでもらう時はその作業量と作業

能力などの作業実態を町で把握し、その地域に住んでおられる皆さんの年齢構成等を十

分勘案した取り組みをすべきではないかと考えますが、町長の見解を尋ねます。 

２番、町民生活における問題課題の提起とこれの解決。（１）行政通信のあり方。町

民の生活に密着した不安、不便などの課題については、各区長さんからの行政通信、あ

るいは議員などからの要望に対し現地調査を行い、できるできないに係わらず、なるべ

く早く要望者へ返答を出すようにしているという町の考え方を示しておられますが、今

もその方針で取り組んでおられますか、お尋ねをします。 

３番、高齢化社会における交通の確保。（１）取り組みの状況。中学校の統合が具体

化されている中で、独居老人世帯、老々世帯の交通の便として、登下校の合間にスクー

ルバスの運行を工夫することはできないかという質問に対し、公共交通の不足を把握し

ている。交通検討委員会で課題を模索している。バス運行をやる方向で９月までに結論

を出したいという町の考え方を示されましたが、９月に入りましたがその結果はどうな

りましたか、お尋ねします。 

４番、道路網、交通網の整備。（１）道路現状調査の結果は。町民の適切な日常生活

と災害対策の１つとして、町道の機能を守るため町内全域の道路網の現況を総点検すべ

きと提起したのに対し、道路台帳を整備し現況把握に努めている。作業も複雑になって

くるが今後とも努力したいとし、平成２４年度補修の内容が示されました。又、改良の

必要のある路線は年次計画により予算に反映させているとのことです。 

そして平成２４年度緊急経済対策事業として、路面正常化調査を行い、全路線の路面

についてひび割れ、陥没などの総点検を実施するということでありましたが、その結果

はどうでしたか、お尋ねします。又、結果を受けて舗装事業を行うということでもあり

ましたが、町内全域でこの結果による舗装事業などを実施するとすればその事業概算額

は幾らになるのか、お尋ねをします。 

（２）交通網の整備。１番、町道改良。町内の町道で、路肩の強化、交通安全施設の

整備等を必要とする路線は複数存在すると思いますが、そのうち２つの路線を挙げて改

良の必要性を提起します。１つには都呂々の萱の木線です。この路線の終点には民家が

あり、日常生活の中で欠くことのできない町道です。道路の概況は道幅が狭く、急こう

配で離合箇所もない。又、道路の北側は急峻で道路を踏み外せば海岸まで落ちてしまう

ような危険な道路です。現地を確認の上、早急な対策が必要であると考えますがいかが

ですか。 

２つには、志岐の上鳥越線があります。この道路は、城下草場線から農村運動広場の

横を通り、温泉センター手前から左折する道路で延長約３５０ｍで、この道路も一部幅
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員が狭く、離合が不可能な部分があります。この道路の終点部は借家、個人の持ち家、

合わせて約２０戸の集落があり、この集落の日常生活道路として地域の住民が日々利用

しておられます。お年寄りの買い物、通院、一般の通勤、児童生徒の通学路として欠く

ことのできない重要な役割を担っております。 

これらはいずれも事故、災害等発生時には救急車両の通行も困難な路線なので、住民

の日常生活と万一の対応に備えて早急に改良すべきではないか、お尋ねをします。 

２番、富岡・茂木航路の充実。８月２４日、２８日の新聞報道によれば、「長崎の教

会群とキリスト教関連遺産」として天草市崎津集落が世界文化遺産の推薦候補に選ばれ

たとのこと。天草市崎津集落が「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」の推薦理由とし

て、住民が隠れキリシタンとして日本のキリスト教史で重要な弾圧・潜伏の部分を担う

と報道されていました。決定までには幾多のハードルがあるとも報道されていましたが、

我が苓北町もこれの推薦決定に向けて積極的に協力していくべきではないかと考えます。 

その理由は、１つには、これをきっかけに我が苓北町の歴史豊かなキリスト教関連遺

産の検証に、なお一層の弾みがつくのではないかと考えます。２つには、長崎茂木と苓

北の航路の拡充が期待されると考えます。平成２３年１０月にフェリーが廃止され、現

在は高速船により長崎との交流が保たれていますが、天草市崎津がこの世界文化遺産と

して認定されれば、長崎から天草への出入り口として苓北富岡港が最も近距離で優先度

は高くなります。しかし、現状の交通手段が高速船１隻では不十分です。このような状

況を踏まえ、この機会を捉え、富岡・茂木両港湾の整備と大型高速フェリーの就航に向

けて、安倍総理率いる国、県など関係機関に働きかけてはどうかと考えますが、いかが

でしょうか。 

５番、防災対策。（１）町内各種指定地域。１、種類と箇所数。現状と今後の対策及

び具体的な取り組み。急傾斜地域、砂防地域等その他の危険箇所の種類別箇所数はどの

くらいありますか。又、これらの区域箇所には緊急度によってランク付けはされていま

すか。更に、今後どのような具体策で対処していきますか。 

（２）県の土砂災害防止法に基づく現地調査。８月２１日付けで県地域振興局から土

砂災害防止法に基づく現地調査についての文書が各戸回覧されました。この調査は、現

在の指定区域の更なる詳細調査として、従前の危険地域指定を補完するためのものです

か、それとも全く別個の調査になりますか。又、調査の結果次第によっては、国の防

災・減災対策事業の対象として具体的な対策が可能になるのですか。 

６番、平成２４年度補正予算事業の進捗。（１）執行状況。第１６回定例会において、

平成２４年度一般会計予算で２０億３,３００万円の増額補正が議決されました。いず

れも繰越事業として、工期は平成２６年の３月末日までと考えますが、その進捗はどの

ような状況かお尋ねをします。 
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以上です。 

○議長（倉田 明君）  町長。 

○町長（田嶋章二君）  只今の浜口議員のご質問に答えさせていただきます。 

まず、クリーン作戦のあり方についての質問でございました。苓北さわやかクリーン

作戦は、町民皆様の環境意識の高まりとご自分の地域は自分で守るという協働のまちづ

くり意識の定着により、本年も約２,７００人の方にご協力をいただき、町を挙げて一

斉に取り組むことが出来ました。 

概要につきましては、まず区長会においてもご説明いたしますが、実施内容について

は各行政区の実情によりお取り組みいただいております。作業時間はほとんどが午前７

時から、実施する場所は町道・県道・国道沿い、海岸、行政区有施設周辺など、作業内

容は空き缶等のごみ拾い、草刈り、海岸線のごみ拾い、支障木の伐採など、それぞれの

行政区の実情に合わせて実施をしていただいております。 

このことは町民の皆様方の意識の高まりと、これまで関係者皆様方のご努力の賜物だ

と感じているところでございます。 

又、このことを先進事例とし、天草全土におきましても、行政と民間が一体となった

美しい天草の道路景観を目指す取り組みとして、国道沿線の除草等が昨年度から取り組

まれていると聞いております。 

浜口議員おっしゃるとおり高齢化が進んでおり、今後、各方面で知恵を出し合い又、

検討を重ね、まちづくりを進めていかなければならないと考えておりますが、クリーン

作戦の取り組み内容につきましては、各行政区の主導によりお取り組みをいただいてお

りますので、このことを大事にしていきたいと考えているところでございます。 

次に、行政通信のあり方についてのご質問です。行政通信につきましては、議員ご指

摘のとおりできるできないに係わらず、なるべく早く返答するようにしております。こ

れは従来からそのような指導はしておりましたが、どうも曖昧な回答をする課がありま

したので、今年初めに又、あえてこの件については各課長と確認をしあったところでご

ざいます。 

更に、現在できるものについては、実施時期を明記するように指導もしているところ

でございます。 

次に、高齢化社会における交通網の確保の取り組み状況。取り組み状況につきまして

は、地域公共交通の見直し計画につきまして、平成２５年から始めておりまして、平成

２７年４月１日を最終の運行計画として作成しております。 

計画については、平成２５年度は温泉バスの運行について、温泉センターの休業日を

除き、水曜日に利用者の多い坂瀬川方面の運行を始めたところでございます。平成２６

年度は、平成２７年４月からの中学校の統合に伴う新たなスクールバス導入により、坂
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瀬川地区、都呂々地区の一般乗客の混乗計画を作成し、混乗っていうのは生徒も一般乗

客も一緒に乗るっていうことですね。平成２７年４月１日から利用を開始します。 

又、現在の都呂々小学校のスクールバスの空き時間が増えるため、乗降場所として温

泉センターだけではなく、役場や商業施設を巡回するバスの機能を持たせる路線計画を

作り、交通の確保に努めることとし、これも同じく平成２７年４月１日からの利用開始

と考えておりますが、バスの購入が出来次第、試験的に運行をなるだけ早く始めたいと

考えているところでございます。 

次に、道路現状調査の結果についてでございますが、これは業務調査が完了しますの

が１２月末でございまして、現在調査中でございます。調査結果が出来ましたらその結

果を踏まえまして、今後どうするか具体的な検討をしてまいりたいと考えているところ

でございます。 

次に、町道改良についての質問でございます。町道萱の木線についてでございますが、

離合箇所の新設につきましては以前から検討をしておりました。いわゆる北側っていう

か海側の方はこれを拡幅するっていうと大変な費用が掛かりますので、できれば山側の

方で地権者のご理解を得られるように働きかけもしておりますが、現在のところ用地に

ついての同意が得られておりませんので、再度お願いをしてこの拡幅についても検討し

てまいりたいと考えているところでございます。 

次に、町道上鳥越線についてでございますが、現道は、一部急な上り坂になっており、

見通しが悪い箇所が見受けられます。今後の対応につきましては、現道の拡幅が良いの

かどうかということを検討してまいりたいと考えております。 

次に、富岡茂木航路の充実についてでございます。富岡茂木航路につきましては、生

活航路として、そして交流人口の拡大航路として大切な航路ということで、町も支援を

行い進めております。フェリー運航は非常に町からの持ち出しが多過ぎるという議会か

らの声もあり、精査をいたしまして高速船に移行して運航をしているところでございま

す。 

今の状況を申し上げますと、この高速船の維持をするのが精いっぱいである状況でご

ざいます。又、幾つもの難題も抱えており、今は高速船を維持することが第一の課題だ

ということで、この件につきましては議会が終わった協議会の中で又、ご説明をしてま

いりたいと考えているところでございます。 

今、ご指摘がありました天草崎津集落を含む長崎の教会群の世界文化遺産登録、政府

推薦が９月末までに決まるようになっております。世界遺産登録が決定されますことは

大変素晴らしいことだと思っておりますし、それを願っているところでもございます。

相手が両県にまたがった相手でございますので、その辺のところが非常に微妙なところ

だと思いますが、是非成熟度の高い長崎天草の教会群を推薦候補の大一番に挙げていた
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だければと思っているところでもございます。登録がはっきりいたしたならば、これは

仮定でございますが、その段階で長崎県・熊本県両県と、又、天草市も含めてこの航路

を更に充実していくべきだと考えておりますので、よく検討していきたいと思っており

ます。 

ちなみに、先だっての苓北長崎会では中村長崎県知事もご出席になられまして、この

航路のことも話題になりまして、「大事な航路だから」ってこれは世界遺産が登録出来

た時の前提でお話になっておられましたが、「大事な航路だからしっかり守っていかな

ければなりません」という発言もありました。そういうことで非常に我々の地域にとっ

ても希望の持てる話題が出てきているということでございます。どちらにしろ、これが

ある無しに係わらず、長崎茂木・富岡航路についてはしっかりとした航路運営を維持で

きるように知恵を出していきたいと考えているところでございます。 

県の土砂災害防止法に基づく現地調査についてでございます。今回の調査は、平成１

２年５月土砂災害防止法が制定され、平成１４年３月土砂災害危険箇所が公表され、今

回、土砂災害特別警戒区域及び警戒区域を指定するための調査で、従前の危険地域指定

と別のものでございます。従前の危険地域指定がハード対策であり、今回の指定は危険

性のある区域を明らかにし、その中で警戒避難体制の整備や危険箇所への新規住宅等の

立地抑制等のソフト対策を充実させていくことが目的でございますので、共に補完し合

う対策ともいえると考えております。 

最後の調査の結果により、指定された場所、国の防災・減災対策事業として対象事業

となるものではないというお答えをいただいているところでございます。 

次には、平成２４年度補正予算事業の執行状況についてのお尋ねでございます。緊急

経済対策関連事業の執行状況については、６月の定例会において一覧表を配布をしてお

ります。その中で、まだ未発注のものが町道改良事業の志岐中央線側溝工事、町道舗装

事業の５路線、農業水利施設保全合理化事業の志岐ダム付帯設備更新と農業基盤整備促

進事業の坂瀬川大円地区排水路整備の工事が残っております。それぞれ１０月までには

発注予定で準備を進めているところでございます。 

その他の事業については、それぞれ発注が進んでおり、全て工期、３月までには終わ

るように順調に進んでいると聞いているところでございます。 

町内の各種指定地域の種類と箇所の現状及び今後の対策についての質問に対する回答

が抜けておりました。 

現在、苓北町で指定されております危険箇所対策指定の種類といたしましては、急傾

斜地法によります急傾斜崩壊危険箇所１９カ所、砂防法によります土石流危険箇所１７

カ所、地滑り法によります地滑り危険箇所８カ所の、計４４カ所でございます。 

これらの区域の整備につきましては、人家の戸数により区分されており、戸数５戸以
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上について熊本県が事業主体として整備を進め、緊急度については県で優先順位を検討

し事業を進めていただいております。 

苓北町といたしましては、危険と思われる箇所につきましては、引き続き要望してま

いりたいと考えているところでございます。 

以上で、浜口議員のご質問に答えさせていただきました。 

○議長（倉田 明君）  浜口君。 

○２番（浜口雅英君）  まず、平成２４年度補正予算事業の進捗です。これは通告書の

中では一覧表を提示してほしいという要望をしておりました。口頭で説明を受けました

けども、なかなか具体的に箇所がわかりにくかったわけですが、１０月までには発注す

るということですね。あと工事期間が１１月、１２月、１月、２月、３月までの５カ月

間になるわけです。例えば舗装だけの場合はその期間あれば十分ということもあろうか

と思いますが、先程町長の話の中では志岐中央線の話もされました。この志岐中央線に

つきましては、単に舗装改修だけでなく、沿線の民家に路面水が入り込む恐れがあると

いうふうなことから、側溝の改修も含めて取り組んでいくという話を聞いておりました

けども、残り５カ月でその側溝と舗装があるような工事を完了できるんですか。 

○議長（倉田 明君）  土木管理課長。 

○土木管理課長（益田大介君）  只今ご質問の志岐中央線の側溝改修と舗装につきまし

てでございますが、９月に発注を予定しておりまして、その３月までの期間で工事を完

了する予定でございます。 

○議長（倉田 明君）  浜口君。 

○２番（浜口雅英君）  ３月までに完了する予定というのは、これ繰越事業ですのでね、

それは当然のことです。 

私がお尋ねしたのは、単純なと言いますか、舗装だけだったらある程度の無理は利く

かと思いますけども、どういう形で志岐中央線の側溝を改良されるのか、詳細は存じて

おりませんが、もしその側溝の改修も含むということでこれまで話を聞いておりますの

で、もし側溝改修も取り掛かるとすればこの５カ月ぐらいで工事が済むんですかとお尋

ねしております。 

○議長（倉田 明君）  土木管理課長。 

○土木管理課長（益田大介君）  今回の志岐中央線の側溝改修につきましては、現在ご

ざいます町道の両側にございます側溝につきましてはそのままでございます。ただ、前

回の今まで問題になっておりましたのは、国道の方から流れ込んでまいります表面水の

処理というのが一番問題でございます。その意味で、今回は両側の側溝はそのまま生か

しまして、その町道の中に路面水を処理するような仕組みの側溝を造りまして、その側

溝をあわせまして今までの排水に対してのボリュームを増やして、そして排水をすると
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いうようなことで考えております。これにつきましては、工期の中で十分対応できるも

のと考えております。 

○議長（倉田 明君）  浜口君。 

○２番（浜口雅英君）  路面水を路面で処理するという魔法のような工法でされるらし

いですが、工期はいずれにしても繰越事業ですので確実に工期を守ってもらうというこ

とで当然されると思います。もし、工期切れの事態が発生したときは、これは交付金の

返還につながってくるわけですかね。ちょっと確認の意味でお尋ねします。 

○議長（倉田 明君）  土木管理課長。 

○土木管理課長（益田大介君）  現在、議員がおっしゃいましたが、現在発注する段階

では工期内に工事を収めるということで、それに努力していくということで考えており

ます。 

○議長（倉田 明君）  浜口君。 

○２番（浜口雅英君）  防災対策についてですが、町内の各地域の中に全部で４４カ所

その指定地域があるということですけども、これは定期的に見回りなどは行っておられ

ますか。 

○議長（倉田 明君）  土木管理課長。 

○土木管理課長（益田大介君）  この管理につきましては県が事業主体でございますが、

住民の方からこういう状況であるとか、そういうふうな連絡を受けましたところにつき

ましては確認に行っております。 

○議長（倉田 明君）  浜口君。 

○２番（浜口雅英君）  住民の皆さんからそういうお知らせがあれば出掛けていくとい

うことですので、自分がいろいろ別件で回った時に「役場に言うばってんがなかなか来

てくれんもんな」という話もありましたので、そういうことがないように対応をよろし

くお願いしたいと思います。 

それから最近はゲリラ豪雨といわれる短時間に集中的に雨が降るという状況が頻繁に

起こっていますけども、そのことによってちょっと危なくなったというような箇所は掴

んでおられませんか。なければないでいいです。 

○議長（倉田 明君）  土木管理課長。 

○土木管理課長（益田大介君）  今の時点でははっきりどこが危ないっていうことはま

だ掴んでおりません。 

○議長（倉田 明君）  浜口君。 

○２番（浜口雅英君）  高齢化社会における交通の確保で、これまで町が示されていた

ような町長のお話がありました。中学校の統廃合については、校名や位置が具体的に決

められたようである。本件については運行時間や停車場所等々の事案も出てくるかと思
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われるので、実地検証を速やかに行い、課題の解決に努め交通の利便を図ってください

ということです。 

ただ、現在病院等で患者の方の送り迎えをされております。スーパーあたりでもそう

いう店でもですね、そういう傾向があるようですが、病院等の場合は送迎に係る経費が

結果的に町の福祉関係特別会計に影響を与えるということはないんでしょうか。 

○議長（倉田 明君）  健康増進室長。 

○健康増進室長（山﨑敬一君）  そういうことはありません。 

○議長（倉田 明君）  浜口君。 

○２番（浜口雅英君）  道路網の整備の中で萱の木線の場合ですね、先程も当初申し上

げましたように北側、海側の方はかなり急峻になっております。用地交渉とかそういう

ものも目論んで拡幅の検討もされているようでございます。それが地形の状況からする

と、用地がＯＫいただいたにしてもかなり大掛かりな工事になるんではないかというふ

うな気がします。だからそれを待って何年後にできるのかわかりませんので、当面はで

すね、交通安全施設ガードレール、そういうもので対応していただいて、そこを通行さ

れる地域住民の皆さんの安全を図るべきではないかと思いますが、その点はいかがでし

ょうか。 

○議長（倉田 明君）  土木管理課長。 

○土木管理課長（益田大介君）  ガードレールの設置につきましては、用地の関係、設

置箇所等の問題がございまして、その用地の確保とその辺検討しましてですね、今後ガ

ードレール設置につきましては検討してまいりたいと思います。 

○議長（倉田 明君）  浜口君。 

○２番（浜口雅英君）  用地もですね、道路拡幅に要する用地の交渉とそれからガード

レールを建てるぐらいっていうとちょっと言い方悪いわけですけども、ガードレールの

基礎部分の土地の交渉では雲泥の差があろうかと思います。そういう意味ではですね、

毎日その道路は使われるわけですので、本来ならば拡幅が最善ですが、それが間に合わ

ないということであればですね、その間は早急にガードレールなどを設置されて安全を

守っていただきたいと思います。 

それから道路の全体的な話になりますが、道路の役割、例えば民家や商店、病院等の

立地の状況などによって道路改良のランク付けといいますか、施工順位といいますか、

そういうものの検討もされてはどうかと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（倉田 明君）  副町長。 

○副町長（松野 茂君）  今、浜口議員からご提案がございましたが、これからの中長

期・長期の道路行政、そういうものの中で振興計画の中でそういう絶対必要なもののＡ

ＢＣＤをやはり付けていく必要があると思います。限られた財源の中で苓北町を運営し
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ていくためには、今おっしゃられたことを非常に胸に受け止めて今後計画を作っていき

たいと思っております。 

以上でございます。 

○議長（倉田 明君）  浜口君。 

○２番（浜口雅英君）  クリーン作戦の取り組みについてですが、各行政区にお任せし

ていると。これはいろんな作業人員とかですね、場所とかそういう細かい部分について

はこれは区長さんにご苦労いただくというのがやむを得ないことだろうというふうに思

います。 

私が提起しましたのは、先程述べましたように、高齢化が進んでいる状況を各行政区

にお伝えし、年齢構成に見合った作業でクリーン作戦に参加協力を呼びかけるべきでは

ないかということです。行政に対する奉仕的といいますか、そういう意識は年齢が高い

ほど使命感を持って協力していただいているという状況がですね、若い人にだめだとい

うことではありませんけども、そういう状況はあるんじゃないかと思います。 

更に高齢者の場合は、足腰の体調に課題を抱えておられる方もおられます。少しぐら

い体調が悪くても区民としての責任感からですね、無理にでも協力しなければならない

という感情は強い傾向にあると思います。草刈にしても機械による作業が主流になって

おります。数年前、草刈り機の事故で亡くなられた事例を忘れてはならないと思います。 

万が一、作業に出られて体調を崩した、あるいはケガをされたという時の対応は町と

してどのように処理されますか、お尋ねをします。 

○議長（倉田 明君）  水道環境課長。 

○水道環境課長（大田勝彦君）  高齢化それから過疎化は先程議員おっしゃるとおり進

んでおりまして、町長が先程申しましたがまちづくりの中でいろいろ検討していかなき

ゃいけないということでございます。 

クリーン作戦につきましては、概要につきましては町の方で立てましてあと詳細につ

きましては各行政区の実情の中でですね、いろいろ取り組んでいただいているというふ

うなことでございます。計画につきましては各区長さんからですね、時間、人数、作業

場所、区間等につきましてですね、内容等につきまして計画書を出していただいており

ますが、それもそれぞれまちまちというふうな状況でございます。そういうふうなこと

の中で今現状といたしましては、今のようなことで区の実情の中でですね、区長さんの

っていいますか、区の計画の中で進めていただいているというふうな区主導での取り組

みを大事にしていきたいと思っております。 

それからケガの件なんですけども、今年は幸いケガはありませんでした。去年１件、

ケガがありましてそれにつきましては、公民館も協賛団体になっていただいております

ので、公民館の保険と町の保険と２つで対応するようにしております。ただ、その状況
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次第でですね、保険の対応にならない時もありますけども、それで対応するようなこと

でのものでございます。 

○議長（倉田 明君）  浜口君。 

○２番（浜口雅英君）  そういうケガがあったとか事故があったとかというのは、区長

さんからの申し出を待つわけですか、それともクリーン作戦の主催者といいますか、呼

び掛け人である町がお尋ねをすると、聞き取りをするということなんでしょうか。その

方法です。 

○議長（倉田 明君）  水道環境課長。 

○水道環境課長（大田勝彦君）  それにつきましては、区長さんからの報告で対応をし

ていくというようなことでしております。 

○議長（倉田 明君）  浜口君。 

○２番（浜口雅英君）  直接の分が、自分が聞いた範囲では１件あっております。ただ、

大きな外傷でなかったということですね。そのことが非常に診断的に難しいものがあろ

うかと思います。このようなケガを含めて全体的な仕上がりも含めて、事後の、済んだ

後の実績調査などを実施されて、そしてそのことに対する各行政区の反省点とかですね、

そういうものを行政区の中で処理できる反省点は別にして、町が協働によるまちづくり

を進めていく中での問題提起といいますか、区民の皆さんのクリーン作戦を通しての問

題提起をいただくというふうなことにして、簡単に言えば事後調査、実績報告というか

そういう形を取られたらどうかと思います。 

作業そのものは行政区、住民の皆さんにお願いするにしても、作業中のケガや無理の

ない作業環境づくりは行政の役割だと思います。そういうことでよろしくお願いします。 

それから次に、行政通信のあり方です。この中で町長から今具体的に説明をいただき

ました。私が思いますのは、これまでの、後で３点ほど具体的にお尋ねしますが、これ

が遅れたという理由についてはですね、町長も申しておられますように行政通信につい

ての窓口がやはり一本化されていなかったのではないか。それから行政通信による要望

は行政全般にわたって多様で幅広く、役場内のそれぞれの部署に係わってくると思うと、

そういう意味でも窓口は１つにして要望の処理状況を随時確認すべきではないでしょう

か。 

それから当然そういうことになってくれば、収発簿とかですね、そういうものの書類

をそういう類を整備されて、１件ずつチェックをしていくということで対応をしてもら

えばと思います。 

それから、町道の補修工事の要望について、行政通信議員要望の中でですね、２つ出

しています。これは平成２４年６月２５日に道路の補修工事について、区内での要望事

項が行政通信で提出されているはずです。内容は、「大雨で路肩が傷み、路面水が水田
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用水路に流れ込み水田耕作者に迷惑を掛けている。ご検討をお願いいたします」という

ものです。これに対して６月２６日、現場を確認したと。翌日ですね、すばやく確認を

してあります。路肩補修、排水対策については今後の予算状況を見ながら対応するとい

う返答は出されてもらっておられるようです。しかし、現場は路肩の舗装によって安全

施設であるガードレールの基礎部分はもうむき出しになって露出しております。格好は

ガードレールが設置されているわけですが、その機能は不十分な状況ですね。そういう

状況なのにも係わらず何の解決策もないままに放置されている状況の中で、その区長さ

んも苦慮されておるようです。 

私もこれを受けて「平成２５年６月に地域住民の声として行政通信という手段により

改善を訴えておられる。早急に改善策を取られ、窮状を打破すべき」という議員の質問

要望書を出しておりますが、これにも何の反応もありません。 

それから外灯の新設要望についてということで、平成２４年の７月４日に行政通信が

出されていると思います。これに対して町の回答は、「避難路として改良工事の予定が

ある。手戻りがないよう工事完成後に検討したい」という返事です。そして半年後に、

平成２５年１月２４日に避難路の改良が外灯の新設に大きな影響があると思われ、新年

度の進捗を気にし予算編成時期に合わせた中で再度要望をされたとのことでございます

が、この時の町からの回答も前回同様に具体的な話は聞けなかったということです。 

現在も、当該箇所の１期目の工事は済んでいるようですが、２期目の改良が実施され

るような状況ではありません。ここで言われる避難路の事業はいつ完成して、外灯の設

置はいつになるのかお尋ねをします。 

○議長（倉田 明君）  水道環境課長。 

○水道環境課長（大田勝彦君）  クリーン作戦の実績の取りまとめか何かだったですか

ね。そのことについてはですね、繰り返しになりますけど各行政区の実情の中でごみ拾

いをされたりとか、草刈りをされたりとか、空き缶拾いをされたりとか各行政区の施設

の周辺のっていうことで諸々で対応違いますので、まず自分たちの地域は自分たちで守

るという、そういう協働のまちづくりというものを大事にしていきたいと思っておりま

すので、今のような状況で進めていきたいと思っております。 

○議長（倉田 明君）  行政通信の答弁おねがいします。総務課長。 

○総務課長（田嶋健一君）  行政通信につきましては、総務課の方が窓口ということで

一括して受け付けまして関係課の方に回答のほうをお願いしまして、回答が上がってき

た分を又、総務課の方から区長さんの方にお渡しするっていうふうな方式を採用してお

ります。 

それから個別になりますけども、コミセンに抜ける道の外灯の件の要望があったとい

うことで、私の方も記憶をしておりますけども、一応あそこが土木の方で避難路の整備



 

－39－

ということで一部、中通側からの分を整備をしております。残りの部分がまだ未整備な

んですけども、そこの件につきまして私の方も問い合わせを担当課の方にしたんですけ

ども、その折に先の方がなかなか用地的に難しいっていうこともお答えいただきました

ので、そしたらもう今の整備のところで終わりなんですねっていうことで確認をしまし

た。回答の方でもお答えしとったんですけども、外灯の新設っていうのはなかなか予算

的にですね、まず外灯の球切れの修繕の方が最優先で来ますので、その予算をにらみな

がらっていうことで対応をさせていただきたいと思っておりますけども、もう１つあそ

この部分は田んぼ、レタス等の耕作地のすぐ横になりまして、以前も他のところの場所

でいろいろあったんですけども、耕作者の了解っていう点がですね、なかなか難しかと

ころもあっとですよね。日照といいますか、照度の関係で稲の生育が、とかっていう問

題もありまして、その点の耕作者の方のですね、ご理解も得なければなりませんので、

その点の話もしながら予算もにらみながらっていうことになりますので、ある程度の外

灯の修理の方の目途が立つ年度末ですね、その辺を目処にできるならば今年度でしたい

というふうには思っております。 

○議長（倉田 明君）  浜口君。 

○２番（浜口雅英君）  その路線は橋桁が高くて、それから一気に又、道路が下がっと

るですね。あそこはもう既に１回落ちられてケガをされて入院をされているという事例

も発生しております。なかなか今の一般の会社では、８時から５時までということはな

いわけですね。２４時間の勤務があります。そういう部分があってしかも免許を持たず

に自転車で通っているという方ですが、高齢者ではないわけですけども、急な部分があ

ってちょっと見えにくかったので落ちてしまったということがあったようです。ですの

で、農業振興の面もあろうかと思いますが、やはり人命を守るということが一番、その

ことを無理にですね、農業の方に押し付けるということではありませんけども、やっぱ

り人命を守るということについては、農業者の方に理解いただけるような交渉を進めて

いただきたいというふうに思います。 

それから、消防器具の維持管理について、これは３月１３日の予算審査特別委員会の

中での意見のやりとりです。これは１人でなくて複数の委員から質問がありました。防

火水槽、消火栓等消防器具の維持管理のあり方についてということでですね。それでこ

れに対しては消防団に点検をお願いしているが、確認するということでしたので、又、

更にお尋ねをした経緯があります。このことについては、町長名で「防火水槽、消火栓

などにつきましては日頃から消防団の訓練などの後に各分団で点検をお願いしておりま

す。蓋が開かない、ホースがないとのことでしたが、蓋は開いてホースもありました。

消火栓の施設は適当な場所をお教えいただければ幸いです」というものでした。 

この時、予算委員会のやり取りっていうのは、そういうことではなかったと思います。



 

－40－

ホース格納箱が固定されることなく、民家の外壁に立てかけたままの状態にある。又、

格納庫の蓋も壊れている。このような状況にあるので格納箱は固定すべきではないかと

いうことでした。 

加えて、この件については消火栓を開け閉めするスパナも見当たりません、そういう

意味で関連器具も万全の維持管理に努めるべきではないかということでお尋ねしたもの

です。 

消防設備の維持管理についてはですね、町民の生命・財産を守るという立場で、勿論

消防団の皆さんの協力は絶対必要ですが、こういう部分は消防団の訓練後に点検をお願

いしているということも必要かと思いますが、町が直接調査・点検そして整備を行うべ

きではないかと。これが行政の義務ではないかというように思いますがいかがですか。 

○議長（倉田 明君）  総務課長。 

○総務課長（田嶋健一君）  予算審査特別委員会の折の話だったかと思いますけども、

あの折、防火水槽の蓋が開かないということで、城下の方の分はすぐに取りかえたとい

うことを担当の方から聞いております。それから消火栓につきましては、中通の分とい

うことで記憶しとっとですけど、担当の方が見に行きまして、そのカードばっかりで消

火栓はありましたよとかっていう報告受けとったっですけども、その後、中の分がなか

なか傷んでおるというふうな話もお聞きしましたので、又、再度担当の方にその対応を

っていうことでお伝えをしておきました。 

本来、町の方で全部維持管理っていうことで責任持ってやれればいいんですけど、な

かなか数が膨大な数になっておりますので、人的にちょっと無理かなというところがあ

りますので、今の現状は消防団の方にそこの担当地区の方の防火水槽とか消火栓の位置

の確認もですね、団員の方も代わられますのでそういう確認も含めて防災訓練等の機会

を利用してですね、確認の方もお願いしているのが現状です。 

○議長（倉田 明君）  所要時間も少なくなっておりますので、そういったことを配慮

されて質問願います。浜口君。 

○２番（浜口雅英君）  先程申し上げました消防設備の維持管理は町民の生命・財産を

守ることなんだということです。そういう認識をお持ちになりながらその担当である総

務課長は、ちょっと人的に無理ではないかという話もされております。それはやはり言

うべき言葉ではないと思います。勿論先程から言いますように、消防団の皆さんに積極

的に協力いただく、それは当然そうしていただかないとなかなかやりにくい部分があり

ますが、やはりそれは繰り返しになりますが、つい最近上津深江でも火災が発生してお

ります。やはりこれは町民の生命・財産を守るっていうのは町の行政執行の一番の基本

ではないかというふうに思いますので、安易に人が足りないということはですね、議会

の場では発言すべきではない。それは町長がおられる課長会議とか町長との協議の中で
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は、生命を守るために町行政を執行していこうと思うがその事業、例えば点検・調査に

対する事業については人間が足りませんと、だからどうかしてくださいというべきでは

ないと思いますが、町長はいかがですか。 

○議長（倉田 明君）  町長。 

○町長（田嶋章二君）  この件については、人が足りるとか足りないとかっていうこと

よりも、何かもう１つ欠けているような気もいたしますので、庁内で調整します。 

○議長（倉田 明君）  もう最後にお願いいたします。 

○２番（浜口雅英君）  これで終わります。 

○議長（倉田 明君）  わかりました。それではこれをもちまして、浜口雅英君の一般

質問を終わります。 

 ここで午後１時１５分まで休憩いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後０時１５分 

再開 午後１時１５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（倉田 明君）  それでは休憩前に引き続き、本会議を開きます。 

 通告４番、神﨑公顕君。 

○１１番（神﨑公顕君）  通告４番、神﨑です。 

町道上津深江椎葉線の舗装工事早期実施のお願い。今回は、曖昧語の「努めます」か

ら「実行します」へお願いをしたいと思います。又、最高責任者であります町長に全て

を言いたいのではなく、担当課長の働きを期待するものであります。 

町道椎葉線は、町村合併と同時に昭和３０年１月１日、町道として認定されたことは、

いかに当時から町にとっても上津深江にとっても重要な路線であったかわかります。広

域農道より上津深江側は志岐財産区所有林で、上津深江各区は終戦後、直ちに分収林契

約を締結し杉・ヒノキを植栽、管理等にはなくてはならない作業道路でありました。 

又、今日では上津深江ダムへ行く幹線道路でもあります。総延長３,０４２ｍ、うち

１,７３２ｍは舗装が完了しており、管理は年２回の薮払いも実施しております。しか

し、残り１,３１０ｍが無舗装で側溝もないことから荒廃が進み、人も車も全く通行で

きません。 

町の振興計画実施計画書では、平成２４年度から２６年度まで毎年僅かですが、延長

１００ｍ、幅員４.１ｍでしっかりと財源裏付けも計上してあります。振興計画とは奮

い起こして物事を盛んにすることであり、又、これら物事を言うに当たって、方法手順

などを考え企てることであり、実施計画書とは実際に実行することであります。 

この件については、平成２３年９月にもお願いをいたしました。回答は「既に振興計
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画に搭載済みでありますので、計画に基づき実施するよう努めたいと考えています」と

の答弁でありました。至って便利な曖昧語で、この言葉で質問者は納得し、了として聞

いていただいたものとするものであります。 

議会での答弁は、振興計画を立てたならこれを遵守するという基本姿勢で事に当たる

態度が必要であり、物事がそれに基づいて成り立つ根本が求められます。区民の方々は、

期待をしていたが何らこれまで努めた形式は未だに見当たりません。なぜ計画したもの

が実施できないのか。町長は努めますなど、議会答弁で好んで使われる言葉や言い回し

で頻繁に意気込みを見せられるが、過疎化が進みつつある小さな集落の声にはまだまだ

手が届いてなく、おろそか扱いのようで実は上がっていません。 

今回の舗装についても、答弁では平成２３年度から１０年くらいかけて実施するよう

になっておりました。ところが平成２５年度も着工の道筋さえも見えず、期待薄のよう

です。これから年末に向けて予算編成作業がスタートします。総務課の査定で絞り込ま

れていくと思いますが、優先順位を見極めてほしいものであります。 

地元の期待からすると、振興計画の遵守、確認という公務員の仕事の基本をないがし

ろにしていると言わざるを得ません。毎年再編する苓北町振興計画実施計画書の位置づ

けをどのように考えますか。現実的に平成２６年度予算に骨子を決め込み、工程表を盛

り込んだ今後の取り組みについて説明を求めます。 

又、監査委員から振興計画実施計画書の現地照合と見聞、進捗状況等について何らか

の指摘・指導等ありませんでしたか。あったらお知らせをしてください。 

又、浜口議員への回答で、道路の状況調査は今１２月に完了するとのことでございま

す。是非、いい方向で実施していただきたいと思います。町道の補修等も同じでありま

す。 

以上、質問を終わります。 

○議長（倉田 明君）  町長。 

○町長（田嶋章二君）  只今の神﨑議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

平成２５年度実施計画においては、延長１００ｍを舗装するように計画をしてござい

ましたが、平成２５年度予算には未だ予算計上いたしておりません。 

議員ご指摘のように、１０年間の計画そして又、その計画を凝縮して３年間の実施計

画、実施計画に載ったならばこれは具体的にどのくらいの予算でいつやるかっていうこ

とをやはり検討すべきだと考えております。ただし、１０年間の計画につきましては、

世の中の移りもいろいろございますので、途中で変更になることもあることもございま

す。 

そこで、実施計画に載っておったやつがどうやって今度は載らなかったのかというこ

とでございますが、やはり予算の限られた中で優先順位を付けたところ載らなかったと。
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それでグレーダーで押して当面をしのんだわけでございます。今後はこの舗装工事も含

めまして、漏れたところもございます。今後の予算の執行状況を見極めながら検討して

まいりたいと考えております。 

そういった場合に、又、平成２６年度以降も今回取り逃がした場合には、必ず載るよ

うに、今度は必ずと申しておきます。ただし、予算の執行状況では平成２５年度内に検

討ができるかどうか、１２月ぐらいになればわかってくるんじゃないかと思っていると

ころでございます。 

以上、神﨑議員のご質問に答えさせていただきました。 

○議長（倉田 明君）  神﨑君。 

○１１番（神﨑公顕君）  大変ありがたいお言葉をいただきましたので安心しておりま

す。 

と申しますのも、一昨年から平木の区長さんから「どうにかしてくれ」というような

ことで、それでは行政通信で出してくださいというようなお願いをしたんですけれども、

「いやあ、やっぱり町会議員が言うた方が良かろう」というようなことでございまして、

今度の質問を又、したわけでございます。大変、平木の方々はもうできるものと、私も

「振興計画に載っとります。又、財源も裏打ちがしてありますのでしてくれますよ」と

いうようなことで、今年は一昨年でございましたけれども、カネマツ組さんによるグレ

ーダーで押していただくようにしましたというような報告をしとったわけでございます。

どうぞ、平成２５年度、２６年度ですね、出来ますればお願いしたいと思います。 

終わります。 

○議長（倉田 明君）  これで神﨑公顕君の一般質問を終わります。 

通告５番、野田謙二君。 

○１番（野田謙二君）  通告５番、１番議員、野田謙二です。一般質問をさせていただ

きます。 

さて、我が国は現在、アベノミクス政策を行って、日銀も含めたデフレ経済からの脱

却を図ろうと大胆な経済政策を行っております。この２０年余りの底冷えした経済状況

からの大転換を図ろうとする大胆な経済政策に、株価や円価格など将来を期待する数値

が反映されているところです。 

そこで町長にお伺いいたします。これらのアベノミクス政策において、現行の苓北町

経済に今年は２０億円以上の補正予算がもたらされました。大変な数値であり、役場職

員には感謝の言葉を申し上げます。しかし、これらの数値はあくまでも一時的なもので

あり、本来はデフレ解消、日本経済の復興へと繋がるものでなければならないはずです。

近い将来において、苓北町でどのような産業が今後の苓北町経済を引っ張っていくよう

になるのかはまだ見えていないのが実情です。 
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今現在、実際に出ております株価や円価格は、あくまでマクロ経済を表す数値であり、

産業間の平均的な期待される数値です。具体的にどのような産業が成長するのでしょう

か。メディアで言われているように、医療だ、農業だ、教育だと大きな枠で論じられる

ことはありますが、実体経済においては産業間の格差も出てくるのは間違いありません。

農業においても、医療においても、教育においても全てが良くなるのではなく、あるも

のは具体的な成長へとつながり、あるものは何の効果もなく変わらずに、又あるものは

縮小していくのが現実です。 

現実的な市町村行政においては、家庭の状況において又、個人の事情において縮小し

ていくしかない事業であっても辞められないこともあるのも現実です。だからといって、

成長しようとする事業に意欲を持って取り組もうとする個人に対して、市町村行政が実

際に成長するまで何もしないわけではないはずです。市町村行政においては、市町村の

期待する産業への取り組み方を行おうとする個人の応援もするし、実際に事業として成

立するまでの期間、少なくとも１年から３年の期間は補助をしてもらわなければ何の新

しい事業にも展開できないのではないかと思えてしまうほどです。 

そんな中で、苓北町においてアベノミクスで生産性の上がる可能性のある事業はどの

ような事業であるか、具体的に列挙していただきたいと思っております。 

しかし、具体的な事業を列挙するのが困難であることは重々承知しております。向上

の可能性のある事業と言えども、幾ばくかの努力なくしては事業が成立するほど甘い時

代ではありません。勿論、事業を行う場合には事業者が必要な業務を最大限実行するこ

とを前提としております。 

同じように、苓北町役場が期待する産業の形式だけでも結構ですからお聞かせくださ

い。又、アベノミクスは戦略的に苓北町の産業の構造構成的に、苓北町経済へ何も可も

なく不可もなくではないかと思われるならば、そのようにお答えください。 

以上で、一般質問を終わります。 

○議長（倉田 明君）  町長。 

○町長（田嶋章二君）  只今の野田議員のご質問に答えさせていただきます。 

 非常に大きな時点で捉えられて、それを苓北町はどうなのかというようなお伺いでご

ざいました。特に、安倍政権になって新たな経済運営をやっておられます。その始まる

時には今までの失敗を顧みないで、もう批判が相当飛び交いました。こんな大胆な金融

緩和をやってどうなるんだと。日本の経済が益々悪くなって、国の財政も破綻に近いん

じゃないかというような意見でありました。そういう人たちは、今まで２０年間、いや

もう３０年近く失敗した自分たちの経済政策を取り繕うための意見が多かったと私は判

断してます。いろいろやったけれども、日本が経済でも二流、三流国になりつつあると

いうことを救うためには、今までやっぱりやらなかったことで可能性のあることをやる
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ということが非常に大事ではないかと私は思ったわけでして、やっぱり「やるならやれ、

安倍」とそういうふうな感じでございました。 

特に、その１つの骨子は円安、これが円高がもたらす大変な国民にとってのマイナス

点。確かに円安になれば得をなさる分野もございますが、日本にとってはこの円高が大

半の国民にとっては大きな足かせになっておりました。そういった意味で、大胆な金融

緩和をやることによって従来お金が行き届かなかった中小企業にも、そして瀕死の企業

にもですね、お金が回ると。そこで元気を出してもらおうと。そしてこの金融緩和をす

ることによって、やはり国際的には円の地位が円安に向いていくということでございま

す。このことを思い切ってやっていただくには、やはりその下で実質的にやる方たちの

考え方次第なんですね。今までの日銀の方達はそういった考え方をお持ちになっておら

れませんでした。思っておられる方を人事に具体的に表されまして、４月４日に黒田総

裁が実現して、早速そのアベノミクスの実行に移ったわけですが、それまでも期待感で

相当な戦果が上がっておりました。 

一番の私は苓北町民にとって、産業にとってプラスになったっていうのはそのことに

ついてはですね、これは年金だと思います。年金財政がですね、これは円安に振れたこ

とで日本の企業、大半が相当のプラスになったわけですね、収益が上がりました、びっ

くりするほど。それが元でやはりこの年金が大体１２６兆円の基金を持っております。

そして厚生年金は大体３９兆円ほどの年間の扱い高でありますが、大体均衡して黒字を

少し保ってるというような状況でございます。しかしこれは１２６兆円、以前は１３０

兆円余りまでございましたが、その基金を取り崩してようやっと均衡させておったとい

うような状況でございましたので、厚生年金びっくりするほどの運用益を上げまして、

１０兆３,０００億円ほどの黒字になったわけですね。過去最高の運用益です。そして

国民年金も７,２００億円ほどの運用益が出まして、これもびっくりするほどの運用益

でございます。合わせて１１兆円以上の黒字が見込まれたわけですが、今後又、日本の

企業はですね、やはり落ちるところもあるかもしれませんが収益が上がって、上がるこ

とによって税金もたくさん納めます。そして当然、その運用もですね、今これがどうな

るかわかりませんが、東京オリンピックが開催されたならばもう株価は２万５,０００

円から３万円だというような話に、これはある一部の報道ですから正式なやつではござ

いません。そういう動きになっているところでもございます。 

こういう新たな、そして相当大きな刺激が与えられた効果、苓北町で一番やっぱり年

金です。年金はこれだけ財政が良くなってきますと、これも今野田議員がおっしゃった

ように単年度では大したことはありません。これが３年、５年続いてきますと今、年金

は非常に少子高齢化の中で年金財政落ち込んで今、６５歳支給を６７にしなければなら

ないとかですね、年寄りからちっとはやっぱり減らさんばつまらんとか、そして年金保
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険料をもうちょっと余計取らんばつまらんとか、結局働く人たち、そして年金を受給す

る人達にみんな後ろ向きの話、みんな暗い話ばっかりになってしまってるんですね。 

ところがこういう黒字財政が続きますと、そういう後ろ向きの話がどんどん消えてい

って、その消えることによって国民全体が非常に安心した生活を送れる。これがやっぱ

り苓北町民に一番与えた大きな影響になりつつあると。だからこれを続けてほしいと、

やってみてほしいと思っております。 

それに併せて、私は苓北町の基幹産業、農業、漁業これもやはりお金が非常に市中に

出回りますから、インフレに少しずつぶれてきてます。ということは物価が上がってく

る。特に農産物、水産物あたりが上がってくる、そういう状況がですね、益々顕著にな

ってくると思っているところであります。 

そういうことで、農業、漁業も今までより以上に頑張っていけば益々収益は上がって

いくということで、これは今まで私共も一次産業のバックアップ体制を続けてまいりま

したが、益々そのことも念頭に置きながら、稼げる農業、稼げる水産業になるものと期

待をしているところでもあります。 

又、併せましてそういう将来の不安が少しでも消えていきますと、人間はお金を使お

うと思います。持ってる金を貯金に回すのを減らして、現実の自分たちの楽しみやらに

使おうと思う。そうなってくるとやはり観光客も増えます。そして毎日の食事も違って

きます。そうすると、町内の商店もそれなりに潤ってくるわけでございまして、あるい

は今まで景気が悪くて将来が不安だったからって買わなかった贅沢品まで買うようにな

ります。 

例えば、天草は世界一の陶石の産地です。質量共ですから、そういった意味でそうい

った原料がですね、どんどん売れるようになってきて、そして製品も売れるようになっ

てくる。そういう苓北町にとっては非常に良い効果ができると、これ国全体にもいえる

ことですが、中にはこの円安に振れてやはりちょっと不安になってくる産業も幾つかあ

るようでございますが、日本全体の経済にとってははっきりと円安になった方が得をす

る企業が多ございます。 

そういうことを考えまして、このアベノミクスがしばらくしっかりとした国の施策の

中でやっていってもらいたいと、そして消費税を上げるということであれば、やはり今

のところは今おっしゃったように東京、大阪、大都市圏のマクロ的な又、そして日本を

代表するような企業あるいは株式上場企業が景気の状況が良くなってるわけですが、や

はりまだまだ苓北町にはそういった金が入ってきておりません。そういった意味でです

ね、平成２４年度の景気対策を打たれました。これも今は「もうきつか、きつか、仕事

も回らん」っていうこともおっしゃってる。この仕事が回らないっていうことはやはり、

仕事が回らないっていうか忙しゅうしてたまらんっていうことは、やっぱりお金も今ま
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でより入ってくるっていうことですし、それだけ職場がですね、確保できる。そういう

ことで消費税まで上げてっていうことになると、経済対策をですね、あと２、３年しっ

かりと打っていただき、その打っていただいた中で今度は社会資本整備をする建設業の

方々にも潤いが来ます。そして３年、４年やってますと将来に向けて子どもに農業をや

らせようかとか、水産業やらせようかと、そういうことも出てまいります。 

又、我々が産業として期待しているのは観光の産業もそうでございますし、やっぱり

交流人口を増やしていく、定住人口を増やしていくっていうことでありますが、そうい

った意味で期待が持てるのではないかなと思っているところでございます。 

まとめて言えば、全体に波及するのはやっぱり年金財政の安定、これが一番大きいの

ではないかなと。その安心感の中で消費が増えて、農産物も水産物も少しずつ高くなる、

高くなったら収益が増えると、それで少しは又、お金を使おうかと。地元の商店もそこ

で潤ってくるというようなことで、そういううまい循環ができつつあると。そのために

は国も財政政策がですね、地方にもうちょっと向いて来ればこれは相当確かなものにな

ってくると信じているところでございます。 

そういった意味で、今の成功は、成功したときは褒めなきゃいけないです。中にはす

ぐ足引っ張る人もいますけど。これは成功したときには褒めてそれを伸ばしてやると、

そういうことも大事です。今、我々ができることは安倍政権でやってることをしっかり

地方まで回していただけるように頑張っていただきたい。我々もそういう要望を出しな

がら頑張っていきたいと、そう考えているところでございます。 

以上、野田議員の質問に答えさせていただきました。 

○議長（倉田 明君）  野田君。 

○１番（野田謙二君）  ありがたい回答をありがとうございました。 

私の聞いた話では、安倍内閣は今後地方の中小企業に対しての支援が行き渡るように

運動するというふうに聞いています。実際、苓北町はもう小企業、零細企業がほとんど

で、多くは個人の農家だったりとか一次産業の人たちが多いのが実情です。その人たち

に現実的に実感できるようになるのっていうのはやっぱり３年ぐらいは掛かるだろうと

思っております。 

今後恐らく、間違いなくだろうと思いますけど、苓北町にも国の方から直接の援助な

り補助なりの支援があると思っています。是非そういうところで細かいところかもしれ

ませんが、役場の方でちゃんと精査してより多くの補助がもらえるように頑張っていた

だきたいと思います。 

○議長（倉田 明君）  町長。 

○町長（田嶋章二君）  そういうことでですね、税収が増えるわけですから今一番問題

になったのはもう本当に心苦しかったんですけど、職員そして議員の方々、給与を下げ
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ました。これはどうしてかというと、大体交付税はですね、国税の３割近くを交付税に

回すということで決まりがあるんですけど、税金の収入が少ないもんですから足りない

から赤字国債で埋めてたんです、交付税。実際はだからこれは本当に良くないことなん

です。赤字国債で埋めてるにもかかわらず、国家公務員の給料は当たり前に配ってると、

そういうことがあったんで２年間は東日本大震災の復活のために少しは減らしてもらう、

協力してもらうということだったわけですから、この赤字国債を出さんでよくなるよう

に、要するに国税五税をはじめ、国税がですね、収入大きくなることも期待をしており

ます。 

そうしますと、今度はこっちに回って来るお金も増えます。先程神﨑議員から質問が

あったようにあと何百万円でよか金もですね、ちょっと足らんけんこれはちょっと我慢

しとってもらおうかとか、そういうことが実施計画に載ってるにもかかわらずなったわ

けですが、大変申し訳なく思っておりますが、そういうことがなくなるわけですよ。だ

からやっぱりそういう面でしばらくいい方向に向いてるやつは応援していく、そして

我々もそれで又、要望をして町の景気が良くなるように頑張ってまいりたいと思いまし

て、これはもう概算要求が締め切りになりましたが、夏に入る時に各課にですね、今後

経済対策が打たれた場合の必要なものをしっかり捉えて、県との打ち合わせも始めてく

れというようなことでしっかり対応していただいておりますので、今後とも頑張ってま

いりたいと思っております。 

○議長（倉田 明君）  これで野田謙二君の一般質問を終わります。 

これで、本日の一般質問を終わります。 

なお、先程浜口議員の一般質問の中で、平成２４年度補正予算事業の進捗状況につい

ての質問で、状況一覧表の提示要求がありました。答弁の中で数件について近々に事業

に着手する旨のお話がありました。できたらですね、この件の資料等につきましては全

議員にですね、配付いただければと思っておりますが、執行部の方もそのような方向で

取り扱い方よろしくお願いいたします。 

以上で、本日の日程は全部終了しました。会議を閉じます。なお、明日は、午前９時

３０分から本会議を開きます。 

どなた様も大変お疲れ様でございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午後１時４６分 

 



 

 

 

 

 

平成２５年９月６日（金）  

（第２日目）  
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平成２５年第２０回苓北町議会定例会会議録（第２日目） 

 

 平成２５年第２０回苓北町議会定例会は、平成２５年９月６日苓北町議会議場に招集

された。 

 

１．午前９時３０分開会 

 

２．応招議員は次の通りである。 

    １番  野田 謙二         ２番  浜口 雅英 

    ３番  山本 政人         ４番  大仁田藤男 

    ５番  田嶋 豊昭         ６番  野﨑 幸洋 

    ７番  錦戸 俊春         ８番  山下 時義 

    ９番  松野 重幸        １０番  錦戸 久幸 

   １１番  神﨑 公顕（副議長）   １２番  倉田  明（議長） 

 

３．不応招議員 なし 

 

４．出席議員は、応招議員と同じである。 

 

５．欠席議員は、不応招議員と同じである。 

 

６．議会書記 

  事 務 局 長  山 口 仁 人     主 幹  原 田 正 子 

 

７．地方自治法第１２１条の規定により議案説明に出席した者は、次のとおりである。 

町 長  田 嶋 章 二     副 町 長  松 野   茂 

  教 育 長  芦 塚 博 昭     総 務 課 長  田 嶋 健 一 

  税務住民課長  荒 木 広 之     企画政策課長  岡 田 晴 喜 

  教 育 課 長  山 崎 秀 典     土木管理課長  益 田 大 介 

  農林水産課長兼 
          吉 村 文 雄     商工観光課長  田 尻 幹 雄 
  農委事務局長  

  水道環境課長  大 田 勝 彦     福祉保健課長  田 尻 伸 治 

                      会計管理者兼 
  健康増進室長  山 﨑 敬 一             福 田 忠 輝 
                      会 計 課 長 

  監 査 委 員  登 本 玄 一 
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８．議事日程 

日程第 １ 報告第 ２７号 例月現金出納検査の結果報告について（平成２４年

度５月分・平成２５年度５月分・６月分・７月分） 

日程第 ２ 議案第１９１号 苓北町税条例の一部を改正する条例について 

日程第 ３ 議案第１９２号 苓北町国民健康保険税条例の一部を改正する条例に

ついて 

日程第 ４ 議案第１９３号 苓北町立小・中学校設置条例の一部を改正する条例

について 

日程第 ５ 議案第１９４号 苓北町地域の元気基金設置条例の制定について 

日程第 ６ 議案第１９５号 平成２５年度苓北町一般会計補正予算（第４号） 

日程第 ７ 議案第１９６号 平成２５年度苓北町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号） 

日程第 ８ 議案第１９７号 平成２５年度苓北町介護保険特別会計補正予算（第

１号） 

日程第 ９ 議案第１９８号 平成２５年度苓北町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号） 

日程第１０ 議案第１９９号 平成２５年度苓北町水道特別会計補正予算（第２号） 

日程第１１ 議案第２００号 平成２５年度苓北町下水道特別会計補正予算（第２

号） 

日程第１２ 議案第２０１号 平成２５年度苓北町農業集落排水特別会計補正予算

（第１号） 

日程第１３ 議案第２０２号 平成２５年度苓北町特定地域生活排水処理事業特別

会計補正予算（第２号） 

日程第１４ 議案第２０３号 平成２５年度苓北町宅地造成事業特別会計補正予算

（第１号） 

日程第１５ 議案第２０４号 請負契約〔都呂々漁港浮体式係船岸設置工事〕の締

結について 

日程第１６ 報告第 ２８号 随時監査の結果報告について 

日程第１７ 認定第 ２２号 平成２４年度苓北町一般会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

日程第１８ 認定第 ２３号 平成２４年度苓北町坂瀬川財産区特別会計歳入歳出

決算の認定について 

日程第１９ 認定第 ２４号 平成２４年度苓北町都呂々財産区特別会計歳入歳出

決算の認定について 
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日程第２０ 認定第 ２５号 平成２４年度苓北町国民健康保険特別会計歳入歳出

決算の認定について 

日程第２１ 認定第 ２６号 平成２４年度苓北町介護保険特別会計歳入歳出決算

の認定について 

日程第２２ 認定第 ２７号 平成２４年度苓北町後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算の認定について 

日程第２３ 認定第 ２８号 平成２４年度苓北町水道特別会計歳入歳出決算の認

定について 

日程第２４ 認定第 ２９号 平成２４年度苓北町下水道特別会計歳入歳出決算の

認定について 

日程第２５ 認定第 ３０号 平成２４年度苓北町農業集落排水特別会計歳入歳出

決算の認定について 

日程第２６ 認定第 ３１号 平成２４年度苓北町特定地域生活排水処理事業特別

会計歳入歳出決算の認定について 

日程第２７ 認定第 ３２号 平成２４年度苓北町宅地造成事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

日程第２８ 報告第 ２９号 平成２４年度決算における健全化判断比率等につい

て 

日程第２９ 報告第 ３０号 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び

評価報告について 
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９．議事の顛末 

開会 午前９時３０分 

○議長（倉田 明君） おはようございます。皆様方にご連絡いたしますが、携帯電話

をお持ちの方は、マナーモード等の設定をお願いいたします。只今の出席議員数は１２

名です。定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１ 報告第２７号 例月現金出納検査の結果報告について（平成２４年度５月

分・平成２５年度５月分・６月分・７月分） 

○議長（倉田 明君） 日程第１、報告第２７号、例月現金出納検査の結果報告書（平

成２４年度５月分、平成２５年度５月分・６月分・７月分）が提出されましたので、お

手元に写しを配付しております。朗読は省略します。質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 質疑なしと認めます。これで報告第２７号を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２ 議案第１９１号 苓北町税条例の一部を改正する条例について 

○議長（倉田 明君） 日程第２、議案第１９１号、苓北町税条例の一部を改正する条

例についてを議題とします。 

提案理由の説明を求めます。税務住民課長。 

○税務住民課長（荒木広之君） 議案第１９１号、苓北町税条例の一部を改正する条例

について、苓北町税条例の一部を別紙のとおり改正することとする。平成２５年９月５

日提出、苓北町町長、田嶋章二。 

提案理由でございます。地方税法施行令の一部を改正する政令（平成２５年政令第１

７３号）及び地方税法施行規則の一部を改正する省令（平成２５年総務省令第６６号）

が平成２５年６月１２日にそれぞれ公布されたことに伴い、苓北町税条例の一部を改正

する必要があるためでございます。 

次のページをお願いします。 

苓北町税条例の一部を改正する条例（案） 

苓北町税条例（昭和４０年苓北町条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

改正内容につきましては、新旧対照表により説明させていただきますので、新旧対照

表の１ページをお願いいたします。対照表の右の欄が改正前、左の欄が改正後で、傍線

の部分が今回改正されたものでございます。今回の主な改正事項は、平成２５年度税制

改正のうち、個人住民税の年金特別徴収制度の見直し、金融所得課税の一体化に伴いま

す損益計算範囲の拡大、公社債等に対する課税方式の見直し、株式等による譲渡所得の

分離課税が上場株式譲渡所得と非上場株式譲渡所得に改正されたことに伴う課税の特例
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部分に関する法の改正に合わせた税条例の改正を行うものでございます。 

１ページから説明いたします。４７条の２は、住民税の年金からの特別徴収において、

納税義務者が町外に転出した場合も、特別徴収を継続する法令改正に伴う特別徴収対象

年金所得者の規定の見直しです。４７条の５は、年金所得に係る仮特別徴収額の算定方

法の法改正に合わせた改正です。 

次のページをお願いします。７条の４は、上場株式等に係る譲渡所得の規定の新設に

伴う条項の追加。１６条の３は、上場株式等に係る配当所得等の分離課税について、特

定公社債の利子が対象に追加されたことに伴う改正です。 

４ページをお願いします。第１９条は、株式等に係る譲渡所得等の分離課税が一般株

式等に係る譲渡所得等の分離課税と上場株式等に係る譲渡所得等に係る分離課税に変更

されたことに伴う改正です。 

５ページをお願いします。５ページの１９条の２は、上場株式等に係る譲渡所得等の

分離課税が新設されたことに伴う規定の新設でございます。以下、旧附則の１９条の２

から１０ページの旧附則２０条までを削除しまして、１１ページ、附則２０条の２を２

０条に繰り上げまして、条文の整備を行い、旧２０条の３を削除しまして、１３ページ、

旧附則の２０条の４を２０条の２に繰り上げて、条文の整理を行いまして、１５ページ、

旧附則２０条の５を削除するものでございます。 

恐れ入りますが、条例本文の３ページをお願いします。中段から附則となっておりま

す。第１条の施行期日で、原則として平成２８年７月１日から施行することになってお

りますが、１項、２項によりそれぞれ施行日を定めております。第２条は、それぞれの

経過措置等を規定したものでございます。 

以上が、苓北町税条例の一部を改正する条例の内容でございます。よろしくご審議の

ほどお願いいたします。 

○議長（倉田 明君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 質疑なしと認めます。これから討論を行います。討論ありませ

んか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 討論なしと認めます。議案第１９１号を採決します。本案は、

原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１９１号、苓北町税

条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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日程第３ 議案第１９２号 苓北町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につい

て 

○議長（倉田 明君） 日程第３、議案第１９２号、苓北町国民健康保険税条例の一部

を改正する条例についてを議題とします。 

提案理由の説明を求めます。税務住民課長。 

○税務住民課長（荒木広之君） 議案第１９２号、苓北町国民健康保険税条例の一部を

改正する条例について。 

苓北町国民健康保険税条例の一部を、別紙のとおり改正することとする。平成２５年

９月５日提出、苓北町長、田嶋章二。 

提案理由でございます。地方税法施行令の一部を改正する政令（平成２５年政令第１

７３号）及び地方税法施行規則の一部を改正する省令（平成２５年総務省令第６６号）

が平成２５年６月１２日にそれぞれ交付されたことに伴い、苓北町国民健康保険税条例

の一部を改正する必要があるためでございます。 

次のページをお願いします。 

苓北町国民健康保険税条例の一部を改正する条例（案） 

苓北町国民健康保険税条例（昭和４０年苓北町条例第３５号）の一部を次のように改

正する。 

改正内容につきましては、新旧対照表で説明いたしますので、新旧対照表の１ページ

をお願いいたします。 

今回の主な改正事項は、平成２５年度税制改正のうち、株式等に係る譲渡所得の申告

分離課税制度の変更に伴う規定の整備等の特例部分に関する国民健康保険税条例の改正

を行うものでございます。 

改正事項について説明いたします。１ページ附則の３は、上場株式等に係る配当所得

等の分離課税について、特定公社債の利子が対象に追加されたことに伴う規定の整備で

ございます。附則６は、株式等に係る譲渡所得等の分離課税を一般株式等に係る分離課

税の所得等分離課税と上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税に改正したことに伴う規

定の整備でございます。 

２ページをお願いします。附則７は、上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税を新設

したことに伴い規定を新設するものでございます。旧附則８から１３までを削除しまし

て、１４を、３ページの旧附則１４を１１に繰り上げ、条文の整理を行いまして、旧附

則１５を削除するものでございます。 

恐れ入りますが、条例本文の２ページをお願いいたします。中段から附則となってお

ります。第１条の施行期日で、施行日を定めております。第２条は、適用区分を規定し

たものでございます。 



 

－57－

以上が、苓北町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の内容でございます。よろ

しくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（倉田 明君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 質疑なしと認めます。これから討論を行います。討論ありませ

んか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 討論なしと認めます。議案第１９２号を採決します。本案は、

原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１９２号、苓北町国

民健康保険税条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決することに決定

しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第４ 議案第１９３号 苓北町立小・中学校設置条例の一部を改正する条例につ

いて 

○議長（倉田 明君） 日程第４、議案第１９３号、苓北町立小・中学校設置条例の一

部を改正する条例についてを議題とします。 

提案理由の説明を求めます。教育課長。 

○教育課長（山崎秀典君） 議案第１９３号、苓北町立小・中学校設置条例の一部を改

正する条例について。 

苓北町立小・中学校設置条例の一部を別紙のとおり改正することとする。平成２５年

９月５日提出、苓北町長、田嶋章二。 

提案理由でございます。苓北町における中学校の規模と配置の適正化に向けて、町内

３つの中学校全てを平成２７年３月３１日をもって廃止し、平成２７年４月１日付で新

たな１つの中学校を設置するにあたり条例を改正する必要があるためでございます。 

次のページをお開き願います。 

苓北町立小・中学校設置条例の一部を改正する条例（案） 

苓北町立小・中学校設置条例（昭和４９年苓北町条例第４２号）の一部を次のように

改正する。第３条の表中、名称１、坂瀬川中学校、苓北町坂瀬川２６００番地、苓北中

学校、苓北町志岐２９４番地４、都呂々中学校、苓北町都呂々１２４５番地１を名称１、

苓北中学校、苓北町志岐２９４番地４に改める。附則、この条例は、平成２７年４月１

日から施行する。 

補足説明をいたします。町内中学校の統合につきましては、昨年度策定いたしました
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苓北町学校規模適正化中学校推進計画に基づきまして、町内３つの中学校全てを平成２

７年３月３１日をもって廃止し、平成２７年４月１日付で新たな１つの中学校を設置す

る新設統合を行う計画でございます。本年度に入りまして、苓北町中学校統合準備委員

会を設置して、さらに、その下部組織として、総務、事業、教育課程等の各部会を設け

まして、担当項目ごとに順次協議、検討を進めていただいております。その中で、統合

を進めるに当たって、一番先に決定をしなければならない事項といたしまして、新しい

学校の名称と位置を定める必要があることから、本議会に新校の名称、位置に係る一部

改正の条例案を提案するものでございます。 

新しい校名の選定に当たりましては、準備委員会の決議を受けて、公募とすることと

いたしまして、６月５日から６月２８日までの期間で校名募集を行いました。公募の結

果、小中学生、一般の方々、合計２３６名の方々から８７点の校名案の応募がございま

した。応募の結果を受けまして、総務部会並びに準備委員会で選定を行い、教育委員会

での審議を経まして、本議案のとおり提案を行うものでございます。又、新しい学校の

位置につきましては、推進計画に基づき、現在の苓北中学校の位置とし、現校舎を使用

するものでございます。よろしくご審議いただきますようお願いいたします。 

○議長（倉田 明君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。神﨑君。 

○１１番（神﨑公顕君） 合併する、統合することによって生徒数の、平成２７年の４

月にはどのくらいになるのか、把握してあれば、１年、２年、３年、各学校、数字を教

えていただきたいと思います。 

○議長（倉田 明君） 教育課長。 

○教育課長（山崎秀典君） 統合のときの生徒数は２０５名になる予定でございます。

１年生が７４、２年生が７０、３年生が６１の予定でございます。なお、現在の町内３

中学校を合わせた生徒数は１９０名でございます。 

○議長（倉田 明君） 神﨑君。 

○１１番（神﨑公顕君） 私は各学年別にお願いをしたわけですけれども、それはわか

らんですか、各学校ごとにですよ。そうしないと父兄の方々がどのくらいいるかという

ような、統合しなければいけないのかという、そういったことがございますので、各学

年。 

○議長（倉田 明君） 教育課長。 

○教育課長（山崎秀典君） 坂瀬川が３３名、（｢１年生は｣と呼ぶ者あり）坂瀬川がで

すね、１年生が１１名、２年生が１０名、３年生が１２名です。志岐地区の方が、１年

生が３３名、２年生が３０名、３年生は現在一緒になっておりますので、志岐、富岡合

わせて３８名ということでございます。富岡地区の新１年生が１８名、２年生が１７名

になります。都呂々地区が１年生が１２名、２年生が１３名、３年生が１１名になりま
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す。 

○議長（倉田 明君） いいですか、他にありませんか。野﨑君。 

○６番（野﨑幸洋君） 先程校名について、６月５日から２８日まで公募され、２３６

名の方が応募されて、その中、８７点ですか、の校名があったということですけれども、

これは多かったから苓北中学校という校名に今回出されたのか。それと、上位、よかっ

たら３点ぐらいの校名の、何といいますか、応募の内容があったのか、その名前だけを

教えていただきたいんですけれども。 

○議長（倉田 明君） 教育課長。 

○教育課長（山崎秀典君） 校名の募集につきましては、準備委員会の方で募集をして

数が多いものを決定するということじゃございませんで、参考資料として公募をすると

いうことでございました。その結果として、校名案で応募が多かったものにつきまして

は、２３６名の応募の中で、校名案が先程言いましたように８７点ございましたけれど

も、まず、｢苓北｣という名前が１１５名、｢苓北中央｣が７名、｢天草灘｣とひらがなの

｢れいほく｣、これがそれぞれ６名、それから、｢麟泉｣、これが５名、｢苓州｣、｢苓翔｣、

翔は羽ばたくという字ですけれども、これが各４名ということでございました。そのよ

うな中で、総務部会の方で、校名推薦ということで４校名を推薦されました。それは、

漢字の｢苓北｣、ひらがなの｢れいほく｣、｢苓州｣、｢苓北中央｣、この４校名について総務

部会の方から準備委員会へ校名の推薦がございました。これを受けまして、準備委員会

の方で校名案を決定をしていただきましたけれども、全委員一致の中で、苓北中学校と

いうことで、推薦を決定していただいたところでございます。 

○議長（倉田 明君） いいですか。他にありませんか。はい、浜口君。 

○２番（浜口雅英君） 位置は現在の苓北中学校の位置だと思いますけれども、その他

に何か別の位置をという、そういう意見はありませんでしたか。 

○議長（倉田 明君） 教育課長。 

○教育課長（山崎秀典君） 準備委員会、各部会の中では、別の場所という御意見はご

ざいませんでした。 

○議長（倉田 明君） 他にありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 他に質疑なしと認めます。これから討論を行います。討論あり

ませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 討論なしと認めます。議案第１９３号を採決します。本件は、

原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（倉田 明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１９３号、苓北町立

小・中学校設置条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決することに決

定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第５ 議案第１９４号 苓北町地域の元気基金設置条例の制定について 

○議長（倉田 明君） 日程第５、議案第１９４号、苓北町地域の元気基金設置条例の

制定についてを議題とします。 

提案理由の説明を求めます。企画政策課長。 

○企画政策課長（岡田晴喜君） 議案第１９４号、苓北町地域の元気基金設置条例の制

定について。 

苓北町地域の元気基金設置に関する条例を、別紙のとおり制定することとする。平成

２５年９月５日提出、苓北町長、田嶋章二。 

提案理由でございますが、国から交付される地域経済活性化・雇用創出臨時交付金

（地域の元気臨時交付金）を有効に活用し、効率的な事業の実施を図るための基金を設

置する条例を制定するためでございます。 

次のページをお開きください。 

苓北町地域の元気基金設置条例（案） 

（設置の目的）第１条、国から交付される地域経済活性化・雇用創出臨時交付金（地

域の元気臨時交付金）を活用し、緊急経済対策に係る公共投資を迅速かつ円滑に行い、

地域経済の活性化及び雇用の創出を図るため、苓北町地域の元気基金（以下｢基金｣とい

う。）を設置する。 

（基金の額）第２条、基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算（以下｢予

算｣という。）で定める額とする。 

（管理）第３条、基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な

方法により保管しなければならない。 

第２項、基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えるこ

とができる。 

（運用益の処理）第４条、基金の運用から生じる利益は、予算に計上して、この基金

に編入するものとする。 

（処分）第５条、基金は、その設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てる

場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。 

（委任）第６条、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

附則（施行期日）１号、この条例は、公布の日から施行する。 

（この条例の失効）２号、この条例は、平成２７年３月３１日限りで、その効力を失
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う。この場合において、基金に残余財産があるときは、当該残余財産の額に相当する金

額を予算に計上して、国庫に納付するものとする。 

補足の説明をさせていただきます。この基金条例は、平成２５年５月１７日付で、国

から示された地域の元気臨時交付金制度要綱に基づき、平成２５年度以降における地方

単独事業の財源に充てることを目的に積み立てを行うものです。金額の内容につきまし

てでございますが、元気基金の交付限度額が９億２,４１９万円です。そのうち、平成

２４年度繰越明許費事業への交付金充当額が５億９,５７６万円、平成２５年度の当初

予算に充当しておりますのが、２,９５０万円、第４次補正、今回の補正でございます

けれども、それに予算充当額として今回、温泉センターの大規模改造工事を行うような

補正を出しておりますが、それに８,６００万円充当する予定でございます。それで、

差し引きを行いますと、今回の基金積立額が２億１,２９３万円、これを今回の補正を

出しているところでございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（倉田 明君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。浜口君。 

○２番（浜口雅英君） これは、国から出る場合は、地域経済活性化・雇用創出臨時交

付金という名称で国から出てくると思いますけれども、これは雇用創出という名称も上

がっていますので、基金に積み立てることがこのお金の、国の言う制限があるわけです

か。それとも何か、具体的にこれだけの金額ですので、苓北町では非常に仕事、職場が

ないとか、そういう声をよく聞きますので、何かそういう部分にこのお金を使うという

ことはできないんですか。 

○議長（倉田 明君） 企画政策課長。 

○企画政策課長（岡田晴喜君） この地域経済活性化・雇用創出臨時交付金につきまし

ては、平成２４年度の補正のときにご説明申し上げたとおりでございまして、一応、建

設公債、地方の起債事業については単独事業でも使えますということで、あと補助絡み

の予算補助と法律補助の該当するということで、名目上、この地域経済活性化・雇用創

出臨時交付金という形で国が制度化されておるものですから、こういうふうな形になっ

ていると、ただ、この交付金を使って結局、経済を、雇用を増やしたりというような形

で、幾分かの効果は上がってくるというような形でとらえております。 

○議長（倉田 明君） 浜口君。 

○２番（浜口雅英君） それでは、名称は雇用創出ということも、国の名称はあってい

るけれども、その使途は、いわゆる町の公共事業とか、そういうものに使うと、そうす

ることによって、新たな雇用じゃないけれども、雇用の場が増えるんではないかという、

そういう考え方になるんですか。なるんですか。 

○議長（倉田 明君） 企画政策課長。 

○企画政策課長（岡田晴喜君） はい、そうです。 
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○議長（倉田 明君） 他にありませんか。山本君。 

○３番（山本政人君） 積立が２億１,２９３万円であるというようなことですね。こ

れが平成２７年の３月３１日末に残高があれば国に返納するというようなことですが、

２億１,０００万円という積立があります。現状で大まかに結構ですが、これを、こう

いうふうに使っていきたいという、現状での、何といいますか、将来を見据えたところ

はございますか。 

○議長（倉田 明君） 企画政策課長。 

○企画政策課長（岡田晴喜君） 一応、この部分については、２６年度までに使ってし

まうというような計画でおりますので、それぞれ各課にもお願いしておりますが、緊急

にすべき事業を洗い出しを行いまして、進める予定でございます。 

○議長（倉田 明君） 山本君。 

○３番（山本政人君） そうしますと、現状では、こういうことに使いたいということ

はないけれども、今から各課に要望を出してもらって、そして、その中で大まかに決め

ていくと、こういうことですか。現在、こういうことに使っていきたいんだということ

は、何かございますか。ありませんか。 

○議長（倉田 明君） 企画政策課長。 

○企画政策課長（岡田晴喜君） 一応、緊急に行う事業というような形でありますので、

それぞれ振興計画を見まして、その中でも前倒しでできる分については前倒しで行うと

いうような形になると思いますけれども、その他に、緊急にやはりできるもの、ただ、

制限というのがございますので、先程言いました建設公債ということで起債事業に該当

する分の地方単独事業という形になりますので、そういう事業の中で精査していきたい

と思っております。 

○議長（倉田 明君） 他にありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 他に質疑なしと認めます。これから討論を行います。討論あり

ませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 討論なしと認めます。議案第１９４号を採決します。本件は、

原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１９４号、苓北町地

域の元気基金設置条例の制定については、原案のとおり可決することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第６ 議案第１９５号 平成２５年度苓北町一般会計補正予算（第４号） 
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○議長（倉田 明君） 日程第６、議案第１９５号、平成２５年度苓北町一般会計補正

予算（第４号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（田嶋章二君） 議案第１９５号、平成２５年度苓北町一般会計補正予算（第４

号）（案）についてご説明を申し上げます。 

今回の補正は、歳入歳出予算の総額に４億２,５２０万１,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ５０億２,２５１万４,０００円とするものでございま

す。 

今回の補正予算は、地域の元気基金の積立、温泉センター大規模改修、拠点避難地に

係る補正が主なものでございます。 

歳入につきましては、地域経済活性化・雇用創出臨時交付金の確定見込みによる増額、

地方交付税の確定及び繰越金、緊急防災・減災事業債の増額、財政調整基金繰入金、臨

時財政対策債の確定に伴う減額が主な補正でございます。 

歳出につきましては、地域経済活性化・雇用創出臨時交付金の確定見込みに伴い、苓

北町地域の元気基金への積立、温泉センター大規模改修工事に係る費用の他、拠点避難

地に伴う用地購入費などの費用、斎場の修繕費、富岡港改修事業負担金、住宅用太陽光

発電システム設置補助や高速船の油の高騰によるリスク分担の費用の増額が主なもので

ございます。 

内容につきましては、企画政策課長から説明をいたさせますので、ご審議のほどをよ

ろしくお願いを申し上げます。 

○議長（倉田 明君） 企画政策課長。 

○企画政策課長（岡田晴喜君） それでは、議案第１９５号、平成２５年度苓北町一般

会計補正予算（第４号）（案）の内容についてご説明申し上げます。 

平成２５年度苓北町一般会計予算の歳入歳出予算総額を歳入歳出それぞれ５０億２,

２５１万４,０００円とするものでございます。 

５ページをお願いします。第２表、地方債補正、１、追加ですが、県事業で西川内の

急傾斜地崩壊対策事業が行われることから、その負担金として公共事業等債で限度額１

００万円、同じく富岡港改修事業負担金として公共事業等債で限度額１,０００万円を

追加するものです。 

２、変更ですが、緊急防災・減災事業で拠点避難地が認められますので、緊急防災・

減災事業債で限度額１億５,０９０万円に今回４,７９０万円を増額し、限度額１億９,

８８０万円に、臨時財政対策債は、発行額の確定で３億６,２００万円の限度額から、

今回、１,３７２万１,０００円を減額し、３億４,８２７万９,０００円に変更するもの

です。 
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８ページをお開きください。歳入です。款８、地方特例交付金ですが、交付額の決定

に伴い３８万６,０００円の減額です。 

９ページをお願いします。款９、地方交付税ですが、普通交付税の確定により、８,

１７５万６,０００円の増額補正です。 

１０ページをお願いします。款１３、国庫支出金、項２、国庫補助金、目１、民生費

国庫補助金、節２、保健衛生費補助金は、がん検診推進事業関係補助金の確定見込みに

より、２１万１,０００円の減額。目５、総務費国庫補助金、節１、地域経済活性化・

雇用創出臨時交付金の２億９,８９３万円の増額は、元気交付金の交付限度額決定見込

みによるものです。 

１１ページをお願いします。款１４、県支出金、項１、県負担金、目２、衛生費県負

担金、節１、健康増進事業負担金は、健康増進事業の確定見込みにより、８万３,００

０円の減額です。 

１２ページをお願いします。款１４、県支出金、項２、県補助金、目１、総務費県補

助金、節１、総務費補助金ですが、移住定住の空き家活用調査事業が熊本県地域づくり

チャレンジ推進補助金を受けることができましたので、７７万円の増額補正です。目３、

農林水産業費県補助金、節１、農業委員会補助金は新規ですが、耕作放棄地解消緊急対

策事業の用途転換促進事業を受けまして、用途転換を図る農地２０.３ｈａを見込み、

４０万６,０００円の増加額です。節２、農業費補助金は新規で、耕作放棄地解消緊急

対策事業の有効利用促進事業を受けまして、有効利用を図る農地１.０１ｈａを見込み、

３０万３,０００円の増額。農地・水保全管理支払事業は、面積の変更により９万７,０

００円の増額。農地集積実践活動支援事業県補助金も新規で、町が委嘱する農地集積実

践員の活動に対するもので、１６万５,０００円の増額。熊本の６次産業化総合対策事

業県補助金は、１件の農産品加工事業が認められたことにより、１８万８,０００円の

増額。節３、林業費補助金は、補助金の名称変更によるものです。目４、衛生費県補助

金、節１、保健衛生費補助金は、妊婦健康診査支援県補助金について、１４回の審査分

のうち９回分は半額補助がありましたが、２５年度から制度が変わり、交付税参入で一

般財源化となったことにより、２０１万５,０００円の減額です。目６、消防費県補助

金は、自主防災組織設立促進・活動活性化事業補助金として、１０区分５０万円の増額

です。 

１３ページをお願いします。項３、県委託金、目１、総務費県委託金、節５、選挙費

委託金の１１万６,０００円の減額は、選挙事務の精算による減額。目４、農林水産業

費県委託金、節２、水産業費委託金は、富岡漁港環境美化事業費の確定による１２万８,

０００円の増額です。 

１４ページをお願いします。款１５、財産収入、目２、利子及び配当金は、苓北町地
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域の元気基金預金利子の名目計上です。 

１５ページをお願いします。款１７、繰入金、項２、基金繰入金、目２、財政調整基

金繰入金は、財源調整により、７,０３８万７,０００円の基金取り崩しの減額です。 

１６ページをお願いします。款１８、繰越金ですが、３,３９９万４,０００円の増額。

これは平成２４年度決算に伴う繰越金から基金積立分、補正分、当初予算分を差し引い

た残額です。 

１７ページをお願いします。款１９、諸収入、目１、貸付金元利収入は、奨学金返還

金の４６万円の増額です。 

１８ページをお願いします。項５、雑入、目１、雑入の３,２４８万９,０００円の増

額は、小中学校の非常勤職員の社会保険料等の精算見込みで、５２万５,０００円の減

額。温泉センターの大規模改修工事に伴う補助金で、３,３００万円の増額。農地有効

利用補助金返還金は、確定により１万４,０００円の増額の合計です。目２、過年度収

入、節４、貸付金元利収入過年度収入は、奨学金償還金過年度収入の確定により、２９

６万２,０００円の増額。節６、堆肥センター過年度収入も確定により、７万１,０００

円の増額です。 

１９ページをお願いします。款２０、町債、目２、土木債、節２、河川債は、西川内

の急傾斜地崩壊対策事業負担金として、公共事業等債で事業費の１０％に当たります１

００万円の増額。節３、港湾債は富岡港改修事業負担金として、事業費の６分の１に当

たります１,０００万円の増額。項３、消防債、節２、緊急防災・減災事業債は、拠点

避難地に係る緊急防災・減災事業で、４,７９０万円の増額。目５、臨時財政対策債は、

発行額の確定により、１,３７２万１,０００円の減額です。 

次に、２０ページをお願いします。歳出です。款２、総務費、項１、総務管理費、目

１、一般管理費、節２５、積立金ですが、元気交付金交付限度額決定見込みに伴う地域

の元気基金の新設による補正で、２億１,２９３万１,０００円の増額補正です。目２、

文書広報費、節１３、委託料は、結婚支援事業の町ホームページ作成委託料で、１４万

７,０００円の増額。目５、財産管理費、節１８、備品購入費は、富岡出張所のレジス

ターの買い換え分で、６万円の増額です。目６、企画費、節４、共済費は結婚支援員の

社会保険料等の精算で、３５万２,０００円の減額。節８、報償費と節９、旅費は結婚

相談事業に伴う講師謝金等の増額です。節１３、委託料は、県地域づくり夢チャレンジ

推進補助事業を受けての空き家調査委託料１１５万５,０００円の増額です。節１９、

負担金補助及び交付金は、新エネルギー・省エネルギーシステム設置補助金として、家

庭用太陽光発電施設設置費１０戸分、１４０万円。 

２１ページの長崎天草航路事業補助金は、燃料費の高騰によるリスク分として、６２

１万７,０００円の増額です。目１３、電算システム管理費、節１３、委託料は、法改
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正によるシステム改修３７万８,０００円の増額。ＬＧＷＡＮ機器更新業務精算見込み

により、８１万３,０００円の減額で、合計で４３万５,０００円の減額です。 

２２ページをお願いします。項２、徴税費、目２、賦課徴収費、節１３、委託料は、

平成２７年度固定資産評価替えに伴い、２６年１月１日現在の鑑定評価を行う必要があ

りますので、委託料の２００万円の増額です。 

２３ページをお願いします。項４、選挙費ですが、参議院議員選挙の精算です。 

２４ページをお願いします。款３、民生費、項１、社会福祉費、目１、社会福祉総務

費、節１９、負担金補助及び交付金は、結婚祝い金補助金が不足しますので、１００万

円の増額。目２、老人福祉費、節１８、備品購入費の７８万８,０００円の増額は、緊

急通報システム端末機器１０台分の購入費です。目５、後期高齢者医療費、節２８、繰

出金は、後期高齢者特会の精算により、７２万７,０００円の減額。目７、新ふれあい

館管理費、節１１、需用費は、修繕料が不足しますので、１５万円の増額です。 

２５ページをお願いします。項３、児童福祉費は、財政調整基金取り崩しによる財源

区分の変更です。 

２６ページをお願いします。款４、衛生費、項１、保健衛生費、目１、保健衛生総務

費、節１２、役務費の４,０００円、節２０、扶助費１５万円の増額は、手数料と不妊

治療医療費助成の不足分による増額です。節２３、償還金利子及び割引料は、確定に伴

う妊婦健康審査支援事業補助金返還金７４万５,０００円の増額です。目２、予防費、

節２３、償還金利子及び割引料も確定に伴う子宮頸がん等ワクチン接種事業補助金返還

金の１７万４,０００円の増額です。目４、斎場費、節１１、需用費の修繕料３２０万

円の増額は、２６年度事業分を先行して、２５年度に一緒に行うことで、約１７８万円

程度安くなるということで、今回、増額をお願いするものです。それに伴い、平成２８

年度まで計画しておりましたが、平成２７年度で終了することになります。目５、健康

増進事業費、節１３、委託料は、それぞれ検診委託料の確定により、７６万円の減額。

節２３、償還金利子及び割引料は、確定に伴い、健康増進事業県負担金、がん検診推進

事業補助金の返還金１０３万２,０００円の増額です。 

２７ページをお願いします。款４、衛生費、項２、清掃費、目２、塵芥処理費、節１

９、負担金補助及び交付金の３０万円の増額は、浦、木場、志岐山区の一般廃棄物収集

対策事業補助金です。 

２８ページをお願いします。款５、農林水産業事業費、項１、農業費、目１、農業委

員会費４１万円の増額は、県の耕作放棄地解消緊急対策事業の用途転換推進事業による

増額補正です。目３、農業振興費、節８、報償費の１６万５,０００円の増額も、農地

集積実践活動支援事業県補助金によるもの、節１９、負担金補助及び交付金の６８万６,

０００円の増額も、それぞれ県の補助事業を受けて行うものです。目５、農地費、節９、
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旅費の３万１,０００円は、不足分を計上し、節１１、需用費の消耗品は、安全靴の購

入代４万円、印刷製本費は、契約書の印刷代３万１,０００円、光熱水費１８万５,００

０円と節１４、使用料及び賃借料１３万８,０００円は、渇水対策に伴う水中ポンプに

係る経費を増額しました。 

２９ページをお願いします。節１７、公有財産購入費２０万７,０００円は、大円排

水路改修工事に伴う用地購入費の増額。節１９、負担金補助及び交付金の都呂々ダム共

同管理費負担金は、２４年度決算に伴う繰越額の調整で、２７万２,０００円の減額で

す。目６、農業経営基盤強化促進対策事業費及び目７、堆肥センター管理費は、財源区

分の変更です。 

３０ページをお願いします。項２、林業費、目１、林業振興費、節９、旅費の８万４,

０００円は、埼玉県で開かれる全国育樹祭の旅費。節１９、負担金補助及び交付金は、

補助金の名称の変更です。目２、林道費、節９、旅費１３万６,０００円は、会計検査

対応分として増額。節１４、使用料及び賃借料は、積算システムリース料６万３,００

０円の増額です。 

３１ページをお願いします。項３、水産業費、目１、水産業振興費、節１９、負担金

補助及び交付金３３万６,０００円は、水産多面的機能発揮対策事業補助金です。 

３２ページをお願いします。款６、商工費、項１、商工費、目３、観光費は、財源区

分の変更。目４、温泉センター管理費、節１３、委託料の管理業務委託料は、温泉セン

ター大規模改修工事の委託料１６０万円。設計業務委託料は、屋根改修工事に伴う設計

委託料２００万円の増額です。節１５、工事請負費１億１,６２１万８,０００円の工事

請負費は、温泉センター大規模改修工事に要するもので、屋根工事、空調設備、照明設

備、給湯設備の省エネ改修工事に１億１７１万８,０００円、外壁改修工事に４５０万

円、設備機器更新工事に１,０００万円となっています。 

３３ページをお願いします。款７、土木費、項１、土木管理費、目１、土木総務費、

節９、旅費は不足分を計上。節１１、需用費は安全靴購入と消耗品の不足分と契約書の

印刷代で、４０万円の増額補正です。 

３４ページをお願いします。款７、土木費、項２、道路橋梁費、目２、道路維持費、

節１１、需用費の修繕料は、町道の修繕費で、５０万円の増額です。節１３、委託料は、

１級町道１８路線の法面調査として、道路ストック調査委託１７８万５,０００円の増

額です。目３、道路新設改良費、節１３、委託料は、３件の地籍測量図作成業務として

７７万円の増額です。目４、橋梁維持費、節１１、需用費２０万円は、舞子橋高欄の塗

装修繕の増額です。 

３５ページをお願いします。項３、河川費、目１、河川総務費、節１１、需用費１６

５万円は、修繕費の増額です。節１９、負担金補助及び交付金は、西川内地区単県地滑
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り対策事業負担金、事業費の１０％分、１００万円の増額です。 

３６ページをお願いします。項４、港湾費、目１、港湾管理費、節１３、委託料は上

津深江港内静穏度調査１４０万円の増額。節１９、負担金補助及び交付金は、富岡港改

修事業負担金、６分の１に相当する１,０００万円の増額です。 

３７ページをお願いします。款８、消防費、項１、消防費、目４、災害対策費、節１

１、需用費の６３万６,０００円の増額は、自主防災会の消耗品代。節１３、委託料は、

緊急防災・減災事業の拠点避難地の測量設計委託料と不動産鑑定委託料１,３４０万円、

節１７、公有財産購入費も拠点避難地に伴う用地購入費１,４７７万９,０００円、節１

８、備品購入費の５３万２,０００円は、自主防災会の備品購入費。節２２、補償補填

及び賠償金は、拠点避難地に係る住宅移転補償費２,５００万円と、それぞれ増額補正

です。 

３８ページをお願いします。款９、教育費、項１、教育総務費、目２、事務局費、節

１１、需用費は、安全靴の購入費５万円の増額です。 

３９ページをお願いします。項２、小学校費、目１、学校管理費、節４、共済費は、

非常勤職員の社会保険料等の精算見込みで、８０万円の減額。節１１、需用費は、各学

校の修繕費として４０万円の増額です。 

４０ページをお願いします。項３、中学校費、目１、学校管理費、節４、共済費は、

非常勤職員の社会保険料等の精算見込みで、２５万円の減額。節９、旅費は、学校主事

の通勤距離の変更により、７万７,０００円の増額。節１１、需用費は、各学校の修繕

料として７５万６,０００円の増額。節１２、役務費は、パソコンの点検手数料です。 

４１ページをお願いします。項４、社会教育費、目２、公民館費、節１１、需用費は、

都呂々公民館グラウンド整備に伴う修繕費として７０万円の増額。目４、文化財保護費、

節１５、工事請負費４７０万円の減額は、富岡キリシタン供養碑周辺整備工事において、

用地確保が未定のため、減額。節１７、公有財産購入費は、富岡城大手門公園整備用地

２５２万３,０００円、志岐城跡石垣保存のための用地費として４４万１,０００円、合

計で２９６万４,０００円の増額です。節２２、補償補填及び賠償金は、志岐城跡石垣

保存に係る立木補償と大手門公園整備に係る家屋補償で、１７３万６,０００円の増額

です。目５、志岐集会所管理費、節４、共済費は、非常勤職員の社会保険料等の不足分

です。 

４２ページをお願いします。項５、保健体育費、目２、学校給食費、節１８、備品購

入費は、予備食器、食缶等入れるプレハブ倉庫の購入費２５万４,０００円の増額です。 

４３ページをお願いします。款１０、災害復旧費、項２、公共土木施設災害復旧費、

目１、河川等災害復旧費、節１３、委託料ですが、測量設計委託料に９０万円の増額、

査定設計委託料に４０万円の減額、合計で５０万円の増額です。 
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以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（倉田 明君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。錦戸久幸君。 

○１０番（錦戸久幸君） １０番、錦戸です。質疑に入る前にですね、より深い審議が

できますように資料の提出をお願いしたいと思います。３７ページの災害対策費の関連

で、以前にも図面を示して、説明がありましたけれども、それから又、時間もかかって

おります。そして、その間の説明もいろいろとある、サッカー場と言われてみたり、拠

点避難地と言われたりしておりますので、改めて図面を示していただきながら説明をい

ただきたいと思います。議長の方でよろしくお取り計らいをお願いしたいと思います。 

○議長（倉田 明君） 只今３７ページに関する防災関係の資料提出の要求があってお

ります。この件につきまして、執行部から資料提出、ありますかね。ちょっと追加があ

ります。錦戸久幸君。 

○１０番（錦戸久幸君） それとですね、２１ページに長崎天草航路事業補助金もあり

ますけれども、６２１万７,０００円、この資料の提出もお願いをしたいと思います。

そして、より深めた審議に資していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（倉田 明君） 只今、２１ページの長崎天草航路事業補助金、これに関する資

料も提出方、お願いいたします。以上２件でございます。 

なお、３７ページについては、資料等が最新のものと言いましょうか、それが先般配

られたもの以外はないのでしょうかね。その辺、ちょっと説明方、よろしくお願いしま

す。総務課長。 

○総務課長（田嶋健一君） 以前、活性化委員会の方で提示された図面以降のやつは、

新しいのはないです。以前と同じやつでよかっですかね。お配りしておる資料ですね。

（私語するものあり）以前のままでその後はしてませんので、以前の分の資料ですね。

以前お配りしたのと一緒のやつということですね。平面と横断でよかっですかね。はい。 

○議長（倉田 明君） 企画政策課長。 

○企画政策課長（岡田晴喜君） ２１ページの長崎天草航路の事業補助金については、

一応説明したとおりでございますけれども、今回、油の高騰によるリスク分ということ

で、その資料ですけれども、どのような（｢この補助金の部分だけいい｣と呼ぶ者あり）

（私語する者あり） 

○議長（倉田 明君） その補助金のいわゆる数値等を提出いただければと思います。

明細がいろいろあると思いますので。 

それでは、資料提出のため、１０時４５分まで、暫時休憩いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時３２分 

再開 午前１０時５７分 
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－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（倉田 明君） それでは、休憩前に引き続き、本会議を再開いたします。 

先程資料提出の要求がありましたが、各資料をそれぞれに配付しております。資料が

３部ありますが、それぞれご確認をお願いいたします。ありますか。 

漏れがないようでございます。それでは、企画政策課長より説明がございます。企画

政策課長。 

○企画政策課長（岡田晴喜君） 先程の錦戸議員のご質問の、２１ページの長崎天草航

路の事業補助金の６２１万７,０００円の増額分でございますが、先程言いましたよう

に、今お手元の方に２５年度の高速船のリスク分担予定ということで上げております。

５月まで一応、実績で上がっておりますけれども、この予算を立てるときには、まだ６

月から実績で上がってないということで、前年の見込みで上げております。そうします

と、一応、軽油ですけれども、基準単価が７０円で購入単価が左で上がっているという

ことで、累計しますと、一番下の方に１年間の総額で６７１万６,０８０円という形に

なりますが、当初、一応、５０万円を見込んでおりましたので、これから５０万円を差

し引きますと６２１万７,０００円ということで、今回、計上させていただきました。 

○議長（倉田 明君） 総務課長。２つ、２件説明というか要求がありましたから、総

務課長も説明しとってください。はい、総務課長。 

○総務課長（田嶋健一君） お手元に案１と案２ということでお配りしております。確

認の方をお願いします。案１の方が、まず平面図、次がコートが入った平面図ですね、

それから、断面図、ＮＯ.０、同じく断面図のＮＯ.５プラス３０.０からＮＯ.１まで、

それと断面図ですね。それから、案２の方をごらんいただきたいと思います。まず、仮

設住宅の戸数が入った平面図ですね、２枚目にコートが入った平面図、３枚目がＮＯ.

０の断面図、４枚目がＮＯ.１からＮＯ.５プラス３０までの断面図、その後が断面図と

いうふうになっております。以前配ってあった図面と同じと思いますけれども、検討委

員会の中で、お示しした図面と同じです。ここにもありますように、二次避難地のとこ

ろ、昨日の町長の一般質問での答弁にもありましたように、仮設の住宅をですね、高台

の方に建てる必要があるということで、現在のところの、今整備しております高いとこ

ろですね、坂瀬川グラウンドとか都呂々旧木場小の跡地とかですね、今の防災ゾーンの

部分とかに建てましてもまだ、苓北町の必要な戸数の６００弱というところに足りませ

んので、ここができますと、５５０戸必要ということで算定しておりますけれども、６

００ぐらいになりますので、仮設住宅の用地としては、ここができますと、足りるのか

なというふうに思っております。 

○議長（倉田 明君） 只今それぞれ担当課からご説明がありました。他に質疑ありま

せんか。山本君。 
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○３番（山本政人君） 私は２点ほどお尋ねをいたしたいと思います。２４ページです

ね、結婚祝い金の追加で１００万円出ております。このことにつきましては、結婚相談

員の設置とか、対策がとられて、その効果でこうなったのかということなんですが、又

１００万円増額をされるということは何組で、今年になってから合計でどのくらいにな

るのかということですね、それをお尋ねをしたいと思います。 

それから、もう１点はですね、３２ページの温泉センターの工事費なんですが、これ、

屋根も葺き返るというようなこと、それから、空調設備等々もされるということで、 

大規模な工事になると思いますが、いつごろからされて、その期間はどのくらいになる

のか。当然、これ、屋根も変えられるということになりますと、当然休館になろうと思

いますが、時期と期間、それを教えていただきたいと思います。 

○議長（倉田 明君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（田尻伸治君） 結婚祝い補助金につきましてお答えをいたします。こ

の結婚祝い金につきましては、婚姻届を出されてから１年後、本町に在住の方の夫婦に

差し上げるということになってますけれども、当初予算では２０組予定をしておりまし

た。で、既に１６組分の支出が終わっております。ですから、１２月補正まで待てない

ということもありまして、今回１０組分の補正をお願いしたところでございます。 

○議長（倉田 明君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（田尻幹雄君） 温泉センターの工事ですけど、現在、補助金の申請を

しておりまして、９月の中旬ごろ交付決定する予定でありますので、それから、設計が

始まりますので、工事につきましては、１１月の中旬ごろから入札をしてですね、工事

の着工を正月明けぐらいに始めたいなというふうに考えております。（｢期間は｣と呼ぶ

者あり）期間は３月までですね。（｢３カ月ですか。｣と呼ぶ者あり）４カ月ですね、１

２月から３月までという感じで思っております。 

○議長（倉田 明君） 山本君。 

○３番（山本政人君） ４カ月間ですか。結婚は現在２０組で、あと見込まれるのがあ

るんで増額をしたと、こういうことですが、先程ちょっと尋ねましたが、相談員を設置

されましたね、その効果というのは出ておるというふうに判断をされますか、どうです

か。 

○議長（倉田 明君） 企画政策課長。 

○企画政策課長（岡田晴喜君） 一応、結婚支援員を非常勤の嘱託職員でお願いしまし

て、今、会員登録を行っております。今の状況につきましては、男性の方が１５名、女

性の方が８名ということで、今回、補正にちょっと上げておりますけれども、初めの話

し方とか、身だしなみとか、そういう、講師を呼んで、そういうふうな形で進めさせて

いただこうかなということで今回補正をお願いしたところですので、今のこの、補正に
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は反映してないという、今からということでご理解いただければと思います。 

○議長（倉田 明君） 他にありませんか。はい、山下君。 

○８番（山下時義君） 私は今、山本議員の質問に関連して、温泉センターのですね、

工事期間が３カ月と、このような回答をいただいたわけでございますが、（｢４カ月｣呼

ぶ者あり）４カ月、３月までですけんね。４カ月以上になっとね。そこでですよ、各温

泉に、私もちょいちょい熊本なんかに行くとですが、男子と女子の日替わりということ

で、今週は男子はこちら、来週は男子はこちらというようなことでですよ、工事をです

ね、１カ所をして、そして、それが終わったら又片一方をすると、そういう日替わりの

ですね、ことは考えられないのか。そうせんとですね、４カ月も、やっぱり今ずっと行

っていらっしゃる方も知っておりますが、大変町民は戸惑われるわけですね。そういう

工事の仕方はでけんもんか、課長、どうですか。 

○議長（倉田 明君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（田尻幹雄君） 温泉の構造をご存じかと思いますが、屋根はですね、

ちょうどかぶさった、半分で男子と女子のが別れていますので、半分だけ工事する、屋

根の部分が半分だけの工事に入ることは非常に難しいと思いますので、上は開いてます

からそこら辺はちょっと難しいんじゃないかと考えております。 

○議長（倉田 明君） 山下君。 

○８番（山下時義君） 屋根の主な工事になるわけですか。 

○議長（倉田 明君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（田尻幹雄君） 屋根が主な工事じゃありませんけれども、要するに給

湯設備の入れ替えと屋根の、天井の分の工事になります。 

○議長（倉田 明君） 山下君。 

○８番（山下時義君） 例えば、菊南温泉なんかも今度改装があったんですよ。やはり

ですね、そういうことも考慮しながら、やっぱり町民サービスが落ちんように考えても

らいたいと、私は思いますけれども、町長いかがでしょう。 

○議長（倉田 明君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 私も専門家じゃないのでですね、その辺のところはちょっと難

しい判断ですが、気持ちとしては１日でも早く、１日でも短く休館日がなるように、１

日でも早く完成するように、そういうことは設計の方が決まりましたら、お願いをした

いと思っております。 

○議長（倉田 明君） はい、錦戸俊春君。 

○７番（錦戸俊春君） 私も関連した質問ですけれども、３２ページの温泉センターで

すけど、今、屋根、天井から水滴が落ちて、非常に何か違和感があるとか何かという話

ですけれども、今度、工法はどういうふうな形でやられるのか、そこら辺は対策は立て
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たところでの工事の工法になるのか。 

○議長（倉田 明君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（田尻幹雄君） その前に、上の方に設計業務委託料がありますけども、

その分を解消するために今から設計をしてですね、これが通った後、その解消するため

の設計をして、する予定です。工法はまだ決まっておりません。 

○議長（倉田 明君） 錦戸俊春君。 

○７番（錦戸俊春君） これは耐用年数は大体何年ぐらいの、建築してかなり長いと思

うんですけども、財源内訳を見ると一般財源は８１万８,０００円ということで非常に

少ないですけれども、やはり建物をこうしていじるということは非常にもったいなくあ

るわけですね、やはり設計の段階ででも意見を相当述べられて、こういうふうなことが

ですね、やはりないような構造にしていただかんと、又、耐用年数が来ないうちに又造

り替えにゃいかんとか、いろんな形になってくると思うとですよ。そこら辺は十分に検

討されて、進められるようにお願いしたいと思っております。耐用年数は大体どれくら

い、今経過はとのくらいになるとですかね。 

○議長（倉田 明君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（田尻幹雄君） 麟泉の湯のオープンは、平成１１年の４月にオープン

しておりますので、１４年目ですかね。１５年目ですかね、はい、済みません。 

○議長（倉田 明君） 錦戸俊春君。 

○７番（錦戸俊春君） 普通ですね、建築物で大掛かりな屋根を全部取り替えるという

ような大掛かりな改良というのは、まず、考えられんとですね、今の時期に考えると、

やはりそこら辺は、先程言いましたように町の一般財源の持ち出しはないですけれども、

やはり公金を投資するわけですので、そこら辺は十分、以後このようなことが出てこな

いような構造にしていただきたいと思います。 

○議長（倉田 明君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（田尻幹雄君） 屋根の全部の改修じゃなくて、浴室の上のドームの分

の天井があります、その分の湯滴、水滴が落ちてくるということがありましたので、そ

の分の改修ということなんです。 

○議長（倉田 明君） 錦戸俊春君。 

○７番（錦戸俊春君） ４回目ですけど、私。シートはそのままということですかね、

シートというのですかね、屋根の、部材がシートで覆われておりますけれども、あれは

そのまましとって、中の水滴が落ちないような対策をされるというだけですかね。 

○議長（倉田 明君） それぞれ説明とか質疑とかはですね、うまく伝わるようにお願

いいたします。はい、今の水滴関係の答弁をお願いします。商工観光課長。 

○商工観光課長（田尻幹雄君） 工事全体は先程説明してあります給湯設備の改修と天
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井部分の改修と、それから補助対象外になってない分のポンプ、ボイラー分の改修と外

壁の改修というのがあります。その中で一番多いのは給湯設備分の改修が５,０００万

円ちょっと上がる分で、屋根の分の水滴の、今のところどのような構造にするか決まっ

ておりませんけども、ちょうどドームになった分の、あの分をちょっと改修するという

ことになります。２,０００万円ちょっとになると思います。 

○議長（倉田 明君） 非常に何か聞いとってもわかりずらい面もあります。屋根を取

り外すのか、しないのか、その辺があれですけども。関連ですかね、はい、神﨑君。 

○１１番（神﨑公顕君） そうしたら屋根のテントは張り替えんというわけで、内側だ

け、水滴対策をするという意味ですか。 

○議長（倉田 明君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（田尻幹雄君） 取り外す可能性もあります。済みませんけれども。

（｢構造を変えるのか、どうするのか、そこを｣と呼ぶ者あり）屋根の構造は変えるつも

りにしておりますが、ただ、そこら辺はまだ、詳細な設計でどういう構造になるかまだ

決まっておりませんので。 

○議長（倉田 明君） 神﨑君。 

○１１番（神﨑公顕君） 設計に出すときは大体決めとって設計に出さんと、設計屋に

相談をするって、ちょっとおかしかじゃなかですか。 

○議長（倉田 明君） 暫時休憩をいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時１３分 

再開 午前１１時２０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（倉田 明君） 休憩前に引き続き、本会議を開きます。 

商工観光課長。 

○商工観光課長（田尻幹雄君） 先程の続きですけれども、屋根の工事がですね、鉄骨

造りと断熱ということで工事をいたしまして、ちょうど屋根のドームの部分としたの付

け根の基礎の部分の周りがありますけれども、そこがちょっと腐食がきております。そ

の分の改修して取り替えるという工事でございます。それと先程工事期間を４カ月と言

いましたけれども、閉館期間はその中の２カ月程度を見込んでおるところです。 

○議長（倉田 明君） 山本君。 

○３番（山本政人君） さっき私に答弁したとき４カ月ということですね。利用できる

のは、利用できないのが２カ月と、そういうことですね、はい、わかりました。 

それから、先程町長の答弁では、できるだけ急いでと、こういうことでした。２カ月

間といいますと大分長いですね、その他に対策といいますか、他にはなかでしょうかね、
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方法は。結局、工事をあせがっていただいて、できる限り早めに開館をすると、そうい

うことですか。 

○議長（倉田 明君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（田尻幹雄君） 工事期間をですね、工程管理を今から打ち合わせまし

て、その分で、なるべく閉館期間を短くするような話はしております。 

○議長（倉田 明君） 他にありませんか。大仁田藤男君。 

○４番（大仁田藤男君） 関連ですけど、工事内容の内訳ですね、先程ちょっと、給湯

設備、天井、ボイラーということを言われましたけれども、給湯設備はどういう改修を

されるのか、そして、５,０００万円ということですけど、天井が２,０００万円、ボイ

ラーはどういう改修をされて、幾らぐらいかかるのか、外壁が４５０万円やったですね、

こういう内訳をちょっと教えていただきたいと思います。 

○議長（倉田 明君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（田尻幹雄君） 只今の、現在の計画では、屋根の工事はさっき言いま

した２,７３７万円ほど、それから、ボイラーや給湯設備の、現在のボイラーをですね、

省エネタイプのヒートポンプ方式で、補助金ではヒートポンプ方式の、で採用してもら

って５,１６７万６,０００円と、設備の改修工事で１,６３５万円で、合計の９,５３９

万６,０００円に消費税を掛けた分で申請をしているところです。それと、４５０万円

が外壁の塗装関係の工事と補助対象外の施設の、用水ポンプ、送水ポンプ、プロアー等

の工事に１,０００万円ほど見込んでおるところです。 

○議長（倉田 明君） 他に、はい、浜口君。 

○２番（浜口雅英君） ３６ページの富岡港の負担金が上げておられますが、この富岡

港の改修はどういった内容の改修か、概要を教えてください。 

それから、３６ページ、温泉センター工事をされて、４カ月ですか、工事期間中、４

カ月が工事期間中ならば、５カ月ぐらい従業員の方は当然休みになるわけですが、今、

商工会の指定管理者という形で運用されております。その場合、現在、温泉センターに

勤めておられる方の身の振り方といいますか、その間はどういう形で考えておられます

か、お尋ねします。 

○議長（倉田 明君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（益田大介君） 只今、浜口議員のご質問の富岡港の改修でございます。

これにつきましては、富岡港のフェリー発着場ですね、ありまして、その横に岸壁があ

りますけれども、その分の岸壁が県の方で、長寿命化計画で調査をしました結果、岸壁

の下の鋼管ブイと、それから、波を防ぐ鋼矢板という、それが腐食があるということで、

その補修にはですね、６,０００万円の工事を予定しております。その分の６分の１、

１,０００万円が町の負担金として予算計上させていただいております。以上です。 
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○議長（倉田 明君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（田尻幹雄君） 工事期間が４カ月で、休館が約２カ月間というふうに

見ております。その間ですね、従業員の方がおられますけど、全部休みというわけでは

ありませんので、会館内の管理もございますので、その辺は交代勤務でしてもらうよう

に、今、話し合いをしているところです。 

○議長（倉田 明君） 他にありませんか。はい、野﨑君。 

○６番（野﨑幸洋君） まず、２０ページの企画費の中で、結婚相談員の講師費用弁償

というのが出ておりますけれども、今年度から結婚相談員を設けられて、未婚者の方の

解消のために、いろいろ働きかけをされると思いますけれども、今年度はどういった事

業といいますか、企画をされているのか、その辺の内容のお尋ねと。 

次、もう１点が３７ページの災害対策費の件ですけれども、先程総務課長より２部の

図面の配付がありましたけれども、今回の予算の中で、計画をされているのは１案なの

か２案なのか、その辺の説明はなかったと思いますので、昨日、前日のある程度の説明

会はありましたけれども、この本会議場でどういったお考え、計画なのかを、再度お尋

ねをいたします。 

○議長（倉田 明君） はい、企画政策課長。 

○企画政策課長（岡田晴喜君） ２０ページの結婚推進事業の講師謝金と講師等費用弁

償という形で今回、組まさせていただいておりますけれども、まず、登録、今年度に入

って、この前説明しましたけれども、会員を登録しようということで、登録を進めてお

ります。今、登録の状況につきましては、先程申し上げました男性が１５名で女性が８

名ということで、今年度の今後の取り組みなんですけれども、まず、一応講師の方を呼

んでから、男性も女性も一緒なんですけれども、相手との話し方、コミュニケーション

のとり方とか、そういう講習会を開催したいということで、それが終わった段階で交流

会を今年度開きたいというような計画でおります。 

○議長（倉田 明君） 総務課長。 

○総務課長（田嶋健一君） 今、お配りしました図面は、以前、活性化対策特別委員会

の折にですね、作成された図面であります。で、昨日ちょっとご説明したと思うんです

けど、今後の詳細設計についてはですね、以前議会の方からもなるべく、あそこの土地

は余り削ったりしないようにということで要望もありましたので、今回の詳細設計の中

で、高さも何面にするかも含めてですね、それから２軒、お話しました住民の方の移転

も絡めてですね、なるべく移転をなさらなくていいような形でできるならばですね、そ

ういうことも採用したいと思いますので、その辺も含めて、詳細な設計のところで今か

ら検討していきたいというふうに思っております。 

○議長（倉田 明君） 野﨑君。 



 

－77－

○６番（野﨑幸洋君） 高さを含めて、今からの検討ということでございますけれども、

であれば、今回ですね、こういった移転補償費と公有財産購入費ということで、約４,

０００万円ほどの予算、その他まで入れるとそれ以上の予算を組んであるわけですけれ

ども、ここまでですね、急いで移転費用などを組まなくても、まずは測量設計委託料、

ここの段階で最終的な判断をする意味で、今回はここまでの予算でもいいんじゃないか

という考えがするんですけれども、その辺はどうでしょうか。 

○議長（倉田 明君） 総務課長。 

○総務課長（田嶋健一君） 昨日、説明をしたと思うんですけれども、結局、緊急防災

対策事業債の方がですね、県の方が国の方に要望して、枠付けといいますか、要望の取

りまとめをする限度があるということで、今の段階で出しとかないと、もう今年度の予

算に入れてもらえないという可能性もありますので、一応最悪、移転の方もしたいとい

うことであれば、その分の補償、それから、用地購入の方も必要になりますので、一応

予算の枠はですね、確保していただいとって、それが必要なければ、その分は借りない

で済むということになりますので、一応最悪の場合を考えてですね、移転の分も一応予

算の中に組み入れてないと、緊急防災対策の方の対象になりませんので、その分で一応、

大目にですね、見越してから予算の方は県の方、国の方に要望しております。 

○議長（倉田 明君） 野﨑君。 

○６番（野﨑幸洋君） 昨日も説明会の折にもちょっとお尋ねをしましたけども、今回、

この２軒の方の中には、できれば移転もしたくないと、長年住んだ土地を離したくない

という話で聞いております。ですから、こういった２軒ともですね、快く町のためにお

譲りしたいという意向があればですね、こういう予算も当然、今回の中に組まれても話

はわかると思うんですけども、まだ、そういった気持ちの中で決心もつかないうちに、

町が先に予算を組むのはどうかなという気がするわけですね。ですから、今回はこの予

算は見送って、確かに緊急対策の補助の部分のそういったのに間に合わないかもしれま

せんけども、それはそれとして次回のチャンスを待ってですね、やられても十分間に合

うんじゃないかと、私はこの避難所に関しては思うわけですね。ですから、その辺はも

う一度お考え直しができないかなという気持ちでおるんですけども、その辺のお考え、

どうでしょうか。 

○議長（倉田 明君） 総務課長。 

○総務課長（田嶋健一君） 今、おっしゃいましたように、２軒の方はですね、最終的

にどうするという最終の決定はしとらっさんとですけども、どうしてもだめですよとい

う返事じゃないんですよね、協力はしたいというふうな意向もお持ちです。我々の予算

の裏づけがないと移転とか用地購入の方もですね、お話できませんし、どれくらい提示

できるのとかというところも、相手の方の意向の判断の基準になるというところもあり
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ますので、その分の予算を持っときたいという気持ちもあります。場所につきましても、

昨日説明しましたように２カ所ぐらい提案をしたんですけども、その時点ではそこはあ

んまり希望しないというような返事でしたので、今から他の場所もですね、提示しなが

ら、移転の額等の話も出てくると思うんですよね、不動産鑑定士さんに鑑定してもらっ

てですね、そういうところも総合的に判断していただいて、どうされるのか、そして、

それとあわせて設計の方で、１人の方、以前、議会の方にも質問あったと思うんですけ

ども、圧迫感を感じるというふうなお話がありましたけども、今回の設計の中ではでき

れば、なるべく今の地山は扱わないようにということですので、もう少し圧迫感のない

ような土羽で緩やかな筋付けができるような感じも検討できると思っておりますので、

そういうところも総合的に判断して、移転されるのか、その場にいていただいてもＯＫ

なのかというところを一緒になって話し合いをしていきたいというふうに思っておりま

す。 

○議長（倉田 明君） はい、最後に、野﨑君。 

○６番（野﨑幸洋君） もう水掛け論になりますけれども、現時点で高さも決まってい

ないと、どっちの方向で行くのかというのも決まってないのに、こういったまだ移転も

はっきりいいですよと返事もないところの方に、代替地までいろいろ交渉をされるとい

うのは、ちょっと早過ぎるんではないかという気がするわけですね。で、もしここに避

難所を造った場合ですけども、以前の説明では、ここは避難所を造った場合には、上物

を、例えば建物を造ったりとかしたら、できないという縛りがありますという説明を受

けとります。ここには公園が、子ども達が唯一、苓北町で遊べる公園があるわけです。

昨日の一般質問の中でも町長、お答えになりましたけども、将来的にはここに移設をし

て、ここも公園化するんだというお話でしたけども、前回の話みたいに避難所の上には

建物、構造物を造ったらいけないという縛りがあるというのを聞いておりますので、こ

れは本当に移設が可能なのか、その点まで含めてお伺いをいたします。 

○議長（倉田 明君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 私が多分説明しなかったんじゃないかなと思っております。上

に何にも建てちゃいけないとかね。ただ、私、遊具器具ですよ、遊具器具はすぐ動かせ

ますから。で、ある程度、町が投入してつくる施設については、すぐ仮設用地あたりに

変えられるようであれば可能だということで聞いております。 

○議長（倉田 明君） 最後にもう１回、どうぞ、まとめてください。 

○６番（野﨑幸洋君） じゃ、その遊具といいますか、公園について最後だけお尋ねし

ますけども、今回の構想、これで行きますと、サッカー場をつくるための面積部分しか、

当然前回の資料ですから、書いてはないんですけども、どういった考えで、じゃ公園を

移設されるおつもりなのか、その点だけ聞いて終わります。 
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○議長（倉田 明君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 今回、そういうことも、いわゆる子ども達が遊ぶ、今ある遊具

等、必要最低限のものが移設できて、そして、この敷地内に植樹をしている木等が大半

を移築できるように、そういうことを今度詳細設計の中で注文をしていきたいと思いま

すし、今、大体、山の高さが３０ｍから３４ｍぐらいでございますので、その中で必要

な面積がとれるような設計をしていただいて、そうしたならばですね、温泉センターと

も、そして、武道館とのつながりも非常によくなります。そういった面でこれは町の活

性化にもですね、非常によい方向に行くんじゃないかと、避難地は、避難地で、これは

ですね、一時的にはある程度逃げられて、ある程度仮のところに寝泊りはできますが、

やっぱり避難をしている期間というのは、やっぱり１年とか２年になりますので、そこ

には十分じゃないかもしれませんけれども、しっかりした仮設住宅を提供するというの

が大事なことだと思っております。そういう意味で今回は、まだまだ今のところ３３０

戸ほど分しかございませんので、それに１５０軒ぐらいは足していかなければいかんな

という思いで、そのことも含めて詳細設計もお願いしたいと考えているところでござい

ます。 

○議長（倉田 明君） 他にありませんか。神﨑君。 

○１１番（神﨑公顕君） 私も３７ページの災害対策費という目に対する質問をいたし

ます。あくまでもこれは災害対策費としての質問でございます。只今いただきました、

この二つの資料を見てみますと、海抜２５ｍに、今の町長の話では、３４ｍぐらいある

のを２５ｍにするというふうなことの（｢そういうことは言ってないですよ、今｣と呼ぶ

者あり）３４ｍとおっしゃらなかったですかね。 

○議長（倉田 明君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 今、地山が大体３０ｍから３４ｍぐらいの高さですね、それで、

そこを活用できないかということで今回は、詳細設計のときにお願いしていきたいと、

そうすれば、麟泉の湯とも武道館とのつながりもですね、非常によくなるんで、活用が、

幅が広がるんじゃないかと、そういうお答えをいたしました。 

○議長（倉田 明君） はい、神﨑君。 

○１１番（神﨑公顕君） 私もそこを聞いて３４ｍと言いましたのと、それと海抜２５

ｍというのは、資料で、ここで渡された数字が海抜２５ｍと書いてあるから、そういう

ふうに申し上げております。それですから、私が当初から申し上げておりますとおり、

国が今回報告した天草で発生するであろう地震による震度は５から６、津波が来た場合、

波の高さは、４ｍぐらいであるというようなことであります。それですから、苓北町に

は、地形上避難地を造ろうと思えばですね、無尽蔵にあります。うちの辺りは３０ｍか

ら５０ｍ走りますと、もう山でございます。そういったことで、金を賭ける必要は全く
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ないと私は思っております。それよりも避難路の改修で十分ではないか、１００ｍ置き

ぐらいに山に登るような道路を造った方がいいんじゃないかと思っております。又、拠

点避難地というのは、苓北町では何ｍぐらい、以上の高台に避難したら安全だと、町が

町民を誘導する、そういった文書を出す必要があるんじゃないかと思います。又、科学

的に、歴史的にいつごろ苓北町に津波があったのか、今後襲来はいつごろになるという

ような、そういった科学的な話が必要じゃないかと思います。又、計画する以上、学術

的にそういったことを文化的にも、歴史的にも調査をしておく必要があるんじゃないか

と思います。そして、町民に、こういったことで天草には千何百年前にこういったこと

がありました。そのときがもうあと何十年後には来ますというような、そういった学術

的な文言が一言でも入ったならば町民も納得するんじゃないかと思います。ですから、

私がお尋ねしたいのは、こういった計画を立てる以上は、天草にいつごろ地震があって、

津波があって、そして、今、どのくらい経っております。そういう答えをいただきたい

と思います。 

○議長（倉田 明君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） まず、苓北町にどこでもあるということをおっしゃいましたけ

れど、やっぱりそれなりに５戸、１０戸まとめて仮設住宅を建てられる場所というのは

畑以外には早々見つかりません。相当整地をしないとできないところばかりじゃないか

と思っております。そういうこととあわせて、今歴史的に振り返ってみてということで

ございますが、これは科学的にはこの前、熊本県が出しました、まさに神﨑さんがおっ

しゃたように南海トラフとか、なんかのときに回り回って来るのが４ｍだろうというこ

とですが、これ４ｍだから１０ｍ以下にせにゃいかんとかということはないと思います。

やはり造りやすいところがあればですね、そこは２０ｍでも２５ｍでも３０ｍでもいい

のではないかと、ちなみに町がまだ県が指示をなさいませんでしたので、一次避難所、

二次避難所の高さを決めました。そのときには一次避難所が１２ｍ、そして、二次避難

所が２５ｍということでございますが、理論的に言えば、今度の４ｍというのが出たん

で、合わせれば大体、それより以上高いところだったら安心かとは思いますが、これは、

地震というのはいつ来るかどうかというのは、予知はできないはずでございます。ただ

し、例えば富岡半島がもともと島だったのが数万年前につながった。そういう地形の変

動というのは起こるわけでございまして、やはり何かあったときには、しっかり対策を

すると、そのために国も地域が対策がしやすいような起債制度を作っていただいている

わけでございまして、そういった意味では、何かあったときにすぐ仮設住宅が建てられ

るような用地を確保しておくということは、絶対に必要だと考えておるところでござい

ます。 

○議長（倉田 明君） 他にありませんか。錦戸久幸君。 



 

－81－

○１０番（錦戸久幸君） 私も３７ページの件でお尋ねをいたします。既に昨日も一般

質問で大部分をこうしてお尋ねをしましたけども、又、今日、こうして資料も改めて、

前回と同じでありますけども、資料をいただきましたので、お尋ねをしたいと思います。

これ、今、神﨑議員の質問で答弁がありましたけども、この高さはまだ具体的には、最

終的には決めていないというふうなところでしたね。それでこの、示されたこの図面の

１案、２案、これ又どちらになるかもわからないというふうな今の状況ですけども、例

えば、この、高さを、例えば３０ｍぐらいに設定をしたとしますよね、過程の話で、そ

うしてしたときに、今のこの図面で示されたのは海抜の２５ｍですから、これに５ｍ分

ぐらいの等高線を重ねていってすれば、こうして出ると思いますが、そうしたときにこ

れにサッカー場を、仮にサッカー場をするとしたら、もう一面と考えていいですかね。

３０ｍの高さまでしたときには、あとは盛土の関係で面積が広がることもありますけど

も、その点が１点と、そして、この避難地が、ずっとこれまでお尋ねがあっております

けれども、避難地が苓北町の状況に応じて本当にこれだけの規模の避難地が要るのかど

うか。それは用心をすれば用心に越したことはありませんけども、要するに、今ある町

有施設、これを全て有効活用をして、苓北町内にもし、そういった不幸にも大きな災害

が発生をしたときには、もうこれは何に使っとるから、ここは何に使うから避難地には

使われんと、そんなこと言っておられんわけですよね、最悪の場合は。ですから、本当

にそういった災害が来たときに、苓北町の、今ある現存する町有施設、これを１００％

有効に活用して、その上で、しかもこれだけの数が足りないんだというふうな数の出し

方が今まだできていないんじゃないかと、私、思うわけですよ。これはやっぱりね、こ

れはもう基礎数字としてやはり是非こうしてこう、執行部の皆さん方にはつかんでおい

ていただきたい、その上で、その数字をもってこれだから、これだけ足らないから、避

難施設を造りたいというふうなことで進めてもらいたいと思うわけですよね。これは災

害がない方が一番いいですよ。しかし、それは町長が心配されるように町長もやっぱり

町民のいざというときの安全を守りたいという強い責任感でされていると思います。で

すからね、そこら辺を私達も十分理解できるところもありますので、そこら辺の基礎数

字というのはもうちょっとしっかりと押えていただきたいなと思います。それから、こ

の地域防災のこの関連予算ですけども、平成２５年から２６年までの対応でないと後が

望めないかもしれないというふうなことですね。それについては、今年の９月に、９月

までにその申請をしないと、それが来年には間に合わないというふうな状況のようでご

ざいます。その事情も私もよくわかります。しかし、町長、苓北町にはもう１つ私達が

忘れてならない注意点があると思うとですよ。ということは、その誘致企業との関係で、

苓北町はその事業者と進出企業と安定的にそのＡＣⅡを使っていくと、要するに、町が

そういったことを進んで協力するものとするというふうな取り決めもございます。それ



 

－82－

で、そういった取り決めもなかなかこうして陰に隠れて見えにくいですけども、現実的

には苓北町は進出企業との間で、そういったＡＣⅡを使っていくような、いけるような

施策を、協力するようなことになっておりますね。なっておりますよね。ですから、そ

ういった面でね、その、考えて見ますと、今度、上津深江の１工区で７,０００ｔ、２

工区で７万ｔ使用するようなことになっております。それで、その工事が年度末までに

は終わるわけでしょう。ですから、その後、苓北町は、やっぱり何かの形でどこかで、

やはり又、ＡＣⅡを使っていく、そういったこともやっぱりこうして迫られていると私

達は感じるわけですよ。ですからね、そういったことも厳然とした協定書の中でうたっ

てありますので、そのことを表に出さないでするから、何かこう突然的にこういった事

業が出てきたというふうな感じも、今までの中にもあります。ですから、協定書は協定

書で、これは町も履行していかなければなりません。ですから、そういった事業を取り

入れてするには、やはりこうして避難所を造るにしても結構でしょう。それをするにつ

いては、ぴしゃっとした基礎数字、これはね、今言いましたけども、苓北町の現存する

町有施設を全てフル活用して、これだけは賄えるんだという数字は、私はどうしてもこ

れはほしいなと思うとですね。ですから、苓北町全体の行政を考えたときに、やっぱり

そこまで考えて町長にはしていただきたいなと、これは希望も込めてですけど、そうお

願いをしておきます。 

○議長（倉田 明君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） お願いをということでございますが、そういう基礎数字もつか

んだ上での避難地の造成でございます。昨日も申し上げたかと思いますが、約３ｍから

４ｍの津波が満潮時にもし来たならば、苓北町はご存じのように家屋の大半が海岸線で

ございます。特にこの緊急防災対策債をお願いするときに、各役所、そして、国会議員

の先生のところに回った折に、志岐川周辺の満潮時の写真を持っていきましたら、これ

は何かあったら大変だねと、やっぱり全国的な制度として作り上げなければいけないね

ということを皆さん、おっしゃっておられました。それで最初は、全国的な制度じゃな

かったのが全国的な制度に変わって、７割という好条件の交付税額になったわけです。

で、そういう状況でいけば、約１,３００人の方がですね、家を失くされる可能性があ

ると、これは命がなくなるかどうかはそのときの状況もありますが、皆さん訓練もして

おられるし、皆さんが助かられるということを前提に言っているわけでございます。そ

れで、一時的には、それは１週間とか１カ月とか２カ月はですね、これは大変だったか

らということで、体育館なり学校施設なりにお住まいになってもそれは致し方ないと思

っております。ただし、これが半年、１年、２年となってきますと、そういうところで

お住まいいただくのがいいのかどうか、やっぱりそこを十分ではないかもしれませんが、

ある程度仮設の住宅をお願いをして、そこにしばらく、もとの家にお帰りになられるか
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どうか、しっかりそれぞれのご家庭で決めていただいた上で住んでいただく、そういう

ことを考えたわけでございます。その中で、必要な軒数が５５０戸から６００戸と、今

現在、平地を用意している、用意しつつあるところが３２５戸から３３０戸ということ

になっております。又、今回、そこの志岐の中央部に造りますと、これが１案、２案、

２案の部分で行けば、大体５００戸から５５０戸になる、これは先程申し上げました、

課長が申し上げましたように、この用地を造成することで迷惑をお受けになられる方が

いらっしゃると、で、今回、詳細の設計を作るのは、そういう方達になるだけ不安を与

えないような形で詳細設計を作った上で、どうご判断なさるかを見ていただいて、それ

でもいけないときは移転補償、移転をしていただくようにお願いをしていくということ

でございます。そういう意味でですね、一時的には今おっしゃるようなこと、当てはま

る部分がありますが、これが１年、２年となった場合のこともやはり考えてやっていか

なければならないと思いますので、錦戸議員のご意見、非常にありがたいご忠告だと思

いますが、あくまでもこれは短期間の話だと、長期間にわたるときには、やはり二次避

難場所をしっかり整備して、仮設の住宅で不十分かもしれませんが、体育館とか学校施

設に入っていただくよりは、ずっといい条件になるのではないかと、そういう考えの中

でございます。どうぞご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（倉田 明君） 錦戸久幸君。 

○１０番（錦戸久幸君） 町長とは昨日からこの件について議論をしておりますが、私

も町長の町民を思う気持ち、町民を思われる気持ち、これも私もよくわかります。それ

で、やはり先程も言いましたがね、これと平行して、そういった町が背負わされておる

進出企業との約束事、それもありますのでね、私は余計なあれを、心配するわけですよ。

ならば、これには大体、今までの経験からして、ここに造成をするとしますとＡＣⅡは

どれくらい使用されるんでしょうか。 

○議長（倉田 明君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 数字はよくわかりませんが、ＡＣⅡを使うためにこの盛土造成

をやるわけではございませんので、結果、ある程度使うかもしれません。ただ、協定、

協定とおっしゃるけど、具体的に幾ら使うかということじゃなくて、我々もＡＣⅡはす

ばらしいものだと思っておりますので、盛土材、非常に強靭な地盤を造る盛土材として

使う必要のある場合には積極的に使っていく、わざわざ使わんでもいいようなところに

はそれは使う必要はないわけです。だから、そういう面では使う努力はするけど何も義

務は、要するに決まった量をどうするということじゃありませんので、そこのところは

誤解のないようにしておいていただきたいと思っております。そういう意味で、盛土材

として有効に使うか使わないかはわかりませんけど、もし使うとしても数１,０００ｔ

ぐらいではないかなと考えております。なるだけ、地山の部分を使って今度は３０ｍか



 

－84－

ら３４ｍの間の中で隣接の施設とリンクしやすいように、活性化につながりやすいよう

に詳細設計をお願いしていくということでございますので、地山が多くなります。むし

ろ又土を運び出さなきゃいけない状況も出てくる状況もありますので、そこのところは

上手に避難場所としての適正を確保した上で、詳細設計をしていただきたいと思ってお

りますので、進出企業のＡＣⅡをですね、使うためにこれ、やるわけではありません。

今、防災ゾーンはですね、あくまでも平地から１２ｍ揚げるということで、何にもない

ところにやるわけですから、これ、盛土に全部、盛土に、普通の泥になると、昨日もご

指摘いただいたような非常に脆弱なものに用地がなってまいりますので、あれを主流に

使っていくと、今回は地山を主流に使っていきますので、そのＡＣⅡを大半に使うとい

うことは、考えておりませんし、そう使わなくていいんじゃないかと、これは詳細設計

によりますけれど、そういう状況だと考えております。 

○議長（倉田 明君） 錦戸久幸君。 

○１０番（錦戸久幸君） まあ、町長の気持ちもよくわかります。このＡＣⅡを取り入

れたときにですね、その直後ぐらいでしょうか、町長は、答弁の中で、｢年間、３,００

０万円から４,０００万円も支出するのは確かに大変なことではありますが、地方自治

体も責任を持った形で何らかの負担をしていかないと企業進出もままならないと思う｣

というふうな答弁のくだりもありますんでね、ですから、こういったことでされるとき

には、私もそれを、いい工事には、今までもいい工事がいっぱいあったと思いますよ、

いい工事もいっぱいあったけれども、やはり今後もそういったことでいろんな両面のこ

とでやっぱり配慮をして進めていってもらいたいなと思います。この件はこれで収めま

す。 

それから、町長と議論ばっかりしておってもいけませんので、後は温泉の、温泉セン

ターの件で１つお尋ねをしたいと思います。工期が４カ月かかって２カ月間を閉館する

というようなことでしたが、今、温泉センターは苓北町商工会と指定管理者の関係にあ

りまして、この間、まあ、当初からの年間計画で、こうして大規模な改修をするという

ようなことが、何か両者間で話し合いをされたのかどうか、そして、話はされとっとで

すかね。そうすれば、指定管理者との関係は問題なかわけですよね。後は負担関係で決

めれば、そういったことでいいわけですかね。（私語する者あり）もう３回目ですから、

私も。それで支障がなければそれでいいんですが、何か又、新たに予算を計上せんばい

かんとか何とかあったら説明をしてください。そして、この休館中にですよ、２カ月の

休館中に、例えば他の、代替は考えられないのかということでお尋ねしたいと思います。

今、福祉センターにも温泉の湯をトラックで運んでいますよね、それで休館中はお湯は、

そして余裕があると思いますので、そこら辺の福祉センターを今も利用してありますけ

ども、今までよりももっと利用しやすいような、そういったこと、例えば１日に今まで
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運んでおったトラックの台数をお湯を新しくするために、その運搬の回数を増やすとか、

２カ月の間、もっとこう、福祉センターを利用しやすいような、そういった方策は考え

てありませんか。 

○議長（倉田 明君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（田尻幹雄君） 商工会との調整は、年度始めの協定を結ぶときに今年

こういう工事をする予定でありますということで話し合いを既にしております。で、そ

の分で先程、浜口議員の方からありましたけれども、雇用の問題をどうするのかという

話で調整をするような感じで動いております。それと、今、福祉センターの方との利用

については、その時点では考えておりませんでしたけども、休館の間は、特に、回数券

じゃなくてなんですかね、パス券を持っておられる方がおりますね、その分についての

どのような取り扱いをするかということを、今、話をして、休館中の分の利用の限度を

伸ばすかなという話はしているところです。で、福祉センターの方の利用回数をどうす

るか、そこまでまだ、話をしておりませんので、今の段階ではお答えするのは難しいと

思いますので、すみませんけど。 

○議長（倉田 明君） 質疑中ではありますが、お昼のため、１時まで休憩をいたしま

す。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後０時０４分 

再開 午後１時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（倉田 明君） それでは、休憩前に引き続き、本会議を開きます。 

先程、質疑が続いておりましたが、昼食のため休憩いたしました。他に質疑はありま

せんか。はい、大仁田君。 

○４番（大仁田藤男君） ３７ページの拠点避難地の件でお尋ねします。一般質問でも

お尋ねしておりましたが、ここの予定地がですね、町有地ということで土地買収、他、

そういったお金が要らないということで進めてきたわけですけど、遊具とか設備の一部

移転の費用はかかるにしても、今までは土地代とか補償費はなかったわけですね。今回、

４,０００万円ほどの補正予算が組まれたわけですけど、こういった金額の、何といい

ますかね、他に予定地の検討をされたのかどうか。この金額で他に候補地が買えるんじ

ゃないかなというようなことも一応提案したつもりでおったんですけど、その辺は検討

されてないのかと、費用対効果といいますか、これだけの金額を使って、この地点以外

の予定地といいますかね、は検討されなかっのか、その１点だけお尋ねしたいと思いま

す。 

○議長（倉田 明君） 町長。 
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○町長（田嶋章二君） 具体的には志岐の招魂場の裏辺りの話がございましたが、まあ、

ちょっと造成費用等を考えて、無理じゃないのかなと、それともう１つは、他には具体

的に、我々も買収費がかかった上に造成費がかかりますので、その辺のところは、具体

的には、私は動いておりません。で、用地買収費は私もかからないものと思って、最初

は防災上の対策を整えた形でおりましたところ、大仁田さんからのご忠告もあって、近

所の２軒の方にご説明に行ったところ、引越しをしたいという方と、協力はしたいけれ

ども、なるだけここにいたいという方、お２人、そういうことで今回、改めて、なるだ

け圧迫感のないような設計もして、そして、ご検討いただくと、この場所でやっていき

たいと考えているところであります。詳細設計を抜きますと、４,０００万円ぐらいか

な、補償移転、もろもろ考えてもですね、これと見合うものというのは大体、安くても

そんなものだろうかなという気もいたします。具体的に、提案というか、我々も思いつ

かなかったと、それと町有地が大半であるということで今回、そういう提案をしたとこ

ろでございます。 

○議長（倉田 明君） 大仁田藤男君。 

○４番（大仁田藤男君） 私達も町有地で手が要らないということでずっと審議に応じ

てきたわけですけど、今の場所でもですね、何ていいますか、避難の住宅は何軒か建つ

と思いますね、他に求めた場合には、それがプラスアルファーになるんじゃないかなと

いう考え方もあるわけですよ、この金額で。３,９７７万９,０００円ですかね、これだ

けの金額で他に土地が求められれば、今の場所も使えるし、他の土地もこういった設計

でできるというふうな考え方ができるわけですけど、そういった検討がなかったのかな

というのが１つあったものですから、質問いたしました。 

○議長（倉田 明君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 要するに費用対効果という面でいきますと、この２軒をそのま

まにしておいて防災対策を打ったところ、３億円以上かかったわけですね、この２軒の

方に今提案しておりますような金額を割きましても、今度、２軒の方がいらっしゃらな

くなると、その分だけ防災対策の費用が安くなるということで、この２軒の方、移転を

していただいた方が我々も心苦しくないし、そして、費用も安くなるということで今回、

こういう提案をしているところでございます。 

○議長（倉田 明君） 他にありませんか。はい、浜口君。 

○２番（浜口雅英君） 質疑なしということでよろしいんでしょうか。 

○議長（倉田 明君） 他に質疑はありませんか。はい、浜口君。 

○２番（浜口雅英君） 動議を提出したいと思います。 

○議長（倉田 明君） 今、質疑中でございますが、只今、浜口議員の方からご提案が

ありましたが、まあ、審議中でも不可能ではありません。で、一応質疑停止ということ
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でございます。動議が只今、浜口議員の方から出ました。本案に対して、浜口雅英君他

２名から動議が提出されております。資料配付のため、しばらくお待ちください。 

（資料配付） 

○議長（倉田 明君） この動議は２人以上の賛成がありますので、成立しました。し

たがって、これを本案とあわせて議題とし、提出者の説明を求めます。浜口雅英君。 

○２番（浜口雅英君） 平成２５年９月６日、苓北町議会議長、倉田 明様。発議者、

苓北町議会議員、浜口雅英、苓北町議会議員、神﨑公顕、苓北町議会議員、野﨑幸洋。 

平成２５年第２０回苓北町議会定例会、議案第１９５号、平成２５年度苓北町一般会

計補正予算（第４号）に対する修正動議 

上記の動議を地方自治法第１１５条の２及び会議規則第１７条第２項の規定により、

別紙の修正案を添えて提出します。 

まず、修正動議に至った経緯を説明いたします。 

この件につきましては、当初サッカー場ということでいろいろ審議がなされました。

その後、３・１１東北震災後はサッカー場と避難所、又９月５日、先日は防災公園とい

う新しい名前も付いたようでございます。しかし、現在もコート数も、先程見せていた

だいた資料でも、１面なのか２面なのか定かじゃない。計画地盤の高さも２５ｍとか３

０ｍとかいろんな話が出ております。それから、事業費も示されていない中で、測量費

が今回、補正をされました。今後、仕上がりまで幾ら金がかかるのか、全く不明でござ

います。 

２番目に、広場の改修についてです。まず、１つにはこども達が車両の進入のない安

全な遊び場として家族ぐるみで利用されております。２番目に、成人の方の、高齢者も

含めてですが、グラウンドゴルフ場として利用されております。３番目には、夕日や苓

北町の景色の眺望に優れて、又温泉センターの横に立地している。そういう関係で町民

の癒しの場として大いに活用されております。以上のことなどから、補助事業で設置し

た目的どおりの現在の施設は、十分に役割を果たしております。 

次に、これらの利活用の現状を見た場合、これをなくし、新たな施設の建設は、今の

施設に投入された税金が無駄となり、新たな施設の起債の償還、維持管理、施設の負担

が出てきて、今後の世代へ負の遺産を残すおそれがあります。３番目、サッカー場建設

には、何の目的があるのか、１、検討委員会にオブザーバーとして当初出席いたしまし

た。そのときの講師の先生の話では、スタンド、控え室、トレーニングルームなどで、

約二十数億円要するというふうに言われました。２番、今回の建設計画で、収支の計算

はどのように考えておられるのか、試算してあるのか、どのようなイベントや大会を計

画してあるのか、何も示されておりません。３番目、本事業は、本来の行政サービスの

範疇を超えているというふうに考えます。４番目、避難所としての活用、１つ、津波時
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の二次避難所として仮設住宅の予定地としての考えもあるようですが、あえて有効に利

用されているこの広場を潰して、サッカー場、二次避難所にしなければならないのか、

町民の納得を得られるような理由が見当たりません。２番目、これまでも議会の中で、

議論されてきたように、二次避難所の適地は町内に複数存在し、仮に仮設住宅を建設す

る場合が出てきても建設可能な土地はあります。３番目、それは今存在する高台の広場、

施設などがあるわけですので、今ある施設の有効利用を図るべきでございます。だと思

います。 

それでは、お配りしてもらいました資料を説明いたします。 

２枚目の別紙です。表題は略します。議案第１９５号、平成２５年度苓北町一般会計

補正予算（第４号）の一部を次のように修正する。 

第１条中｢４億２,５２０万１,０００円｣を、｢３億７,２０２万２,０００円｣に、｢５

０億２,２５１万４,０００円｣を｢４９億６,９３３万５,０００円｣にそれぞれ改める。 

次、資料の一番最後です。３７ページをお開きください。これが款８、消防費、項１、

消防費、目４、災害対策費です。修正をかけた分だけを言います。補正前の額、２４２

万４,０００円、補正額１１６万８,０００円、合計３５９万２,０００円。補正額の財

源の内訳、国庫支出金５０万円、地方債０、その他０、一般財源６６万８,０００円、

節です。１３の委託料、１,３４０万円を０にします。説明の方は省きます。１７、公

有財産購入費１,４７７万９,０００円を０とします。２２、補償補填費及び賠償金２,

５００万円を０とします。したがいまして、消防費の合計は、補正前の額３億２,３９

８万６,０００円、補正額１１６万８,０００円、補正後の額３億２,５１５万４,０００

円、財源の内訳は、国県支出金が従来どおり５０万円、地方債が０円、その他が０円、

一般財源が６６万８,０００円でございます。以上です。 

○議長（倉田 明君） 只今、説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑は

ありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 質疑なしと認めます。これから討論を行います。まず、原案賛

成者の発言を許します。山下君。 

○８番（山下時義君） ８番、山下です。私は只今の動議について反対の討論を行いま

す。平成２３年８月３０日、町長からサッカー場等の設備等に関する依頼の検討委員会

がありました。そのとき、東日本の教訓を踏まえ、地域の防災拠点として施設整備も考

慮した中で、さらに苓北町にサッカー場の施設整備を行うことにより、交流人口の増大、

地域の経済の活性化を図ることを可能がどうか、検討するとともに、現有施設全体のあ

り方、新たな需要に対応するサッカー場等の整備計画について、用地、財源、整備、効

果等を総合的に勘案して、整備を行うよう検討されたいと、このような諮問がなされ、
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私達議会からも錦戸俊春議員、大仁田藤男議員、私３名が選出されまして、そこで慎重

審議をいたしました。その間、私は、この問題については、非常に良くわかりませんで

したので、中津江村を視察したり、あるいは大津町を視察をしたり、知識を深めたわけ

でございます。その委員会は４回開きました。そこで町長に要望をしております。まず、

計画地であります。地域の防災拠点、災害時の仮設住宅用地などによる地盤が強固な高

台への施設整備が望ましい。現有施設との効率的な利用を図るため、運動施設が集中し

ている志岐地区一帯の整備が望ましい。次に、町有地又は用地取得費が安価な土地が望

ましい。財源については、施設整備及び維持管理に係る経費については、有利な補助金

等の活用を活かし、利用者による役務の提供など、新たな一般財源が多額にならないよ

うに財源確保に努めてくださいと、このような提言をしております。 

又、その他として、多目的な利用と、小中高の合宿や大会開催を、主にＪリーグや他

のスポーツ競技等のキャンプ誘致も視野に入れて計画をしてくださいと、このような答

申をしているわけでございます。 

それで、現在、苓北町では、坂瀬川にサッカー場があるわけでございますが、平成２

１年の利用者は、２万２,０９５名であります。平成２２年は、１万７,１９６人です。

九州電力に行って私調べましたが、平成２４年は、４,３４８名がサッカー場を利用し

ております。又、グラウンドゴルフには、２,２３７名、その他、保育園が主に利用さ

れるそうでございますが、土曜、日曜ともなれば、家族ぐるみでハイキングというです

かね、そういうのを楽しんでおられる方が、４７０名、合計の６,７５５名であります。

そういうことで非常にサッカー場に対する、私申し上げましたような数字でわかるよう

に、町民の方々、町内外の方々、利用が多くなっております。そういう私達の答申に基

づいて、町長は、今回、提案をされたものと私は信じておりまして、答申から約２年が

経過しております。何で私達の答申に答えていただけないかなという委員の方もいらっ

しゃいます。そういうことで先程からいろいろお話がございますように、起債の時期が

今月、提出しなければ確保できないと、そういう事情もあって提案したんだと、これは

私は正しいんじゃなかろうかと、そういうことを思いまして、原案は修正しなくても私

はいいと思いますので、只今の修正動議に反対です。以上です。 

○議長（倉田 明君） 修正案に反対ということでございますが、原案には賛成という

意味ですかね。（｢そうです、もちろんですよ｣と呼ぶ者あり）その辺が若干。 

○８番（山下時義君） 議長、じゃはっきり申し上げます。修正動議には反対でありま

す。原案には修正する必要がないから、賛成というははっきりと申し上げます。以上で

す。 

○議長（倉田 明君） それを最初にきちっと言ってもらえばよかったんですけれども、

ちょっと聞き取りにくかった部分がありましたので、確認をいたしました。 



 

－90－

次に、原案及び修正案反対者の発言を許します。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） ないようでございますので、次に、原案賛成者の発言を許しま

す。（｢原案はどっちの方の原案ですか｣と呼ぶ者あり）原案は、執行部が出されたのが

原案です。はい、錦戸俊春君。 

○７番（錦戸俊春君） 賛成者の立場で意見を述べさせていただきます。この件につき

ましては、苓北町サッカー場建設について、２３年の２月１５日に陳情書が提出されて

からのことでございました。議会では、苓北町活性化対策特別委員会を設置し、２３年

４月２７日から２４年の１１月１６日までにかけて、計８回にわたって協議を重ねてま

いったところでもございました。その間、陳情者からの意見の聴取及び町当局からの意

見を聴取し、慎重に審議をしております。町当局からは建設予定地の説明及び図面が提

出され、説明がなされました。審議の中で、維持管理の問題又は交流人口を含めて費用

対効果や町の財政事情等の面で厳しいのではないかとの意見もありましたが、何らかの

アクションを起こさなければ、このままでは町は衰退するという意見もありました。サ

ッカー場を建設し、交流人口を増加させ、活性化につなげ、経済効果も期待できるもの

との意見もあり、さまざまの協議を重ねて陳情を採択した経緯がございます。又、町の

方では、サッカー場等の建設検討委員会を設立され、先程、山下議員からも説明がござ

いましたけれども、答申を出されております。議会からも３名の議員がその委員となっ

て私もその一員でございました。先程の山下議員と重複いたしますけれども、その中の

計画地は、地域の防災拠点、災害時の仮設住宅用地となるような地盤が強固な高台への

施設整備が望ましい。次に、現有施設との効率的な利用を図るため、運動施設が集積し

ている志岐地区一帯への整備が望ましい。町有地又は用地取得費が安価な土地が望まし

い。財源の面では、施設整備及び維持管理に係る経費については、有利な補助金等の活

用や利用者による役務の提供など、町の一般財源が多額にならないような財源確保体制

の整備を行うこととされております。先程も述べたようなことを総合的に判断され、幾

度となく説明があっております建設予定地に有利な財源の確保ができ、避難地の用地と

して建設をされ、サッカー場としても使用するものと理解をしております。そういうこ

とで今回の提案に至ったものと理解をしているところでございます。したがいまして、

本議案につきましては、賛成の立場で意見を述べさせていただきました。 

○議長（倉田 明君） 次に、修正案賛成者の発言を許します。はい、神﨑君。 

○１１番（神﨑公顕君） 私、単なる反対というようなことを考えますと、この提出さ

れております補正予算は災害対策費なんですね、それですから、サッカー場とは私は全

く関係のないような考えでおります。それですから、災害対策に対しては、当初申し上

げましたとおり津波が来ても波の高さは４ｍぐらいであると、それですから、避難する
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にはたくさんの土地がそれぞれありますし、家が流されたというような、そういうふう

な災害があると、町長の答弁にもありましたけれども、歴史的に本当にあったのかどう

か、そういったことが納得できれば私も賛成をしたいと思いますけれども、今日のこの

件はあくまでも災害対策費の提案でございますので、私は反対をいたします。 

○議長（倉田 明君） 原案に反対ということの意味だと理解すべきといたします。 

続きまして、原案賛成者の発言を許します。ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 次に、原案及び修正案反対者の発言を許します。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

（私語する者あり） 

○議長（倉田 明君） そういうとおりでございますので、従ってください。よろしく

お願いします。 

次に、ないようであれば、原案賛成者の方の発言を許します。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） ないようであれば、次に、修正案賛成者の発言を求めます。野

﨑君。 

○６番（野﨑幸洋君） 原案に反対し、修正案の賛成の立場で討論いたします。 

当初、第１回の苓北町サッカー場建設検討委員会で、Ｊ１、Ｊ２のキャンプ地として

誘致する施設の概要等の説明があった際、１チーム総勢５０名程度が１、２週間滞在す

るため、宿泊できる施設や雨天練習など全体的に約２、３０億円の、程度の施設が必要

との説明でありました。しかし、避難所を兼ねたサッカー場を造るとなると、まず、観

客席、宿泊施設、雨天練習場など構造物の施設は造ることができず、ただの更地の上に

人工芝と天然芝が植えられたサッカー場ということになります。当初の、陳情されたと

きの内容とは大きくかけ離れて来ている話になってきます。その程度の施設で果たして、

Ｊ１、Ｊ２のチームが毎年のようにキャンプに来るのか疑問であります。例え、大学生、

高校生が夏休みなどの期間にキャンプをして利用したとしても、設備投資と年間維持費

の費用対効果がどれほどあるのか疑問であります。又、今回、２軒の方に迷惑をかけ、

長年住んでこられた家や土地を譲り受けてまで、今この場所に造らなければならないの

でしょうか。大変疑問に思うところであります。そういった意味で、まだまだ今回の計

画、見直す余地が十分あると思いますので、原案に反対し、修正案に賛成をいたします。 

○議長（倉田 明君） 次に、原案賛成者の発言を許します。ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 次に、原案及び修正案反対者の発言を許します。ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（倉田 明君） 次に、原案賛成者の発言を許します。ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 次に、修正案賛成者の発言を許します。浜口君。 

○２番（浜口雅英君） 今、討論を聞いている中でですね、財源的にも非常に有利だと

いう話が出ております。中には、補助金という言葉を使われておりますが、それは補助

金ではない。あくまでも起債であって、起債が交付税の中に算定する率が高いというこ

とでありますので、補助金ではないということを指摘しておきます。それから、原案の

賛成者の方の意見に、Ｊリーグの云々という話も出ておりました。これは確かに、サッ

カー場、陳情者の諮問委員会の中では私もそういう話を聞いております。しかし、今ま

でずっと２年何箇月ですか、ずっといろんな、このことについて議論してきた中で、そ

ういう具体的な計画は一切出ておりません。それから、以上です。によって、原案に反

対します。 

○議長（倉田 明君） 次に、原案賛成者の発言を許します。ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 次に、原案及び修正案反対者の発言を許します。ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 次に、原案賛成者の発言を許します。ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 次に、修正案賛成者の発言を許します。錦戸久幸君。 

○１０番（錦戸久幸君） １０番、錦戸です。私もこの、只今、出されました修正案に

対して、賛成の立場で修正案賛成討論を行います。 

この件につきましては、いろんな角度から議論が重ねられてまいりました。これはあ

くまでも防災施設の対策でございまして、私達も冷静に判断をしなければならないと思

います。いろいろ、るる説明もあり、納得する面もありますけども、この地域防災、こ

の事業が平成２５年から２６年までの対応でないと後ができない可能性があると、それ

も９月いっぱいにしなければならないというふうな、お尻が決まったような状況でのこ

とでもございました。この件につきましては、苓北町に考えられる避難場所、避難施設

が他にどうしても不足をするならば、これは提案されたように私も賛成をしなければな

りませんが、今ある町内の現有施設を眺めてみますと、まだまだ有効活用される施設が

あると考えます。ですから、この地域防災事業に対する、この事情もわかりますけども、

この期限はこの９月いっぱいで押し切られるのじゃなくて、やはり、もっともっと慎重

に検討も重ねていく価値が十分にありはしないかなと思います。それから、先程申し上

げましたように、苓北町が事業を取り組んでいかなければならない、そういった側面の

事情もございます。それもわかりますけども、やはりこの事業、この防災施設の対応に
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ついては、原案を修正する案に賛成をいたします。以上です。 

○議長（倉田 明君） 次に、原案賛成者の発言を許します。ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 次に、原案及び修正案反対者の発言を許します。ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 次に、原案賛成者の発言を許します。ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 次に、修正案賛成者の発言を許します。ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） ないようでございますので、これで討論を終わります。議案第

１９５号を採決します。 

まず、本案に対する浜口雅英君、他２名から提出された修正案について採決いたしま

す。本修正案に賛成の方は起立願います。 

（｢賛成者起立｣） 

○議長（倉田 明君） 起立少数です。したがって、修正案は否決されました。 

 次に、原案について起立によって採決します。原案に賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（倉田 明君） 起立多数です。したがって、議案第１９５号、平成２５年度苓

北町一般会計補正予算（第４号）は、原案のとおり可決することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第７ 議案第１９６号 平成２５年度苓北町国民健康保険特別会計補正予算（第

１号） 

○議長（倉田 明君） 日程第７、議案第１９６号、平成２５年度苓北町国民健康保険

特別会計補正予算（第１号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。（｢議長、ちょっとお尋ねしますが｣と呼ぶ者あり） 

○議長（倉田 明君） はい、錦戸久幸君。 

○１０番（錦戸久幸君） 今修正の部分の賛成と原案の部分の賛成がありましたけども、

修正部分を除く原案の賛成というのをとらんでもよかっですかね。どがんですか。 

○議長（倉田 明君） そういうケースもあるようでございます。しかし、今回はそう

いうことで対応できると思っております。 

提案理由の説明を求めます。健康増進室長。 

○健康増進室長（山﨑敬一君） 議案第１９６号、平成２５年度苓北町国民健康保険特

別会計補正予算（第１号）（案）について説明をいたします。 

今回の補正は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１,０１３万６,０００円を



 

－94－

追加し、歳入歳出それぞれ１２億５,３７４万円とするものでございます。 

今回の補正の主な理由は、平成２４年度決算に伴うものと、社会保険診療報酬支払基

金関係の各種納付金、拠出金、交付金の確定に伴うものでございます。 

歳入補正予算の中身についてご説明をいたしますので、６ページをお開きください。

款４、国庫支出金、項１、国庫負担金、目１、療養給付費等負担金の２,９６６万８,０

００円の減額ですが、療養給付費等負担金については、療養給付費等から前期高齢者交

付金を差し引いた額に、定率３２％をかけて算出しておりますが、今回、前期高齢者交

付金が、概算交付決定により、増額になりましたので、増額分に定率をかけた２,６２

５万２,０００円を減額しております。又、その下の３つの負担金につきましては、歳

出における社会保険診療報酬支払基金の介護納付金、老人保健拠出金、後期高齢者支援

金等の決定通知に基づき、減額補正しておりますので、定率の３２％を掛けて算出した

額をそれぞれ減額しております。 

７ページをお願いいたします。項２、国庫補助金、目１、財政調整交付金８３４万４,

０００円の減額ですが、療養給付費等負担金と同様に介護納付金等、減額補正額の定率

９％相当額を減額するものでございます。 

次に、８ページをお願いします。款５、療養給付費交付金１,４０３万３,０００円の

増額につきましては、平成２４年度交付決定額に伴う過年度分の収入でございます。 

９ページをお願いします。款６、前期高齢者交付金ですが、社会保険診療報酬支払基

金の概算交付決定により、８,２０１万８,０００円の増額補正でございます。 

次に、１０ページをお願いします。款７、県支出金、項２、県補助金、目２、財政調

整交付金８３４万４,０００円の減額は、国の財政調整交付金同様に介護納付金等、減

額補正額の９％相当額を減額するものでございます。 

１１ページをお願いします。款１１、繰入金、項２、基金繰入金、目１、財政調整基

金繰入金５,５５５万１,０００円の減額補正は、平成２４年度決算に伴う繰越金や前期

高齢者交付金等の増額に伴い、財源が発生いたしましたので、減額するものでございま

す。 

１２ページをお願いします。款１２、繰越金、項１、繰越金、目１、その他繰越金１,

５９８万２,０００円の増額は、前年度決算による余剰金から条例に基づく積立金２０

０万円を控除した額でございます。 

１３ページをお願いします。款１３、諸収入、項４、雑入、目６、雑入１万円の増額

は、レセプト点検嘱託職員の雇用保険料の分でございます。 

以上が、歳入補正予算案でございます。 

続きまして、歳出補正の説明をいたしますので、１４ページをお願いいたします。款

１、総務費、項４、医療費適正化対策事業費、目１、医療費適正化対策事業費２,００
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０円の増額は、レセプト点検嘱託職員の雇用保険料の不足分でございます。 

１５ページをお願いします。１５ページにつきましては、財源区分変更のための補正

でございます。 

１６ページをお願いします。款３、後期高齢者支援金等、合計で６５７万８,０００

円の減額及び次のページの１７ページ、款４、前期高齢者納付金等、合計で１万８,０

００円の減額、次の１８ページ、款５、老人保健拠出金、合計で１万３,０００円の減

額並びに１９ページ、款６、介護納付金４０８万６,０００円の減額は、いずれも社会

保険診療報酬支払基金からの決定通知に基づくものでございます。 

２０ページをお願いします。款１１、諸支出金、項１、償還金及び還付加算金、目３、

償還金２,０８２万９,０００円増額は、平成２４年度実績に伴い、療養給付費等負担金

及び特定検診等国庫負担金並びに県負担金の返還金でございます。 

以上が、平成２５年度９月補正の内容でございます。ご審議のほどよろしくお願いい

たします。 

○議長（倉田 明君） 質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 質疑なしと認めます。これから討論を行います。討論ありませ

んか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 討論なしと認めます。議案第１９６号を採決します。本案は原

案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［｢異議なし｣と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１９６号、平成２５

年度苓北町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）については、原案のとおり可決す

ることに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第８ 議案第１９７号 平成２５年度苓北町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

○議長（倉田 明君） 日程第８、議案第１９７号、平成２５年度苓北町介護保険特別

会計補正予算（第１号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。福祉保健課長。 

○福祉保健課長（田尻伸治君） 議案第１９７号、平成２５年度苓北町介護保険特別会

計補正予算（第１号）（案）についてご説明いたします。 

今回の補正は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ６６９万３,０００円を追

加し、歳入歳出それぞれ８億７,６８７万５,０００円とするものでございます。 

今回の補正の主な理由は、前年度決算に伴うものと実績報告による国・県及び支払い
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基金分が確定によるものでございます。 

それでは補正予算の中身についてご説明いたしますので、６ページをお開きください。

歳入です。款８、繰越金ですが、前年度決算によりまして、５０６万１,０００円の増

額補正でございます。 

７ページをお願いします。款９、諸収入、項３、雑入、目４、過年度収入、節１、介

護給付費負担金過年度収入ですが、前年度精算による熊本県からの追加交付金で、１６

３万２,０００円の増額補正でございます。 

８ページをお願いします。款１、総務費、項１、総務管理費、目１、一般管理費、節

９、旅費につきましては、予算の不足が見込まれますので、２万円の増額補正でござい

ます。 

９ページをお願いします。款２、保険給付費、項２、介護予防サービス等諸費、目１、

介護予防サービス等給付費、節１９、負担金補助及び交付金につきましては、予算に不

足が見込まれますので、介護予防福祉用具購入費として２０万円、介護予防住宅改修費

として８０万円、地域密着型介護予防サービス給付費として２７５万９,０００円、あ

わせて３７５万９,０００円の増額補正をお願いするものです。 

１０ページをお願いいたします。款３、地域支援事業費、項２、包括的支援事業・任

意事業費につきましては、地域包括ケア会議委員費用弁償１０万３,０００円の増額を

お願いするものでございますが、現在、一般会計で支出というものを特別会計で支出す

るためでございます。次の議会で一般会計分の減額を行う予定となっております。 

最後に１１ページをお願いいたします。款６、諸支出金、項１、償還金及び還付加算

金、目２、償還金２８１万１,０００円の増額は、前年度精算によりまして、国及び支

払い基金に対しまして、負担金交付金の返還を行うものでございます。 

以上が、平成２５年度苓北町介護保険特別会計補正予算（第１号）の内容でございま

す。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（倉田 明君） 質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 質疑なしと認めます。これから討論を行います。討論はありま

せんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 討論なしと認めます。議案第１９７号を採決します。本件は、

原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［｢異議なし｣と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１９７号、平成２５

年度苓北町介護保険特別会計補正予算（第１号）は、原案のとおり可決することに決定
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しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第９ 議案第１９８号 平成２５年度苓北町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号） 

○議長（倉田 明君） 日程第９、議案第１９８号、平成２５年度苓北町後期高齢者医

療特別会計補正予算（第１号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。健康増進室長。 

○健康増進室長（山﨑敬一君） 議案第１９８号、平成２５年度苓北町後期高齢者医療

特別会計補正予算（第１号）（案）についてご説明いたします。 

今回の補正は、歳入歳出の総額に、歳入歳出それぞれ２８万３,０００円を追加し、

歳入歳出それぞれ１億９６４万５,０００円とするものでございます。 

まず、歳入補正予算の中身について説明いたしますので、６ページをお開きください。

款１、後期高齢者医療保険料、項１、後期高齢者医療保険料、目２、普通徴収保険料２

８万３,０００円の増額は、２４年度で保険料の滞納が生じたための滞納繰越分でござ

います。 

７ページをお願いします。款３、繰入金、項１、繰入金、目１、一般会計繰入金７２

万７,０００円の減額は、２４年度の決算に伴い繰越金の財源が発生しましたので、同

額分を減額するものでございます。 

８ページをお願いします。款４、繰越金ですが、２４年度の決算による繰越金７２万

７,０００円の増額でございます。 

以上が、歳入補正予算案でございます。 

続きまして、歳出補正の説明をいたしますので、９ページをお願いいたします。款２、

後期高齢者医療広域連合納付金ですが、滞納保険料徴収分を連合会に支払う額２８万３,

０００円の増額でございます。 

以上が、平成２５年度９月補正の内容でございます。ご審議のほどよろしくお願いい

たします。 

○議長（倉田 明君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論

を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 討論なしと認めます。議案第１９８号を採決します。本件は、

原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［｢異議なし｣と呼ぶ者あり］ 
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○議長（倉田 明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１９８号、平成２５

年度苓北町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、原案のとおり可決すること

に決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１０ 議案第１９９号 平成２５年度苓北町水道特別会計補正予算（第２号） 

○議長（倉田 明君） 日程第１０、議案第１９９号、平成２５年度苓北町水道特別会

計補正予算（第２号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。水道環境課長。 

○水道環境課長（大田勝彦君） 議案第１９９号、平成２５年度苓北町水道特別会計補

正予算（第２号）（案）についてご説明いたします。 

今回の補正は、歳入歳出予算の総額に、それぞれ８２６万１,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を２億８,１３９万４,０００円とするものでございます。今回の補正

は、平成２４年度決算に伴うことが主な理由でございます。 

歳入歳出の詳細につきまして説明いたしますので、６ページをお願いいたします。ま

ず、歳入でございますが、款の７、繰越金、項の１、繰越金、目の１、繰越金でござい

ますが、８２６万１,０００円、平成２４年度からの繰越金の分でございます。 

次に、７ページをお願いいたします。歳出です。款の１、水道費、項の１、水道管理

費、目の１、一般管理費、節の１１で１９７万９,０００円、修繕料でございます。こ

れは突発的な修繕に充てるためのものでございます。次に、節の１５、工事請負費３０

０万円の増額でございます。これは志岐地区内におきまして、農水管の敷設換え工事が

ありますので、それにあわせて水道の老朽管を更新するものでございます。次に、節の

１９、負担金補助及び交付金１７１万８,０００円の減額でございますが、これは都

呂々ダム共同管理費の部分でございますが、共同管理費の２４年度精算においてのもの

で、本年度の負担金で調整するものでございます。 

次に、８ページをお願いいたします。款の３、積立金、項の１、積立金、目の１、積

立金５００万円の増額でございます。平成２４年度において笹尾浄水場更新事業で５０

０万円を取り崩しております。今回の５００万円をさらに積み立てるというようなこと

でございます。 

以上が、平成２５年度苓北町水道特別会計補正予算（第２号）（案）の内容でござい

ます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（倉田 明君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。はい、山下君。 

○８番（山下時義君） 課長にお尋ねします。この７ページのですね、都呂々ダムの共

同負担金が減額になっているんですが、もう少し内容をですね、お知らせ願います。何

でこうなっているのか。 
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○議長（倉田 明君） 水道環境課長。 

○水道環境課長（大田勝彦君） 都呂々ダムの負担金につきましては、工業ダムと簡易

水道関係と農業関係ですたいね、そういうふうな形で３つで共同負担金ということにな

っているわけでございますが、簡易水道部分につきましては、１７％が簡易水道部分の

負担金でございまして、昨年度２４年度の決算でですね、１,０１０万１,８２２円の執

行残が都呂々ダム共同負担金の中で残っているということでありますので、それに対し

て、簡易水道の負担部分の１７％を掛けた分につきましての減額というふうなことで、

本年度の負担金で調整というようなことでございます。 

○議長（倉田 明君） 他にありませんか。はい、田嶋君。 

○５番（田嶋豊昭君） 水道の老朽化で換えるということですけれども、農水管と並行

されていると思うんですけれども、これは場所はどこでしょうか。 

○議長（倉田 明君） 水道環境課長。 

○水道環境課長（大田勝彦君） 城下地区のですね、城山で、コミセンの横から登って

いく道がありますですよね、そして、高戸アパートですかね、あそこのところまでの部

分で、水道管の更新計画は、約１５０ｍぐらいです。 

○議長（倉田 明君） 他にありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。討論はありま

せんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 討論なしと認めます。議案第１９９号を採決します。本案は、

原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［｢異議なし｣と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１９９号、平成２５

年度苓北町水道特別会計補正予算（第２号）については、原案のとおり可決することに

決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１１ 議案第２００号 平成２５年度苓北町下水道特別会計補正予算（第２号） 

○議長（倉田 明君） 日程第１１、議案第２００号、平成２５年度苓北町下水道特別

会計補正予算（第２号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。水道環境課長。 

○水道環境課長（大田勝彦君） 議案第２００号、平成２５年度苓北町下水道特別会計

補正予算（第２号）（案）についてご説明いたします。 

今回の補正は、歳入歳出予算の総額に、それぞれ１６９万３,０００円を追加し、歳
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入歳出それぞれ３億２,２６６万５,０００円とするものでございます。今回の補正の主

なものは、平成２４年度の決算に伴うものでございます。 

詳細につきまして説明いたしますので、６ページをお願いいたします。歳入でござい

ます。款の４、繰越金、項の１、繰越金、目の１、繰越金１６９万３,０００円、前年

度の繰越分でございます。 

次に、７ページをお願いいたします。歳出になります。款の１、公共下水道事業費、

項の１、下水道管理費、目の１、一般管理費、節の１１、需用費で１６９万３,０００

円、修繕費の増額でございます。これは突発的な修繕に対して対応するものでございま

す。 

以上が、平成２５年度苓北町下水道特別会計補正予算（第２号）（案）の内容でござ

います。よろしくご審議のほどをお願いいたします。 

○議長（倉田 明君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論

を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 討論なしと認めます。議案第２００号を採決します。本案は、

原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２００号、平成２５

年度苓北町下水道特別会計補正予算（第２号）については、原案のとおり可決すること

に決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１２ 議案第２０１号 平成２５年度苓北町農業集落排水特別会計補正予算

（第１号） 

○議長（倉田 明君） 日程第１２、議案第２０１号、平成２５年度苓北町農業集落排

水特別会計補正予算（第１号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。水道環境課長。 

○水道環境課長（大田勝彦君） 議案第２０１号、平成２５年度苓北町農業集落排水特

別会計補正予算（第１号）（案）につきまして、ご説明いたします。 

今回の補正は、歳入歳出予算の総額に、それぞれ３９７万２,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を２,３２６万４,０００円とするものでございます。今回の補正の主

なものは、平成２４年度の決算に伴うこと、それから、鶴・木場地区の施設の機能診断

を交付金事業で行うことが主なものでございます。 



 

－101－

それでは、詳細につきまして説明いたしますので、６ページをお開きください。まず、

歳入でございます。款の３、県支出金、これは新規科目でございます。項の１、補助金、

目の１、農業集落排水事業補助金、３８０万円の新規計上でございます。これは新たに

計上するものでありますが、鶴地区と木場地区に整備しております農業集落排水施設の

機能診断を地域自主戦略交付金を活用して行うものであります。これは施設と管路の機

能診断を行うものでございますが、鶴地区が既に１５年目になり、木場地区が１２年目

になります。処理場の不具合が若干見られるようになりましたので、処理場と管路、マ

ンホールの状況をですね、機能診断を行うというふうなことでございます。 

次に、７ページをお願いいたします。款の５、繰越金、項の１、繰越金、目１、繰越

金１７万２,０００円の増額でございます。これは前年度の繰越金でございます。 

次に、８ページをお願いいたします。歳出になります。款の１、農業集落排水事業費、

項の１、農業集落排水管理費、目の１、一般管理費、節９、旅費２万円の増額でござい

ます。これは補助事業を実施するためのものでございます。節の１１、需用費３０万円

減額です。これは修繕料の減額でございます。１３、委託料４２５万２,０００円の増

額でございますが、これは機能診断調査の委託料でございます。先程申しましたように、

鶴地区と木場地区の処理施設並びに管路の機能診断を実施するものでございます。 

以上が、平成２５年度苓北町農業集落排水特別会計補正予算（第１号）（案）の内容

でございます。よろしくご審議のほどをお願いいたします。 

○議長（倉田 明君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論

を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 討論なしと認めます。議案第２０１号を採決します。本案は、

原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２０１号、平成２５

年度苓北町農業集落排水特別会計補正予算（第１号）については、原案のとおり可決す

ることに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１３ 議案第２０２号 平成２５年度苓北町特定地域生活排水処理事業特別会

計補正予算（第２号） 

○議長（倉田 明君） 日程第１３、議案第２０２号、平成２５年度苓北町特定地域生

活排水処理事業特別会計補正予算（第２号）を議題とします。 
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提案理由の説明を求めます。水道環境課長。 

○水道環境課長（大田勝彦君） 議案第２０２号、平成２５年度苓北町特定地域生活排

水処理事業特別会計補正予算（第２号）（案）について、ご説明いたします。 

今回の補正は、歳入歳出予算の総額に、それぞれ１８２万９,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を５,０９８万１,０００円とするものでございます。今回の補正は、

平成２４年度の決算に伴うものと、合併処理浄化槽の増設を予定したものでございま

す。 

４ページをお願いいたします。地方債の補正でございます。変更です。当初４００万

円に対しまして、１５０万円を増額いたしまして、５５０万円に変更するものでござい

ます。 

次に、７ページをお願いいたします。それぞれ詳細につきまして説明いたします。ま

ず、歳入でございます。款の１、分担金及び負担金、項の１、分担金、目の１、分担金

１３万４,０００円の増額でございます。これは合併処理浄化槽２基分の建設に伴う受

益者分担金でございます。 

次に、８ページをお願いいたします。款の５、繰越金、項の１、繰越金、目の１、繰

越金１９万５,０００円の増額でございます。これは平成２４年度からの繰越金でござ

います。 

次に、９ページをお願いいたします。款の７、町債、項の１、町債、目の１、下水道

事業債１５０万円の増額でございます。 

次に、１０ページをお願いいたします。歳出でございます。款の１、特定地域生活排

水処理事業費、項の１、特定地域生活排水処理管理費、目の１、一般管理費、節の２

７、公課費１５万５,０００円、これは消費税の部分での増額補正でございます。これ

につきましては、当初予算の計上時、見込めなかった部分ありましたので、９月末で２

４年度分の消費税を精算することになりますので、精算の計算の結果こういうふうなこ

とで不足が生じましたので、計上したものでございます。 

次に、１１ページをお願いいたします。款の１、特定地域生活排水処理事業費、項の

２、生活排水処理事業費、目の１、生活排水処理事業費、節の１５、工事請負費でござ

います。１６７万４,０００円、これは合併処理浄化槽２基分の工事費の計上でござい

ます。 

以上が、平成２５年度苓北町特定地域生活排水処理事業特別会計補正予算（第２号）

（案）の内容でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（倉田 明君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。錦戸俊春君。 

○７番（錦戸俊春君） １１ページでちょっとお尋ねしますけども、財源内訳で地方債

が１５０万円と分担金の１３万４,０００円、これは国・県の補助というのはなかった
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んですかね。国・県の補助というのは、地方債と分担金で財源が賄われてますけども、

国・県の補助というのはなかったんですかね。 

○議長（倉田 明君） 水道環境課長。 

○水道環境課長（大田勝彦君） 国の補助はですね、１０基以上ならないと補助の対象

になりません。で、今、当初５基で今回２基ですので、７基というようなことでござい

ますので、国の補助はありません。県の補助につきましてはですね、まだ、精算の段階

で検査をして出すようになっておりますから、まだちょっと今のところはっきりしませ

んので、そういうふうなことでございます。 

○議長（倉田 明君） 錦戸俊春君。 

○７番（錦戸俊春君） そうすると、仮に今年度中に１０基以上になれば、この分も来

ますということでいいわけですか。 

○議長（倉田 明君） 水道環境課長。 

○水道環境課長（大田勝彦君） １０基以上になれば、補助事業の対象になりますので、

そこら辺については、結果的になるとですね。 

○議長（倉田 明君） 他にありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 他に質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから

討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 討論なしと認めます。議案第２０２号を採決します。本案は、

原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２０２号、平成２５

年度苓北町特定地域生活排水処理事業特別会計補正予算（第２号）については、原案の

とおり可決することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１４ 議案第２０３号 平成２５年度苓北町宅地造成事業特別会計補正予算

（第１号） 

○議長（倉田 明君） 日程第１４、議案第２０３号 平成２５年度苓北町宅地造成事

業特別会計補正予算（第１号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。土木管理課長。 

○土木管理課長（益田大介君） 議案第２０３号 平成２５年度苓北町宅地造成事業特

別会計補正予算（第１号）（案）について、ご説明いたします。 

今回の補正は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ６６万７,０００円を追加
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し、歳入歳出の総額をそれぞれ１,１７６万８,０００円とするものでございます。 

なお、今回の補正は、平成２４年度決算に伴うことが主な理由でございます。 

それでは、歳入補正予算の詳細についてご説明させていただきます。 

６ページをお願いいたします。歳入でございます。款３、項１、目１、繰越金６６万

７,０００円の増額でございます。平成２４年度の繰越金でございます。 

次に、７ページをお願いいたします。歳出でございます。款の３、予備費、項の１、

予備費、目の１、予備費６６万７,０００円を増額するものです。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（倉田 明君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論

を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 討論なしと認めます。議案第２０３号を採決します。保安は、

原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし｣と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２０３号 平

成２５年度苓北町宅地造成事業特別会計補正予算（第１号）については、原案のとおり

可決することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１５ 議案第２０４号 請負契約〔都呂々漁港浮体式係船岸設置工事〕の締結

について 

○議長（倉田 明君） 日程第１５、議案第２０４号、請負契約〔都呂々漁港浮体式係

船岸設置工事〕の締結についてを議題とします。 

提案理由の説明を求めます。農林水産課長。 

○農林水産課長兼農委事務局長（吉村文雄君） 議案第２０４号、請負契約〔都呂々漁

港浮体式係船岸設置工事〕の締結について。 

本町は、下記のとおり工事請負契約を締結するものとする。平成２５年９月５日提出、

苓北町長、田嶋章二。 

記、１、工事名、都呂々漁港浮体式係船岸設置工、２、契約の方法、指名競争入札、

３、契約の金額、８,１６９万円、４、契約の相手方、熊本県天草郡苓北町都呂々９１

６番地、前川建設株式会社、代表取締役、前川敏士。 

提案理由でございます。地方自治法第９６条第１項第５号並びに議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、契約の締結につい
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て議会の議決を必要とするためでございます。 

この件につきましての補足説明をさせていただきます。 

今回の工事は、漁村再生交付金事業のうちの都呂々漁港浮体式係船岸設置工事分で、

施工延長は９４ｍです。工事内容は、ＦＲＰ浮き桟橋７函の取り付けと、乗降のための

階段３カ所の施工となります。工期は、平成２６年３月１４日としております。添付図

面をごらんいただきたいと思います。まず、１枚目ですが、これは都呂々漁港浮体式係

船岸設置工事の平面図です。都呂々漁港のですね、もとからありました方の漁港区域内

にですね、漁港内に赤部分でしておりますけれども、この部分をするということになり

ます。係船数は２８隻、施工延長は９４ｍということでございます。２枚目をお開きく

ださい。これは浮体式係船岸の標準断面図でございます。２つ書いてありますけれど

も、引いたときと満ったときの図面でございます。ということでございます。階段部分

につきましては、既設の物揚場をですね、内側に掘り込みまして、今の物揚場が外に出

ないというような形でですね、造っていきます。これに係船岸を取り付けるのにガイド

レールを造るわけですけれども、今の物揚場につきましては、一番左に標準断面を書い

ておりますけれども、３段ぐらいのですね、３段ぐらいというか、３段のですね、階段

があります。その部分につきましては、そこの部分を埋め立ててですね、ガイドレール

が取り付けられるような形になってまいります。 

以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（倉田 明君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。はい、神﨑

君。 

○１１番（神﨑公顕君） 大きな仕事ですけれども、本職のといいますか、漁師さんの

毎日漁に出かける漁師さんはどのくらい、この中でいらっしゃるのか。 

○議長（倉田 明君） 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農委事務局長（吉村文雄君） これはですね、構成調査の中で調べて

おりますけれども、正組合員で１５名です。船がですね、ここを利用しとらる１５名の

方がしとらる船が３５隻ということでなっております。正組合員と準組合員ですね、お

られますけれども、合わせたところで３５隻ということでですね、３５隻の船をもと数

にしまして、将来的にそれが幾ら減るかというのをしてですね、２８隻というような計

算をしてあります。 

○議長（倉田 明君） 他に質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 他に質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから

討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（倉田 明君） 討論なしと認めます。議案第２０４号を採決します。本案は、

原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［｢異議なし｣と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２０４号、請負契約

（都呂々漁港浮体式係船岸設置工事）の締結については、原案のとおり可決することに

決定しました。 

 ここで休憩をいたします。１４時３５分まで。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後２時２１分 

再開 午後２時３５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（倉田 明君） それでは、休憩前に引き続き、本会議を開きます。ここで、報

告第２８号の報告に入ります前に、登本代表監査委員に出席を求めておりますので、登

本代表監査委員の着席をお願いいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１６ 報告第２８号 随時監査の結果報告について 

○議長（倉田 明君） 日程第１６、報告第２８号、随時監査の結果報告についてを議

題とします。 

随時監査の結果公表書が提出されましたので、写しをお手元に配付しております。随

時監査の結果について説明をお願いいたします。登本代表監査委員。 

○代表監査委員（登本玄一君） 皆様こんにちは、代表監査委員の登本でございます。

本日はよろしくお願いをいたします。 

さて、このたび、随時監査を実施いたしましたが、随時監査を実施するに当たっての

根拠についてご説明を申し上げます。皆様方ご承知のとおり議会の一般質問におきまし

て平成２４年度の町発注工事である明神山地区避難所設置工事と紺屋町地区避難所設置

工事に関しまして、議会において何回かにわたる質問がございました。なかなか質問と

答弁が一致しない状況がございましたので、監査委員といたしましても、その内容を確

認する必要があると判断いたしまして、定期監査に準じた随時監査をこのたび実施した

ところでございます。これは、地方自治法の第１９９条第５項が法的根拠になっており

ます。 

次に、監査委員の除斥について説明を申し上げます。山本政人監査委員につきまして

は、地方自治法第１９９条の２の規定によりまして、監査執行上の除斥とすることにい

たしました。その理由といたしましては、工事担当者であった前総務課の山本英人参事

は、山本政人監査委員の子であることから、地方自治法第１９９条の２の規定によりま
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して、除斥とし、代表監査委員である私が監査を実施いたしました。又、山本政人監査

委員からは、今回の随時監査につきましては、みずから辞退する旨の申し出があったこ

とをお伝えしておきます。 

次に、監査の顛末ですが、それぞれの関係書類の提示を求め、関係者である松野副町

長、田嶋総務課長、山本参事の３名に対し、質問をしながらの監査を実施しておりま

す。 

監査の結果については、皆様方のお手元に差し上げております。随時監査における結

果公表書のとおりでございますので、説明を終わらせていただきます。以上でございま

す。 

○議長（倉田 明君） 登本代表監査委員から説明がありました。質疑はありません

か。はい、錦戸久幸君。 

○１０番（錦戸久幸君） １０番、錦戸です。代表監査委員におかれましては、日ごろ

から私達の議会をつぶさに傍聴いただきまして、その、日ごろからのご努力のお陰で私

達の議会が抱える問題について素早く対応していただきました。本当に心から感謝の意

を申し上げたいと思います。本当にお疲れ様でございます。 

せっかく随時監査の結果報告をしていただきましたので、何点かについてお尋ねをさ

せていただきたいと、又、見解なりをお伺いしたいと思います。 

この２ページに、２ページの特許料について記述がございます。この緩衝杭を２本設

置することによって、この特許料の支払の根拠が発生をしたのかどうか。その点が、ま

ず１点ですね。 

それと、紺屋町地区の避難所設置工事についても触れてありますけれども、これにつ

いては、入札に関連しまして添付されておりますが、何ページですかね、一番、紺屋町

地区の避難所設置工事に関する調査概要書というものがありますね、これについてちょ

っと見解をお尋ねしておきたいと思います。紺屋町地区の避難所設置工事については、

落札率が８８.５５％というようなことで私達に配付をしてある入札結果のお知らせに

記述がしてございます。これで単純にいきますと、ここで入札後に工事の工法の変更に

よって生じた、その精算といいますかね、それをあわせると概ね工事の増額分を見ます

と入札率は８８.５５％だったのが、大まかに１００％に充当するんじゃなかろうかな

というふうな感じもしております。ですから、そこら辺はこのずっと従来から、特に神

﨑議員の方から指摘がありましたけども、やはりこの入札についてこういう、最終的に

こういった結果が出ておりますが、監査委員とされてはどのような見解をお持ちでしょ

うか。お尋ねいたします。 

○議長（倉田 明君） 登本監査委員。 

○代表監査委員（登本玄一君） 錦戸議員さんの質問にお答えをさせていただきます。
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特許料についてでございますけれども、この特許料についての説明がですね、ちょっと

不十分なところがあったのではなかろうかなと思います。実は特許料の使用料の、特許

使用料の件でございますが、苓北町公共工事請負契約約款の第８条によりますと、受注

者は特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他日本国の法律に基づき保護される第

３者の権利と対象となっている工事材料、施工方法などを使用するときは、その使用に

関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法

を指定した場合において、設計図書に特許権の対象である旨の明示がなく、かつ、受注

者がその存在を知らなかったときは、発注者は受注者がその仕様に関して要した費用を

負担しなければならないというふうな項目があるわけでありまして、この点について、

担当課長から議会に対しての説明がなされていなかったように私は思っております。つ

まり、これまでの担当課長の議会に対しての説明は、明神山地区避難所に２本の緩衝杭

を取り付けたことによって特許権が発生したとも受け取れるような説明でございました

けれども、特許使用料についての苓北町公共工事請負契約の約款に、只今申しました約

款に沿った説明があって、私はしかるべきではなかったかなと思っておるところです。

よって、今申し上げました苓北町公共工事請負契約約款の第８条によりまして、今回の

事案に対しましては、発注者の負担とする旨がはっきり明示されておりますことから、

この特許料の支払はやむを得ない処置であったと私は判断をいたしております。又、今

後もこのような特許に関する事案がこれから多く発生することが予測されますので、今

回の教訓を生かして苓北町としてのガイドラインの作成やら、再発防止対策、又は、業

務を委託するには慎重に調査をして、取り組まれるように要望をいたしておるところで

ございます。特許料に対しては、以上でございますけれども、紺屋町についてはどうい

うふうなことでございましたか、もう１度、よろしゅうございますか。申しわけござい

ません。 

○議長（倉田 明君） 錦戸久幸君。 

○１０番（錦戸久幸君） 私達には毎回といいますか、定例会のたびごとにそれまでに

あった公共工事の入札結果というのが届けられております。それを見ておりますんです

けどね、この紺屋町地区の避難地の設置工事は８８.５５％という落札率でございまし

た。で、結果的にこれを、紺屋町避難所のこの工事に対する精算、増額分の精算を見て

おりますと、マイナスの計上もありますけども、これを集計しますと、大体落札率が８

８.５５％のところに、最終的には１００％ぐらいの数字になるなというふうな感じが

いたします。そのことで特別に監視委員とされて、何といいますか、これも数字がこう

なっておりますので、結果的にそうならざるを得ないと思いますけども、この辺につい

ての監査委員の見解はいかがでしょう。 

○議長（倉田 明君） 代表監査委員。 
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○代表監査委員（登本玄一君） お答えをいたします。紺屋町避難所設置工事について

の設計書というんでしょうか。当初の設計の時点においてですね、やはりもう１度設計

書の変更なりをですね、町当局、あるいは請負業者辺りもですね、足場の設置やら何や

ら、そういうのは当初からわかっていたわけでございますので、議論をして、再度設計

のやり直しと申しましょうか、そういうふうなことをやっていただければよかったので

はないかなと思っておるところでございます。 

○議長（倉田 明君） 錦戸久幸君。 

○１０番（錦戸久幸君） 大変簡明なご答弁で理解いたしました。大変ありがとうござ

いました。 

○議長（倉田 明君） 他にありませんか。はい、神﨑君。 

○１１番（神﨑公顕君） 私は決算のときに決算審査で町長にお尋ねをしたいと思って

おりましたけれども、まず、私が思うのは、設計に出す前にエコアッシュさんとの協議

がうまいとこ、紺屋町の場合はいっていなかったんじゃないかと思います。と申します

のも設計の業務委託の通知をですね、平成２３年１０月１２日に出してあるわけです

ね、ところが町の方はエコアッシュさんより製品の見積書のお知らせというようなこと

で、これを町がいただいておるのが、２３年の１１月２５日ですから、業務委託、設計

委託を出した後にエコアッシュさんから製品の見積もり、お知らせをいただいておられ

るわけです。本来であるならば、担当職員又課長はエコアッシュさんに現場を、紺屋町

の現場を見ていただいて、お宅の車でどう行ったがいいでしょうか、運搬はどうします

か、そういったことを尋ねて、そして、設計者に委託をすると、そういったことが私は

抜けておるんじゃないかと思います。それと、請負業者も設計を、今度は開札して、入

札が終わって、そして、仕事の途中でこれじゃだめですよと言って、町は今度は入札後

に何百万円かの金を出して、７から８００万円ですか、道路を造ってやったと、入札後

に、しかもその入札は何社ですかね、２、４、６社ですか、請け負って、長濱さんが落

札をしておられますけれども、２社は失格をしておるわけですね。で、長濱さんも２,

７１３万円で落札をされておられます。マイナスの５１０万６,０５０円です。そうい

ったことで、私はこれでやりますと言いながら途中で町が金を出してやったということ

については、私は前代未聞だと思って、課長と副町長に、あなた達はこれが正しいと思

いますかと、私は町長を責める気は毛頭ありません。町長が知っておるわけがないわけ

ですから、部下がやはりしっかりしないとこういった問題が起きるんじゃないかと思い

ます。そこで監査委員さんはどう思っていらっしゃるか、気持ちをお尋ねいたします。 

○議長（倉田 明君） 登本代表監査委員。 

○代表監査委員（登本玄一君） お答えをいたします。設計時点で施工業者はまだ決ま

っていないんじゃないかというような考え方も実は成り立つわけでございますけれど
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も、このＡＣⅡあたりを使用するこのエコアッシュといいますか、特許の関係からエコ

アッシュは施工者であるというふうな認識を持ちまして、やはりどこの会社が請負業者

となりましても、ＡＣⅡに関する部分につきましては、エコアッシュ株式会社が特許の

関係から施工することになりますので、やはり、エコアッシュと十分な、先程神﨑議員

さんがおっしゃいましたように打ち合わせを十分にすべきではなかったかなと思ってお

るところです。それと、公金の支出については苓北町工事請負契約約款の第８条の特許

料あるいは１８条の条件変更、これらにあわせましてですね、随時監査における結果公

表書に記載しているとおり違法性はないものと判断をいたしておるところです。しかし

ながらですね、先般も、五和町での、これは天草市になりますが、工事変更をせざるを

得ないような事例も発生しておりますけれども、やはり苓北町といたしましても、工事

に関する事務処理のあり方や議会などでの説明責任をですね、十分に果たしていただき

ますように、そして、やはり職員それぞれの段階に応じた各種研修をですね、公費で負

担させて受講させ、職員自体のですね、資質向上に努めるよう強く執行部にお願いを、

要望をしたところでございます。以上でございます。 

○議長（倉田 明君） 他にありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 他に質疑なしと認めます。これで報告第２８号を終わります。 

 登本代表監査委員におかれましては、長時間の監査お疲れ様でございました。 

 ここで、決算認定の議事に入ります前に、山本監査委員に出席を求めておりますの

で、山本監査委員の着席をお願いいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１７ 認定第２２号 平成２４年度苓北町一般会計歳入歳出決算の認定につい

て 

日程第１８ 認定第２３号 平成２４年度苓北町坂瀬川財産区特別会計歳入歳出決算

の認定について 

日程第１９ 認定第２４号 平成２４年度苓北町都呂々財産区特別会計歳入歳出決算

の認定について 

日程第２０ 認定第２５号 平成２４年度苓北町国民健康保険特別会計歳入歳出決算

の認定について 

日程第２１ 認定第２６号 平成２４年度苓北町介護保険特別会計歳入歳出決算の認

定について 

日程第２２ 認定第２７号 平成２４年度苓北町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算の認定について 

日程第２３ 認定第２８号 平成２４年度苓北町水道特別会計歳入歳出決算の認定に
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ついて 

日程第２４ 認定第２９号 平成２４年度苓北町下水道特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第２５ 認定第３０号 平成２４年度苓北町農業集落排水特別会計歳入歳出決算

の認定について 

日程第２６ 認定第３１号 平成２４年度苓北町特定地域生活排水処理事業特別会計

歳入歳出決算の認定について 

日程第２７ 認定第３２号 平成２４年度苓北町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

○議長（倉田 明君） 日程第１７、認定第２２号、平成２４年度苓北町一般会計歳入

歳出決算の認定についてから、日程第２７、認定第３２号、平成２４年度苓北町宅地造

成事業特別会計歳入歳出決算の認定についてまでの１１件を一括議題としますが、これ

にご異議ありませんか。 

［｢異議なし｣と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 異議なしと認めます。したがって、認定第２２号から認定第３

２号までを一括議題とします。 

まず、一般会計から順次提案理由の説明を求めます。認定第２２号、平成２４年度苓

北町一般会計歳入歳出決算の認定について、説明を求めます。町長。 

○町長（田嶋章二君） 認定第２２号、平成２４年度苓北町一般会計歳入歳出決算の認

定について、ご説明を申し上げます。 

平成２４年度苓北町一般会計歳入歳出決算は、地方自治法第２３３号第１項及び第２

項の規定による所定の手続きを終わりましたので、同条第３項の規定により監査委員の

意見を付して議会の認定をお願いするものでございます。 

一連の手続きは、会計管理者から平成２５年６月２８日付で提出を受けました一般会

計、特別会計に係る決算書につきまして、平成２５年７月１日付で監査委員に審査をお

願いいたしました。 

監査委員におかれましては、平成２５年７月２５日から８月８日までの間、各費目ご

とに担当課の事情聴取をしていたたきながら慎重に審査をしていただき、その結果につ

きまして、平成２５年８月２６日付で適正であるとの審査意見書をいただきました。 

膨大な資料と長時間にわたり審査をしていただきました監査委員のご苦労に対しまし

て、特に今年は暑い暑い夏が続いたこともあり、大変お疲れになられたことだと思い、

深く敬意を表するものでございます。 

一般会計における決算の状況でございますが、歳入総額５０億４,１１６万６,１３４

円、歳出総額４８億５,７６０万１,６２８円で、翌年度へ繰り越すべき財源８,５７３



 

－112－

万９,０００円を差し引きますと、実質収支額は、９,７８２万５,５０６円の黒字とな

りました。 

なお、平成２４年度における主要施策の成果につきましては、別紙でお手元に配付を

しております。決算の詳細につきましては、企画政策課長及び担当課長からご説明をい

たさせますので、どうぞよろしくご審議のほどお願いを申し上げます。 

○議長（倉田 明君） 企画政策課長。 

○企画政策課長（岡田晴喜君） それでは、私の方から一般会計歳入歳出決算書につい

て説明させていただきます。 

決算書の１２ページをお開き願いたいと思います。実質収支に関する調書でございま

す。決算額は、歳入総額が５０億４,１１６万６,１３４円、歳出総額が４８億５,７６

０万１,６２８円で、歳入歳出差引額が１億８,３５６万４,５０６円です。そのうち翌

年度へ繰り越す繰越明許費繰越額８,５７３万９,０００円を差し引いた実質収支額は、

９,７８２万５,５０６円となりました。この残金の処理につきましては、地方自治法第

２３３条の２及び地方財政法第７条の規定により、５,０００万円を財政調整基金に積

み立て、４,７８２万５,５０６円を平成２５年度への繰越金としました。詳細につきま

しては、歳入が決算書の１９ページから５０ページまで、歳出が５３ページから１９７

ページまで掲載してあります。それから、３６３ページから３６５ページに財産に関す

る調書を、３６６ページに基金の積立に関する調書を添付しております。ご審議方よろ

しくお願いします。 

○議長（倉田 明君） 認定第２３号、平成２４年度苓北町坂瀬川財産区特別会計歳入

歳出決算の認定について、説明を求めます。総務課長。 

○総務課長（田嶋健一君） 認定第２３号、平成２４年度苓北町坂瀬川財産区特別会計

歳入歳出決算の認定について、内容説明いたしますので、決算書の２６６ページ、実質

収支に関する調書の欄をお願いします。歳入総額１,５６８万６,４２１円、歳出総額２

万８,３４０円、歳入歳出差引額１,５６５万８,０８１円、翌年度へ繰り越すべき財源

はありません。実質収支額は１,５６５万８,０８１円です。よろしくご審議のほどお願

いいたします。 

○議長（倉田 明君） 認定第２４号、平成２４年度苓北町都呂々財産区特別会計歳入

歳出決算の認定について、説明を求めます。総務課長。 

○総務課長（田嶋健一君） 認定第２４号、平成２４年度苓北町都呂々財産区特別会計

歳入歳出決算の認定についてご説明申し上げます。 

決算書の２７８ページをお願いします。実質収支に関する調書です。歳入総額３,９

７６万２,０６０円、歳出総額５７万３,２２０円、歳入歳出差引額３,９１８万８,８４

０円、翌年度へ繰り越すべき財源はありません。実質収支額は３,９１８万８,８４０円
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です。よろしくご審議のほどお願いします。 

○議長（倉田 明君） 認定第２５号、平成２４年度苓北町国民健康保険特別会計歳入

歳出決算の認定について、説明を求めます。健康増進室長。 

○健康増進室長（山﨑敬一君） 認定第２５号、平成２４年度苓北町国民健康保険特別

会計歳入歳出決算の認定について、ご説明をいたします。 

決算書の２３６ページをお願いいたします。実質収支に関する調書ですが、１、歳入

総額１２億４,８２５万９,１４２円に、歳出総額１２億３,０２７万５,５４７円、歳入

歳出差引額１,７９８万３,５９５円、翌年度に繰り越すべき財源はありません。実質収

支額１,７９８万３,５９５円、６、実質収支額のうち苓北町国民健康保険財政調整基金

条例第２条の規定による基金繰入額は２００万円といたしました。以上が、平成２４年

度苓北町国民健康保険特別会計決算の状況でございます。ご審議のほどよろしくお願い

いたします。 

○議長（倉田 明君） 認定第２６号、平成２４年度苓北町介護保険特別会計歳入歳出

決算の認定について、説明を求めます。福祉保健課長。 

○福祉保健課長（田尻伸治君） 認定第２６号、平成２４年度苓北町介護保険特別会計

歳入歳出決算の認定について、ご説明いたします。 

決算書の３１６ページをお願いいたします。実質収支に関する調書でございますが、

１、歳入総額８億３,６９０万３,５８９円に、２、歳出総額８億２,４８４万１,３３８

円、３、歳入歳出差引額１,２０６万２,２５１円、４、翌年度へ繰り越すべき財源はい

ずれもございません。５、実質収支額１,２０６万２,２５１円、６、実質収支額のうち

苓北町介護給付費準備基金条例第２条の規定による基金繰入額を７００万円としまし

た。以上が、平成２４年度苓北町介護保険特別会計歳入歳出決算の状況でございます。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（倉田 明君） 認定第２７号、平成２４年度苓北町後期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算の認定について、説明を求めます。健康増進室長。 

○健康増進室長（山﨑敬一君） 認定第２７号、平成２４年度苓北町後期高齢者医療特

別会計歳入歳出決算の認定について、ご説明いたします。 

決算書の３４０ページをお願いいたします。実質収支に関する調書ですが、１、歳入

総額１億１,０００万７,５４２円、２、歳出総額１億９２７万９,３６４円、３、歳入

歳出差引額７２万８,１９６円、４、翌年度へ繰り越すべき財源はありません。５、実

質収支額７２万８,１９６円でございます。６、実質収支額のうち、地方自治法第２３

３条の２の規定による基金繰入額はございません。以上が、平成２４年度苓北町後期高

齢者医療特別会計決算の状況でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（倉田 明君） 認定第２８号、平成２４年度苓北町水道特別会計歳入歳出決算
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の認定について、説明を求めます。水道環境課長。 

○水道環境課長（大田勝彦君） 認定第２８号、平成２４年度苓北町水道特別会計歳入

歳出決算の認定について、ご説明いたします。 

決算書の２０４ページをお開きください。実質収支に関する調書でございます。歳入

総額３億１０万３,３７７円です。２、歳出総額２億８,４７６万１,１９１円、３、歳

入歳出差引額１,５３４万２,１８６円です。４、翌年度へ繰り越すべき財源として、繰

越明許費繰越額７０８万円でございます。５、実質収支額８２６万２,１８６円です。

これを２５年度への繰越金といたします。６、実質収支額のうち、地方自治法第２３３

条の２の規定による基金繰入額はありません。以上が、平成２４年度苓北町水道特別会

計歳入歳出決算の状況でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（倉田 明君） 認定第２９号、平成２４年度苓北町下水道特別会計歳入歳出決

算の認定について、説明を求めます。水道環境課長。 

○水道環境課長（大田勝彦君） 認定第２９号、平成２４年度苓北町下水道特別会計歳

入歳出決算の認定について、ご説明いたします。 

決算書の２２０ページをお開きください。実質収支に関する調書でございます。１、

歳入総額３億１,５１０万３,６２１円、２、歳出総額３億１,３４０万８,９１０円、

３、歳入歳出差引額１６９万４,７１１円、４、翌年度へ繰り越すべき財源はありませ

ん。５、実質収支額１６９万４,７１１円です。これは２５年度への繰越金とするもの

でございます。６、実質収支額のうち、地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰

入額はありません。以上が、平成２４年度苓北町下水道特別会計歳入歳出決算の状況で

あります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（倉田 明君） 認定第３０号、平成２４年度苓北町農業集落排水特別会計歳入

歳出決算の認定について、説明を求めます。水道環境課長。 

○水道環境課長（大田勝彦君） 認定第３０号、平成２４年度苓北町農業集落排水特別

会計歳入歳出決算の認定について、ご説明いたします。 

決算書の２９０ページでございます。実質収支に関する調書です。１、歳入総額１,

６９４万４,５１４円、２、歳出総額１,６７２万２,９５７円、３、歳入歳出差引額２

２万１,５５７円、４、翌年度へ繰り越すべき財源はありません。５、実質収支額２２

万１,５５７円です。これは２５年度への繰越金です。６、実質収支額のうち、地方自

治法第２３３条の２の規定による基金繰入額はありません。以上が、平成２４年度苓北

町農業集落排水特別会計歳入歳出決算の状況であります。よろしくご審議のほどお願い

いたします。 

○議長（倉田 明君） 認定第３１号、平成２４年度苓北町特定地域生活排水処理事業

特別会計歳入歳出決算の認定について、説明を求めます。水道環境課長。 
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○水道環境課長（大田勝彦君） 認定第３１号、平成２４年度苓北町特定地域生活排水

処理事業特別会計歳入歳出決算の認定について、ご説明いたします。 

決算書の３０２ページをお願いいたします。実質収支に関する調書でございます。

１、歳入総額４,２６１万２,０４２円、２、歳出総額４,２４０万６,４７３円、３、歳

入歳出差引額２０万５,５６９円、４、翌年度へ繰り越すべき一般財源はありません。

５、実質収支額２０万５,５６９円です。これは２５年度への繰越金といたします。

６、実質収支額のうち、地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額はありませ

ん。以上が、平成２４年度苓北町特定地域生活排水処理事業特別会計歳入歳出決算の状

況でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（倉田 明君） 認定第３２号、平成２４年度苓北町宅地造成事業特別会計歳入

歳出決算の認定について、説明を求めます。土木管理課長。 

○土木管理課長（益田大介君） 認定第３２号、平成２４年度苓北町宅地造成事業特別

会計歳入歳出決算の認定について、ご説明いたします。 

決算書の３５４ページをお開き願います。実質収支に関する調書です。１、歳入総額

８２９万７,２２４円、２、歳出総額７６２万９,８００円、３、歳入歳出差引額６６万

７,４２４円、４、翌年度へ繰り越すべき財源はありません。５、実質収支額６６万７,

４２４円、６、実質収支額のうち、地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額

はありません。以上が、平成２４年度苓北町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の状況

でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（倉田 明君） 以上で、提案理由の説明が終わりました。これから質疑を許し

ます。 

なお、月曜日から開催予定の決算審査特別委員会で審議をお願いする予定でございま

す。本日は、総括的な質問に限らせていただきます。質疑は各会計ごとに行います。 

なお、質疑については、決算書のページを言ってから質疑されますようお願いしま

す。 

認定第２２号、平成２４年度苓北町一般会計歳入歳出決算の認定に対する質疑を許し

ます。本案について質疑はありませんか。浜口君。 

○２番（浜口雅英君） ５ページです。これは決算書に９月５日提出、熊本県天草郡苓

北町長、田嶋章二と記してありますが、これに職印は必要ないんですかね。 

○議長（倉田 明君） 只今５ページについて、職印の印は要らないかという質疑でご

ざいます。 

暫時休憩をいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後３時２０分 
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再開 午後３時３４分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（倉田 明君） それでは休憩前に引き続き、本会議を開きます。 

先程、浜口議員の決算書の５ページの印についてのお尋ねがありましたが、ご回答お

願いいたします。企画政策課長。 

○企画政策課長（岡田晴喜君） 一応、調べてまいりまして、苓北町の財務規則の中

で、第５５条の５で、会計管理者が町長に歳入歳出決算書の様式を提出しなければなら

ないというような項目があるわけですけれども、その様式につきまして見る限りにおい

ては、その町長職印を打つというような様式では載っておりません。これは自治六法の

中の様式を見ているわけですけれども、一応私達としましては、認定第２２号で一般会

計の歳入歳出決算書の認定についてということで、２５年９月５日提出、苓北町長、田

嶋章二、ここに職印を打っているということで、こちらの方には特段打つ必要もないと

いうことで解します。 

○議長（倉田 明君） はい、神﨑君。 

○１１番（神﨑公顕君） 今の説明でちょっと疑問に感じますのは、私はこれには控え

とか、写しとかとは書いてないですたいね、この表に。そして、印鑑は要らないという

ようなことですけれども、領収書に印鑑のないのと同じようなもので、これを町から、

これが正式ですよといただいた中で印鑑が打ってないということになると、領収書に印

鑑がないのと同じような考えじゃないですかね。 

これは本当ですよ、職印を打ってありますというような、そうしないと偽者も作られ

るわけですね、悪い方に考えると。それですから、できれば来年からでもいいですけれ

ども、職印は打って渡した方がとやかく言われるあれでもないと私は考えます。 

○議長（倉田 明君） いろんな町の取り決め事項等あるいは慣例等あるいはそういっ

た自治法的ないろんな関係、縛りがあると思うんですが、やはり最善の方策でですね、

臨んでいただきたいと思います。もう１度、後日、確認をいたしていただきたいと思い

ます。答弁、はい、副町長。 

○副町長（松野 茂君） 今、企画政策課長からそういうふうな答弁をいたしました

が、今、神﨑議員の方からご提案がありましたように、来年度から職印を打って差し上

げるというようなことにさせていただきたいと思います。 

○議長（倉田 明君） それでは、本案について質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 質疑なしと認めます。平成２４年度苓北町一般会計歳入歳出決

算の認定に対する質疑を終わります。 

 次に、認定第２３号、平成２４年度苓北町坂瀬川財産区特別会計歳入歳出決算の認定
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に対する質疑を許します。本案について質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 質疑なしと認めます。平成２４年度苓北町坂瀬川財産区特別会

計歳入歳出決算の認定に対する質疑を終わります。 

 次に、認定第２４号、平成２４年度苓北町都呂々財産区特別会計歳入歳出決算の認定

に対する質疑を許します。本案について質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 質疑なしと認めます。平成２４年度苓北町都呂々財産区特別会

計歳入歳出決算の認定に対する質疑を終わります。 

 次に、認定第２５号、平成２４年度苓北町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定

に対する質疑を許します。本案について質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 質疑なしと認めます。平成２４年度苓北町国民健康保険特別会

計歳入歳出決算の認定に対する質疑を終わります。 

○議長（倉田 明君） 次に、認定第２６号、平成２４年度苓北町介護保険特別会計歳

入歳出決算の認定に対する質疑を許します。本案について質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 質疑なしと認めます。平成２４年度苓北町介護保険特別会計歳

入歳出決算の認定に対する質疑を終わります。 

 次に、認定第２７号、平成２４年度苓北町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認

定に対する質疑を許します。本案について質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 質疑なしと認めます。平成２４年度苓北町後期高齢者医療特別

会計歳入歳出決算の認定に対する質疑を終わります。 

 次に、認定第２８号、平成２４年度苓北町水道特別会計歳入歳出決算の認定に対する

質疑を許します。本案について質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 質疑なしと認めます。平成２４年度苓北町水道特別会計歳入歳

出決算の認定に対する質疑を終わります。 

 次に、認定第２９号、平成２４年度苓北町下水道特別会計歳入歳出決算の認定に対す

る質疑を許します。本案について質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 質疑なしと認めます。平成２４年度苓北町下水道特別会計歳入

歳出決算の認定に対する質疑を終わります。 
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 次に、認定第３０号、平成２４年度苓北町農業集落排水特別会計歳入歳出決算の認定

に対する質疑を許します。本案について質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 質疑なしと認めます。平成２４年度苓北町農業集落排水特別会

計歳入歳出決算の認定に対する質疑を終わります。 

 次に、認定第３１号、平成２４年度苓北町特定地域生活排水処理事業特別会計歳入歳

出決算の認定に対する質疑を許します。本案について質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 質疑なしと認めます。平成２４年度苓北町特定地域生活排水処

理事業特別会計歳入歳出決算の認定に対する質疑を終わります。 

 次に、認定第３２号、平成２４年度苓北町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定

に対する質疑を許します。本案について質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 質疑なしと認めます。平成２４年度苓北町宅地造成事業特別会

計歳入歳出決算の認定に対する質疑を終わります。 

 以上で質疑を終わります。 

お諮りします。認定第２２号から認定第３２号については、議長を除く全議員で構成

する決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思います

が、これにご異議ありませんか。 

［｢異議なし｣と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 異議なしと認めます。したがって、認定第２２号、平成２４年

度苓北町一般会計歳入歳出決算から、認定第３２号、平成２４年度苓北町宅地造成事業

特別会計歳入歳出決算までの１１件については、議長を除く全議員で構成する決算審査

特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定しました。 

 決算審査特別委員会の日程は、９月９日（月）・１０日（火）のいずれも午前９時３

０分から第１・第２委員会室で行います。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２８ 報告第２９号 平成２４年度決算における健全化判断比率等について 

○議長（倉田 明君） 日程第２８、報告第２９号、平成２４年度決算における健全化

判断比率等についてを議題とします。 

提案理由の説明を求めます。企画政策課長。 

○企画政策課長（岡田晴喜君） 報告第２９号、平成２４年度決算における健全化判断

比率等について。 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条の規定により、平成２４年度決算に
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おける健全化判断比率の財政指標を別紙監査委員の意見を付けて議会に報告する。平成

２５年９月５日、苓北町長、田嶋章二。 

それでは指標について説明させていただきますので、２ページをお願いします。健全

化判断比率の状況ということで、上の方に①から④まで番号を付けております。 

まず、①の実質赤字比率、これは一般会計の赤字比率ですが、赤字はございませんの

で、数値は上がってきません。 

次に、②連結実質赤字比率、これは、一般会計と特別会計を合算した赤字比率です

が、これも同じく赤字はありませんので、数値は上がってきません。 

次に、③実質公債費比率、これは、一般会計、特別会計、広域連合まで含めた公債費

比率ですが、数値は１３.５％です。早期健全化基準の数値は２５％以下となっており

ます。 

次に、④将来負担比率、これも一般会計、特別会計、広域連合を含めた将来負担比率

で、数値は１２３.５％です。早期健全化基準値は３５０％以下となっております。 

３ページから５ページまでが、計算式等を用いた数値を示しています。 

又、決算審査意見書の５１ページに、今申し上げました数値を監査委員さんに審査し

ていただいた意見書が出ております。（３）の是正改善を要する事項で、特に指摘する

事項はないとの意見をいただいております。 

以上で、平成２４年度決算における健全化判断比率等についての報告を終わります。 

○議長（倉田 明君） 質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これで報告第

２９号を終わります。 

 監査委員の方におかれましては、大変ご苦労様でございました。本日は、これでご退

席いただいて結構でございますが、９月９日、月曜日からの決算審査特別委員会へのご

出席につきましても、どうぞよろしくお願いします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２９ 報告第３０号 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価

報告について 

○議長（倉田 明君） 日程第２９、報告第３０号、教育に関する事務の管理及び執行

の状況の点検及び評価報告書が提出されましたので、お手元に配付しております。朗読

は省略します。質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 質疑なしと認めます。これで、報告第３０号を終わります。 

 お諮りします。９月９日と１０日は、決算審査特別委員会の審査のため休会としたい
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と思います。又、９月１１日は議員全体会・各常任委員会開催のため休会したいと思い

ます。ご異議ありませんか。 

［｢異議なし｣と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 異議なしと認めます。したがって、９月９日から９月１１日ま

での３日間については、休会とすることに決定しました。 

 次の本会議は、１２日の午前９時３０分から開催いたします。 

以上で、本日の日程は全部終了しました。会議を閉じます。 

本日は、これで散会いたします。どなた様も大変お疲れ様でした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午後３時４９分 

 



 

 

 

 

 

平成２５年９月１２日（木）  

（第３日目）  
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平成２５年第２０回苓北町議会定例会会議録（第３日目） 

 

 平成２５年第２０回苓北町議会定例会は、平成２５年９月１２日苓北町議会議場に招

集された。 

 

１．午前９時３０分開会 

 

２．応招議員は次の通りである。 

    １番  野田 謙二          ２番  浜口 雅英 

    ３番  山本 政人          ４番  大仁田藤男 

    ５番  田嶋 豊昭          ６番  野﨑 幸洋 

    ７番  錦戸 俊春          ８番  山下 時義 

    ９番  松野 重幸         １０番  錦戸 久幸 

   １１番  神﨑 公顕（副議長）    １２番  倉田  明（議長） 

 

３．不応招議員 なし 

 

４．出席議員は、応招議員と同じである。 

 

５．欠席議員は、不応招議員と同じである。 

 

６．議会書記 

事 務 局 長  山 口 仁 人     主 幹  原 田 正 子 

 

７．地方自治法第１２１条の規定により議案説明に出席した者は、次のとおりである。 

町 長  田 嶋 章 二     副 町 長  松 野   茂 

教 育 長  芦 塚 博 昭     総 務 課 長  田 嶋 健 一 

税務住民課長  荒 木 広 之     土木管理課長  益 田 大 介 

農林水産課長兼 
        吉 村 文 雄     企画政策課長  岡 田 晴 喜 
農委事務局長  

福祉保健課長  田 尻 伸 治     健康増進室長  山 﨑 敬 一 

                    会計管理者兼       
水道環境課長  大 田 勝 彦                   福 田 忠 輝 
                    会 計 課 長        

教 育 課 長  山 崎 秀 典     商工観光課長  田 尻 幹 雄 
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８．議事日程 

日程第 １ 認定第２２号 平成２４年度苓北町一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて（委員長報告） 

日程第 ２ 認定第２３号 平成２４年度苓北町坂瀬川財産区特別会計歳入歳出決

算の認定について（委員長報告） 

日程第 ３ 認定第２４号 平成２４年度苓北町都呂々財産区特別会計歳入歳出決

算の認定について（委員長報告） 

日程第 ４ 認定第２５号 平成２４年度苓北町国民健康保険特別会計歳入歳出決

算の認定について（委員長報告） 

日程第 ５ 認定第２６号 平成２４年度苓北町介護保険特別会計歳入歳出決算の

認定について（委員長報告） 

日程第 ６ 認定第２７号 平成２４年度苓北町後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算の認定について（委員長報告） 

日程第 ７ 認定第２８号 平成２４年度苓北町水道特別会計歳入歳出決算の認定

について（委員長報告） 

日程第 ８ 認定第２９号 平成２４年度苓北町下水道特別会計歳入歳出決算の認

定について（委員長報告） 

日程第 ９ 認定第３０号 平成２４年度苓北町農業集落排水特別会計歳入歳出決

算の認定について（委員長報告） 

日程第１０ 認定第３１号 平成２４年度苓北町特定地域生活排水処理事業特別会

計歳入歳出決算の認定について（委員長報告） 

日程第１１ 認定第３２号 平成２４年度苓北町宅地造成事業特別会計歳入歳出決

算の認定について（委員長報告） 

日程第１２ 同意第１４号 教育委員会の委員の任命について 

日程第１３ 同意第１５号 教育委員会の委員の任命について 

日程第１４ 同意第１６号 教育委員会の委員の任命について 

日程第１５ 陳情等文書表について 

日程第１６ 陳情第３０号 国に対し「消費税増税中止を求める意見書」の提出を

求める陳情 

日程第１７ 陳情第３１号 道州制導入に反対する意見書について 

追加日程第１ 発議第８号 道州制導入に反対する意見書の提出について 

追加日程第２ 発議第９号 「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」を国連教育科

学文化機構（ユネスコ）の世界文化遺産への推薦決定

に関する意見書の提出について 
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日程第１８ 閉会中の継続審査調査の件 

日程第１９ 議員派遣の件 
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９．議事の顛末 

開議 午前９時３０分 

○議長（倉田 明君） おはようございます。只今の出席議員数は１２名です。定足数

に達しておりますので、只今から本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第 １ 認定第２２号 平成２４年度苓北町一般会計歳入歳出決算の認定につい

て（委員長報告） 

日程第 ２ 認定第２３号 平成２４年度苓北町坂瀬川財産区特別会計歳入歳出決算

の認定について（委員長報告） 

日程第 ３ 認定第２４号 平成２４年度苓北町都呂々財産区特別会計歳入歳出決算

の認定について（委員長報告） 

日程第 ４ 認定第２５号 平成２４年度苓北町国民健康保険特別会計歳入歳出決算

の認定について（委員長報告） 

日程第 ５ 認定第２６号 平成２４年度苓北町介護保険特別会計歳入歳出決算の認

定について（委員長報告） 

日程第 ６ 認定第２７号 平成２４年度苓北町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算の認定について（委員長報告） 

日程第 ７ 認定第２８号 平成２４年度苓北町水道特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて（委員長報告） 

日程第 ８ 認定第２９号 平成２４年度苓北町下水道特別会計歳入歳出決算の認定

について（委員長報告） 

日程第 ９ 認定第３０号 平成２４年度苓北町農業集落排水特別会計歳入歳出決算

の認定について（委員長報告） 

日程第１０ 認定第３１号 平成２４年度苓北町特定地域生活排水処理事業特別会計

歳入歳出決算の認定について（委員長報告） 

日程第１１ 認定第３２号 平成２４年度苓北町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算

の認定について（委員長報告） 

○議長（倉田 明君） 日程第１、認定第２２号、平成２４年度苓北町一般会計歳入歳

出決算の認定についてから日程第１１、認定第３２号、平成２４年度苓北町宅地造成事

業特別会計歳入歳出決算の認定までの１１件を一括議題としたいと思いますが、これに

ご異議ありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 質疑なしと認めます。したがって、認定第２２号から認定第３

２号までを一括議題とします。 
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本件は決算審査特別委員会に審査を付託しておりました。決算審査特別委員長に審査

結果の報告を求めます。決算審査特別委員長、大仁田藤男君。 

○決算審査特別委員長（大仁田藤男君） それでは、決算審査特別委員会の審査結果報

告を行います。 

苓北町議会決算審査特別委員会、審査結果報告。平成２５年度第２０回苓北町議会定

例会において、本委員会に付託された平成２４年度苓北町一般会計及び各特別会計歳入

歳出決算の認定について、次のとおり審査の結果を報告いたします。 

記、１、審査年月日、平成２５年９月９日、９月１０日の２日間です。２、審査場所、

第１、第２委員会室。３、委員の出席、大仁田藤男委員長、田嶋豊昭副委員長、野田謙

二委員、浜口雅英委員、山本政人委員、野﨑幸洋委員、錦戸俊春委員、山下時義委員、

松野重幸委員、錦戸久幸委員、神﨑公顕委員。４、委員の欠席、ありません。５、委員

外の出席、倉田明議長。６、監査委員の出席、登本玄一代表監査委員、山本政人監査委

員。７、執行部の出席、町長、副町長、教育長、総務、企画政策、会計、土木管理、農

林水産、商工観光、税務住民、福祉保健、水道環境、教育の各課長、健康増進室長。８、

委員会の書記、山口議会事務局長、宮崎総務課長補佐、汐崎企画政策課長補佐。９、審

査の過程、本委員会は、平成２４年度苓北町一般会計及び各特別会計の歳入歳出決算書

に基づき、監査委員及び執行部の出席を求め、提出を求めた各資料を含めて慎重に審査

いたしました。１０、審査の結果、１、認定第２２号、平成２４年度苓北町一般会計歳

入歳出決算の認定について、２、認定第２３号、平成２４年度苓北町坂瀬川財産区特別

会計歳入歳出決算の認定について、３、認定第２４号、平成２４年度苓北町都呂々財産

区特別会計歳入歳出決算の認定について、４、認定第２５号、平成２４年度苓北町国民

健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、５、認定第２６号、平成２４年度苓北

町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、６、認定第２７号、平成２４年度苓

北町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、７、認定第２８号、平成２

４年度苓北町水道特別会計歳入歳出決算の認定について、８、認定第２９号、平成２４

年度苓北町下水道特別会計歳入歳出決算の認定について、９、認定第３０号、平成２４

年度苓北町農業集落排水特別会計歳入歳出決算の認定について、１０、認定第３１号、

平成２４年度苓北町特定地域生活排水処理事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

１１、認定第３２号、平成２４年度苓北町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて。 

以上、１１件、すべて認定すべきものと決定いたしました。 

次ページをお開きください。１１、少数意見の留保なし。１２、併せて次の事項につ

いて執行部に対し要望することを決定いたしました。１、一般会計、歳入について。①

町税等の滞納処理については、引き続き努力されたい。歳出について。①地域資源有効



 

－128－

活用調査については、現調査項目に加えて構造物の経年劣化等の調査をされたい。その

他の要望事項、一つ、高齢化社会の到来に向けて、自主防災組織の組織化にさらに取り

組まれたい。一つ、中学校統合後の坂瀬川中学校、都呂々中学校の学校施設の利活用に

ついて検討されたい。一つ、町民総合センターの利用促進について、町内で結婚式が行

われることの経済的波及効果も含め検討されたい。併せて町民の意識・意向についても

調査し、検討されたい。２、坂瀬川財産区特別会計、特記事項なし。３、都呂々財産区

特別会計、特記事項なし。４、国民健康保険特別会計、①国保税の滞納処理については、

引き続き努力されたい。５、介護保険特別会計、①保険料の滞納処理については、引き

続き努力されたい。６、後期高齢者医療特別会計、①保険料の滞納処理については、引

き続き努力されたい。７、水道特別会計、特記事項なし。８、下水道特別会計、特記事

項なし。９、農業集落排水特別会計、特記事項なし。１０、特定地域生活排水処理事業

特別会計、特記事項なし。１１、宅地造成事業特別会計、特記事項なし。 

平成２５年９月１１日、苓北町議会決算審査特別委員会委員長、大仁田藤男。苓北町

議会議長、倉田明様。 

以上です。よろしくご審議のほどをお願いします。 

○議長（倉田 明君） 委員長の報告が終わりました。 

 決算審査結果報告についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 質疑なしと認めます。 

これから採決を行います。採決は、認定第２２号から第３２号まで、それぞれ起立に

よって行います。 

認定第２２号、平成２４年度苓北町一般会計歳入歳出決算の認定についてを採決しま

す。本件に対する委員長の報告は認定すべきです。 

お諮りします。本件は、委員長の報告どおり認定することに賛成の方は起立願います。 

［起立多数］ 

○議長（倉田 明君） 起立多数です。したがって、認定第２２号、平成２４年度苓北

町一般会計歳入歳出決算については、認定することに決定しました。 

次に、認定第２３号、平成２４年度苓北町坂瀬川財産区特別会計歳入歳出決算の認定

についてを採決します。本件に対する委員長の報告は認定すべきです。 

お諮りします。本件は、委員長の報告どおり認定することに賛成の方は起立願います。 

［起立多数］ 

○議長（倉田 明君） 起立多数です。したがって、認定第２３号、平成２４年度苓北

町坂瀬川財産区特別会計歳入歳出決算については、認定することに決定しました。 

次に、認定第２４号、平成２４年度苓北町都呂々財産区特別会計歳入歳出決算の認定
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についてを採決します。本件に対する委員長の報告は認定すべきです。 

お諮りします。本件は、委員長の報告どおり認定することに賛成の方は起立願います。 

［起立多数］ 

○議長（倉田 明君） 起立多数です。したがって、認定第２４号、平成２４年度苓北

町都呂々財産区特別会計歳入歳出決算については、認定することに決定しました。 

次に、認定第２５号、平成２４年度苓北町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定

についてを採決します。本件に対する委員長の報告は認定すべきです。 

お諮りします。本件は、委員長の報告どおり認定することに賛成の方は起立願います。 

［起立多数］ 

○議長（倉田 明君） 起立多数です。したがって、認定第２５号、平成２４年度苓北

町国民健康保険特別会計歳入歳出決算については、認定することに決定しました。 

次に、認定第２６号、平成２４年度苓北町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いてを採決します。本件に対する委員長の報告は認定すべきです。 

お諮りします。本件は、委員長の報告どおり認定することに賛成の方は起立願います。 

［起立多数］ 

○議長（倉田 明君） 起立多数です。したがって、認定第２６号、平成２４年度苓北

町介護保険特別会計歳入歳出決算については、認定することに決定しました。 

次に、認定第２７号、平成２４年度苓北町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認

定についてを採決します。本件に対する委員長の報告は認定すべきです。 

お諮りします。本件は、委員長の報告どおり認定することに賛成の方は起立願います。 

［起立多数］ 

○議長（倉田 明君） 起立多数です。したがって、認定第２７号、平成２４年度苓北

町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算については、認定することに決定しました。 

次に、認定第２８号、平成２４年度苓北町水道特別会計歳入歳出決算の認定について

を採決します。本件に対する委員長の報告は認定すべきです。 

お諮りします。本件は、委員長の報告どおり認定することに賛成の方は起立願います。 

［起立多数］ 

○議長（倉田 明君） 起立多数です。したがって、認定第２８号、平成２４年度苓北

町水道特別会計歳入歳出決算については、認定することに決定しました。 

次に、認定第２９号、平成２４年度苓北町下水道特別会計歳入歳出決算の認定につい

てを採決します。本件に対する委員長の報告は認定すべきです。 

お諮りします。本件は、委員長の報告どおり認定することに賛成の方は起立願います。 

［起立多数］ 

○議長（倉田 明君） 起立多数です。したがって、認定第２９号、平成２４年度苓北
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町下水道特別会計歳入歳出決算については、認定することに決定しました。 

次に、認定第３０号、平成２４年度苓北町農業集落排水特別会計歳入歳出決算の認定

についてを採決します。本件に対する委員長の報告は認定すべきです。 

お諮りします。本件は、委員長の報告どおり認定することに賛成の方は起立願います。 

［起立多数］ 

○議長（倉田 明君） 起立多数です。したがって、認定第３０号、平成２４年度苓北

町農業集落排水特別会計歳入歳出決算については、認定することに決定しました。 

次に、認定第３１号、平成２４年度苓北町特定地域生活排水処理事業特別会計歳入歳

出決算の認定についてを採決します。本件に対する委員長の報告は認定すべきです。 

お諮りします。本件は、委員長の報告どおり認定することに賛成の方は起立願います。 

［起立多数］ 

○議長（倉田 明君） 起立多数です。したがって、認定第３１号、平成２４年度苓北

町特定地域生活排水処理事業特別会計歳入歳出決算については、認定することに決定し

ました。 

次に、認定第３２号、平成２４年度苓北町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定

についてを採決します。本件に対する委員長の報告は認定すべきです。 

お諮りします。本件は、委員長の報告どおり認定することに賛成の方は起立願います。 

［起立多数］ 

○議長（倉田 明君） 起立多数です。したがって、認定第３２号、平成２４年度苓北

町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算については、認定することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１２ 同意第１４号 教育委員会の委員の任命について 

日程第１３ 同意第１５号 教育委員会の委員の任命について 

日程第１４ 同意第１６号 教育委員会の委員の任命について 

○議長（倉田 明君） 日程第１２、同意第１４号、教育委員会の委員の任命について

同意を求める件から、日程第１４、同意第１６号、教育委員会の委員の任命について同

意を求める件を一括議題とします。これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 異議なしと認めます。 

したがって、同意第１４号から同意第１６号までを一括議題とします。 

芦塚教育長におかれては、地方自治法第１１７条の規定による除斥の対象ではありま

せんが、審議の都合上、本件が終了するまでの間、退場を求めたいと思います。これに

ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（倉田 明君） 異議なしと認めます。 

（教育長 退席） 

○議長（倉田 明君） ここで、提案者の説明を求めます。町長。 

○町長（田嶋章二君） 同意第１４号、教育委員会の委員の任命について。次の者を教

育委員会の委員に任命したいから、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第

１項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 

平成２５年９月５日提出、苓北町長、田嶋章二。 

記。坂西力。提案理由、苓北町教育委員会の委員一人の欠員に伴い、後任の委員を任

命するためでございます。 

 同じく同意第１５号、教育委員会の委員の任命について。次の者を教育委員会の委員

に任命したいから、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定によ

り、議会の同意を求めるものであります。 

平成２５年９月５日提出、苓北町長、田嶋章二。 

記。吉田修一。提案理由、苓北町教育委員会の委員のうち、一人の委員が平成２５年

９月３０日をもって任期満了となるので、後任の委員を任命するためでございます。 

 同じく同意第１６号、教育委員会の委員の任命について。次の者を教育委員会の委員

に任命したいから、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定によ

り、議会の同意を求めるものであります。 

平成２５年９月５日提出、苓北町長、田嶋章二。 

記。芦塚博昭。提案理由、苓北町教育委員会の委員のうち、一人の委員が平成２５年

９月３０日をもって任期満了となるので、後任の委員を任命するためでございます。 

また、３人の方々の経歴につきましては、次のページから書いてございますので、参

考の上、同意のほどをよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（倉田 明君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 討論なしと認めます。 

これから、同意第１４号から同意第１６号の教育委員会の委員の任命について同意を

求める件を採決します。この採決は、会議規則第８２条の規定によって、無記名投票で

行います。 

お諮りします。只今の３件について、連名での投票にしたいと思いますが、これにご

異議ありませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 異議なしと認めます。 

議場の出入口を閉めます。 

（議場 閉鎖） 

○議長（倉田 明君） 只今の出席議員数は１１名です。 

次に、立会人を指名します。会議規則第３２条第２項の規定によって、５番、田嶋豊

昭君、６番、野﨑幸洋君、７番、錦戸俊春君を指名します。 

事務局長が投票用紙を配ります。それぞれの名前の上の欄に賛成の方は賛成と、反対

の方は反対と記載願います。 

（投票用紙 配付） 

○議長（倉田 明君） 投票用紙の配付漏れありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 配付漏れなしと認めます。 

投票箱を点検します。 

（投票箱 点検） 

○議長（倉田 明君） 異常なしと認めます。 

只今から投票を行います。事務局長が議席番号と氏名を読み上げますので、順番に投

票願います。 

○事務局長（山口仁人君） それでは、投票をお願いいたします。 

１番、野田謙二議員。２番、浜口雅英議員。３番、山本政人議員。４番、大仁田藤男

議員。５番、田嶋豊昭議員。６番、野﨑幸洋議員。７番、錦戸俊春議員。８番、山下時

義議員。９番、松野重幸議員。１０番、錦戸久幸議員。１１番、神﨑公顕議員。 

○議長（倉田 明君） 投票漏れありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 投票漏れなしと認めます。投票を終わります。 

これから、開票を行います。立会人の田嶋豊昭君、野﨑幸洋君、錦戸俊春君、開票の

立ち会いをお願いいたします。 

（開票） 

○議長（倉田 明君） 同意第１４号の投票の結果を報告します。投票総数１１票、有

効投票１１票、無効投票はありません。有効投票のうち賛成１１票、反対なし。以上の

とおり、賛成が多数です。したがって、同意第１４号、坂西力君を教育委員会の委員に

任命することについては、同意することに決定しました。 

次に、同意第１５号の投票の結果を報告します。投票総数１１票、有効投票１１票、

無効投票はありません。有効投票のうち賛成１１票、反対なし。以上のとおり、賛成が
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多数です。したがって、同意第１５号、吉田修一君を教育委員会の委員に任命すること

については、同意することに決定しました。 

次に、同意第１６号の投票の結果を報告します。投票総数１１票、有効投票１１票、

無効投票はありません。有効投票のうち賛成１１票、反対なし。以上のとおり、賛成が

多数です。したがって、同意第１６号、芦塚博昭君を教育委員会の委員に任命すること

については、同意することに決定しました。 

議場の出入口を開きます。 

（議場 開鎖） 

（教育長 入席） 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１５ 陳情等文書表について 

○議長（倉田 明君） 日程第１５、陳情等文書表についてを議題とします。本日まで

に受理した陳情書は、先にお配りいたしました５件です。 

陳情第２７号、日本政府に対して核兵器全面禁止の決断と行動を求める意見書の提出

のお願い。 

陳情第２８号、平成２５年度及び平成２６年度理科教育施設整備等に関する要望書。 

陳情第２９号、森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する地方の財源確保のための

意見書の採択に関する陳情について。 

以上の３件については、議会運営委員会にお諮りし、議会運営に関する申し合わせに

より議員配付することに決定しましたので、お手元に配付しております。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１６ 陳情第３０号 国に対し「消費税増税中止を求める意見書」の提出を求

める陳情 

○議長（倉田 明君） 日程第１６、陳情第３０号、国に対し「消費税増税中止を求め

る意見書」の提出を求める陳情については、議会運営委員会にお諮りし、総務常任委員

会に付託したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 異議なしと認めます。陳情第３０号、国に対し消費税増税中止

を求める意見書の提出を求める陳情については、総務常任委員会に付託することに決定

しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１７ 陳情第３１号 道州制導入に反対する意見書について 

○議長（倉田 明君） 日程第１７、陳情第３１号、道州制導入に反対する意見書につ

いてを議題とします。 
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お諮りします。この陳情については、議会運営委員会にお諮りし、会議規則第９２条第

２項の規定によって、委員会への付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 異議なしと認めます。したがって、陳情第３１号については、

委員会の付託を省略することに決定しました。 

陳情第３１号について、採決します。 

お諮りします。陳情第３１号については、採択することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 異議なしと認めます。したがって、陳情第３１号については、 

採択することに決定しました。 

 お諮りします。ただいま採択されました陳情第３１号の意見書は、本日の日程に追加

し、提出者賛成者を定め追加提案したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 異議なしと認めます。したがって、陳情第３１号の意見書の提

出については、追加提案することに決定しました。 

 ここで追加日程のため、しばらく休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時０６分 

再開 午前１０時０８分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（倉田 明君） 休憩前に引き続き本会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

追加日程第１ 発議第８号 道州制導入に反対する意見書の提出について 

○議長（倉田 明君） これから追加日程についてを議題とします。追加日程第１、発

議第８号、道州制導入に反対する意見書の提出についてを議題とします。 

提出者の説明を求めます。大仁田藤男君。 

○４番（大仁田藤男君） 発議第８号、道州制導入に反対する意見書の提出について。

別紙のとおり意見書を提出するものとする。平成２５年９月１２日提出、提出者、苓北

町議会議員、大仁田藤男。賛成者、苓北町議会議員、田嶋豊昭、賛成者、苓北町議会議

員、野田謙二。 

次のページをお願いします。発議第８号、平成２５年９月１２日、衆議院議長、伊吹

文明様、参議院議長、山崎正昭様、内閣総理大臣、安倍晋三様、財務大臣、麻生太郎様、

総務大臣、新藤義孝様、内閣官房長官、菅義偉様。苓北町議会議長、倉田明。 
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道州制導入に断固反対する意見書。 

我々町村議会は、平成２０年以来、町村議会議長全国大会において、その総意により

住民自治の推進に逆行する道州制は行わないことを決定し、本年４月１５日は全国町村

議会議長会が町村や国民に対して丁寧な説明や真摯な議論もないまま道州制の導入が決

定したかのごとき法案が提出されようとしていることは誠に遺憾であるとする緊急声明

を行った。さらに、道州制は絶対に導入しないこととする要望を決定し、政府・国会に

対し要望してきたところである。しかしながら、与党においては道州制導入を目指す法

案の全国への提出の動きが依然として見られ、また野党の一部においては、すでに道州

制の移行のための改革基本法案を第１８３回国会へ提出し、衆議院内閣委員会において

閉会中審議となっているなど、我々の要請を無視するかの動きを見せている。これらの

法案は、道州制導入後の国の具体的な形を示さないまま期限を区切った導入ありきの内

容となっており、事務権限の受け皿という名目の下、ほとんどの町村においては事実上

の合併を余儀なくされる恐れが高い上、道州はもとより再編された基礎自治体は現在の

市町村や都道府県に比べ住民と行政との距離が格段に遠くなり、住民自治が衰退してし

まうことは明らかである。町村はこれまで国民の生活を支えるため、食料供給、水源涵

養、国土保全に努め、その地域の伝統・文化を守り、自然を生かした地場産業を創出し、

住民とともに個性あるまちづくりを進めてきた。それにも関わらず、効率性や経済性を

優先し、地域の伝統や文化、郷土意識を無視してつくり上げる大規模な団体は、住民を

置き去りにするものである。到底地方自治体と呼べるものではない。多様な自治体の存

在を認め、個々の自治体の活力を高めることが、ひいては全体としての国力の増強につ

ながるものであると確信している。よって、我々苓北町議会は、道州制の導入に断固反

対する。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

以上です。 

○議長（倉田 明君） 提出者の説明が終わりました。 

質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 討論なしと認めます。 

発議第８号を採決します。 

お諮りします。本案については、可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（倉田 明君） 異議なしと認めます。したがって、発議第８号、道州制導入に

反対する意見書の提出については、原案のとおり可決されました。 

お諮りします。只今議決されました道州制導入に反対する意見書の提出について、そ

の条項、字句、数字、その他整理を要するものについては、その整理を議長に委任され

たいと思いますが、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 異議なしと認めます。したがって、条項、字句、数字、その他

の整理は議長に委任することに決定しました。 

浜口雅英君。 

○２番（浜口雅英君） 意見書提出の動議を提出します。 

○議長（倉田 明君） 只今浜口雅英君から発議第９号、「長崎の教会群とキリスト教

関連遺産」を国連教育科学文化機構（ユネスコ）の世界文化遺産への推薦決定に関する

意見書の提出についてを日程に追加し議題とすることの動議が提出されました。この動

議は、１人以上の賛成者がありますので、成立しました。したがって、この件を日程に

追加し、議題とする動議を採決します。この採決は起立によって行います。これを日程

に追加し、議題とすることに賛成の方は起立願います。 

［起立多数］ 

○議長（倉田 明君） 起立多数です。したがって、発議第９号を日程に追加し、議題

することの動議は可決されました。 

資料等の配付がありますので、そのまま待機願いたいと思います。 

（資料配付） 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

追加日程第２ 発議第９号 「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」を国連教育科学

文化機構（ユネスコ）の世界文化遺産への推薦決定に関

する意見書の提出について 

○議長（倉田 明君） 追加日程第２、発議第９号、「長崎の教会群とキリスト教関連

遺産」を国連教育科学文化機構（ユネスコ）の世界文化遺産への推薦決定に関する意見

書の提出についてを議題とします。 

提出者の説明を求めます。浜口雅英君。 

○２番（浜口雅英君） 発議第９号、「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」を国連教

育科学文化機構（ユネスコ）の世界文化遺産への推薦決定に関する意見書の提出につい

て。 

別紙のとおり意見書を提出するものとする。 

平成２５年９月１２日提出。提出者、苓北町議会議員、浜口雅英。賛成者、苓北町議
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会議員、野﨑幸洋。 

 次のページ、別紙です。「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」を国連教育科学文化

機構（ユネスコ）の世界文化遺産への推薦決定に関する意見書（案）。 

この度、国の文化審議会特別委員会は、熊本県天草・崎津集落を含む「長崎の教会群

とキリスト教関連遺産」をユネスコの世界文化遺産に推薦する候補として選定された。

天草の崎津集落は漁村集落、そして過去の歴史の中で厳しい弾圧の中で密かに信仰を守

り伝えた独特の文化的景観が形成されている。世界遺産への登録は、地域住民の自信と

誇りとなり、天草島の地域活性化と新たな地域づくりの契機となることが期待される。

また、苓北町においても、歴史豊かなキリスト教関連遺跡の検証に、なお一層の弾みが

つく。 

このような状況の中で、専門的にも、学術的にも高く評価されている「長崎の教会群

とキリスト教関連遺産」を本年度の推薦遺産として決定されることを強く要請する。 

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき意見書を提出する。 

平成２５年９月１２日。内閣総理大臣、安倍晋三様、内閣官房長官、菅義偉様、地域

活性化担当大臣、新藤義孝様、外務大臣、岸田文雄様、文部科学大臣、下村博文様。熊

本県苓北町議会議長、倉田明。 

議案提出の理由を説明いたします。８月２４日、２８日の新聞報道によれば、長崎の

教会群とキリスト教関連遺産として、天草崎津集落も世界文化遺産の推薦候補に選ばれ

たとのこと。天草崎津集落が長崎の教会群とキリスト教関連遺産の推薦候補の理由に、

住民が隠れキリシタンとして日本のキリスト教史で重要な弾圧、潜伏の部分を担うと報

道されていました。決定までには幾多のハードルがあるとも報道されていますが、これ

の推薦決定に向けて、我が苓北町も積極的に協力していくべきである。その理由は、一

つには、これをきっかけに我が苓北町の歴史豊かなキリスト教関連遺跡の検証に、なお

一層の弾みがつくのではないか。二つには、長崎茂木と苓北の航路の拡充が期待される

と考えます。平成２３年１０月にフェリーが廃止され、現在は高速船により長崎との交

流が保たれていますが、天草崎津がこの世界文化遺産として認定されれば、長崎から天

草への出入口として苓北富岡港が最も近距離で優先度が高くなります。三つには、これ

までの天草西海岸観光のメインは温泉、夕日の景色、新鮮な魚介類ではなかったでしょ

うか。しかし、天草崎津がこの世界文化遺産に認定されれば、歴史の検証に関心のある

世界の人々の集客も期待され、交流人口、入り込み客の増大につながります。これらの

理由だけでも、天草の他の自治体と天草は一つになって長崎の教会群とキリスト教関連

遺産の推薦決定のための行動が求められます。そのために、意見書を提出いたしました。 

以上です。 

○議長（倉田 明君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 
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 山下時義君。 

○８番（山下時義君） 提出者の浜口議員にお尋ねしますが、先ほど天草もこぞってと、

こういうお話がございました。そして、苓北町もこのキリスト教の関連の遺跡の発掘と、

それとまた茂木航路の拡充と、そういう交流人口があるということで、誠に素晴らしい

ことであります。そういうことで、ほかの市町村がどういう状況になっているのか、把

握をされておりますか。お尋ねします。 

○議長（倉田 明君） 浜口雅英君。 

○２番（浜口雅英君） これも新聞報道ではございますが、９月１１日に天草市ではこ

の意見書を提出され、可決され、郵送されたというふうにお聞きしております。 

○議長（倉田 明君） 山下時義君。 

○８番（山下時義君） ちょっと課長にお許しをいただきまして、非常にこういう問題

には詳しゅうございますので町長からこれに関して説明をお願いしたいと思いますが。

提出者の浜口議員に対してお願いをするわけでございますが、いいでしょうか。 

○議長（倉田 明君） 浜口雅英君。 

○２番（浜口雅英君） 私にそこまでの権限が、どうですかね。どうぞ。 

○８番（山下時義君） 只今提出者の浜口議員のほうから許可がありましたので、こう

いう問題については非常に町長が詳しゅうございます。全国的な動きを含めてですね、

もしご承知であったらばお話を承りたいと、このように思っておりますが、いかがです

か。 

○議長（倉田 明君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 非常に素晴らしい提案をしていただいたと思っております。た

だ、この提案の裏付けになったのは、やはり文化審議会からの推薦が１件だったという

ことと、あと内閣でやっております産業遺産のほう、これも推薦になったと。どちらに

しろ日本国からの推薦は１件に絞らなければならないと、９月末までには決まると聞い

ております。相手はやはり明治時代になって短期的に世界の技術を吸収して、世界に冠

たる産業を開発していったと、主に山口、福岡、長崎、熊本、鹿児島、こういうところ

の産業遺産でございます。また、政治的に見ても内閣総理大臣もいらっしゃれば、副総

理もいらっしゃる候補地でございます。そして、また熊本県も長崎県も入っているとい

うのが非常にもどかしいところでありまして、真っ向から反対しにくい状況でもござい

ます。 

 ただ、我々は相手方に反対をするということではなくて、長崎教会群のほうがふさわ

しいからということで積極的に推薦するということは非常に素晴らしいことだと思って

おりますので、この件については非常に苓北町議会が、崎津は隣町ではありますが西海

岸と長崎とのつながりということでは、天草市よりも苓北町の方がつながりが深いわけ
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でございますので、素晴らしい時期に素晴らしい提案をしていただいたと思います。 

○議長（倉田 明君） ほかに質疑ありませんか。 

 浜口雅英君。 

○２番（浜口雅英君） 先ほど山下議員の他自治体の取り組みについて、私は９月１１

日に天草市議会で議決されて郵送されたというふうにお答えしましたが、これは９月１

１日の熊日新聞で、記事の内容は天草市議会は１０日に全会一致で可決し郵送したとい

うことでしたので、訂正方お願いいたします。 

○議長（倉田 明君） 以上、補足説明があったところです。 

 町長。 

○町長（田嶋章二君） それで、長崎の方の動きはですね、長崎市、長崎県あげて、そ

して経済団体も含めて、相当国に要望なさっているんです。私もばったりお会いして誘

われたこともあります。その点がちょっと弱いんじゃないかなと、天草の場合、思いま

すが、もうちょっと時間がないので、文書でということになったのかと思います。 

○議長（倉田 明君） ほかに質疑ありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） ほかに質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 討論なしと認めます。 

それでは、発議第９号を採決します。 

お諮りします。本案については、可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 異議なしと認めます。したがって、発議第９号、「長崎の教会

群とキリスト教関連遺産」を国連教育科学文化機構（ユネスコ）の世界文化遺産への推

薦決定に関する意見書の提出については、原案のとおり可決されました。 

お諮りします。ただいま議決されました発議第９号、「長崎の教会群とキリスト教関

連遺産」を国連教育科学文化機構（ユネスコ）の世界文化遺産への推薦決定に関する意

見書の提出については、その字句、数字、その他整理を要するものについては、その整

理を議長に委任されたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 異議なしと認めます。したがって、字句、数字、その他の整理

は議長に委任することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１８ 閉会中の継続審査調査の件 
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○議長（倉田 明君）  日程第１８、閉会中の継続審査調査の件についてを議題としま

す。 

総務常任委員長、町民福祉常任委員長、建設経済常任委員長、議会運営委員長、議会

広報委員長から会議規則第７５条の規定によって、閉会中の継続審査調査の申し出があ

っております。 

 お諮りします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査調査することにご

異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君）  異議なしと認めます。したがって、各委員長からの申し出のと

おり、閉会中の継続審査調査することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１９ 議員派遣の件 

○議長（倉田 明君） 日程第１９、議員派遣の件についてを議題とします。 

 お諮りします。議員派遣の件については、お手元に配付のとおり派遣することにいた

したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 異議なしと認めます。したがって、議員派遣の件については、

お手元に配付しましたとおり派遣することに決定しました。 

 以上で、本日の日程は全部終了しました。これで本日の会議を閉じます。平成２５年

第２０回苓北町議会定例会を閉会します。 

どなた様も大変お疲れ様でございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午前１０時３３分 
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 
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